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巻頭言

平成１３年（２００１年）と令和２年（いま）

法務総合研究所長

上　冨　敏　伸

令和２年３月３０日付けで，法務総合研究所長を命ぜられました上冨敏伸です。よろし

くお願い申し上げます。昭和６３年任官の検事です。任官３３年目になりますが，この間，

検察庁以外では，法務省刑事局，在ドイツ日本国大使館，司法制度改革推進本部事務局な

どに勤務した経験があります。法務総合研究所との関係は，研修生としてお世話になった

り，講師として何度か呼んでいただいたりしたことがあるだけで，勤務は初めてです。また，

大使館勤務時代を除くと，国際関係業務に就いた経験はなく，法制度整備支援についても，

法務総合研究所国際協力部の業務として一応の知識があるだけでした。最近は４年以上検

察庁勤務が続いていましたので，法務省の仕事も久しぶりということになります。という

わけで，なにぶん経験不足，この分野では新参者ですが，よろしくお願い申し上げます。

着任直後から東京都をはじめとする各地では新型コロナウィルス感染症が急速に拡大し，

１週間後の４月７日には緊急事態宣言が公布され，法務総合研究所が行っている国内外の

各種研修は軒並み中止ないし延期に追い込まれました。法整備支援についても，対象国現

地のプロジェクトは継続されているものの，法務総合研究所から派遣されていた長期専門

家はいずれも帰国する事態となり，通常とは全く異なった中での業務になりました。

早いもので着任して既に半年以上が過ぎ，本来であれば，海外出張の機会があったり，

海外からのお客様をお迎えするなど，法整備支援分野についてある程度の知見を得ている

はずで，せっかく執筆する機会をいただいたこの巻頭言にも多少は書くことがあるはずだっ

たのですが，今申し上げたような次第で，法整備支援分野における最近の自らの経験をネ

タにこの原稿を書くことはできなくなってしまいました。とはいえ，以上，終わりという

わけにはいきませんので，思い付くままに，もう少し筆を進めてみることにします。既刊

の巻頭言のような有益な内容は含まれておりませんので，お時間のある方だけお付き合い

ください。

国際協力部は，平成１３年（２００１年）４月に誕生し（本誌は，翌年１月から刊行），

来春には設置から満２０年を迎えることになります。京都コングレスは１年延期になりま

したが，その結果，国際協力部としては，満２０歳を迎える記念すべき春にこの大きなイ

ベントに参加することとなったわけです。この平成１３年という年は，法整備支援にとっ

ては国際協力部の新設という大きな一歩が記された年になりますが，国内的には，２年間

にわたり調査・審議を続けてきた司法制度改革審議会の意見書が内閣に提出されたのが同

年６月のことで，同意見書を受ける形で，翌７月に内閣官房に司法制度改革推進準備室が
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設けられ，司法制度改革推進法の制定に伴って，同室が司法制度改革推進本部事務局となっ

た年であり，その後の司法制度改革の大きな動きにとっても画期となる年でした（私のほ

ぼ唯一の国際分野における仕事の経験である在ドイツ日本国大使館勤務は，ミレニアムを

挟んだ平成１０年から１３年までの３年間であり，この年の７月帰国するとそのまま，法務・

検察に復帰することなく，上記の司法制度改革推進準備室勤務となりましたので，国際協

力部の発足とほぼ時を同じくして，私の国際関係分野での経験は終了したということにな

ります。）。

ところで，同審議会の意見書では，司法制度改革の３本柱の一つとされた「国民の期待

に応える司法制度」中の「国際化への対応」における４つの項目の一つとして，「法整備支

援の推進」が掲げられており，その後閣議決定された「司法制度改革推進計画」において

も，「国際化への対応」として，「グローバル化が進む世界の中で，司法の役割を強化し，

その国際的対応力を強めることが一層重要となっているとの認識の下に，民事司法の国際

化，刑事司法の国際化，法整備支援の推進及び弁護士の国際化を図るための措置を講ずる。」

とされ，司法制度改革推進本部とともに，法務省，外務省及び文部科学省が法整備支援の

推進を担うこととされています。つまり，法整備支援は司法制度改革の中にも位置付けら

れた取組であり，法務省におけるその実施主体がまさに国際協力部だったわけですが，当

時の私は，同じ本部事務局で仕事をしていながら，自分の担当職務で手一杯で，申し訳な

いことに，法整備支援のことはあまり意識していなかったというのが正直なところでした。

司法制度改革における法整備支援に関する議論についてもう少し申し上げると，本部事務

局内に設けられた分野別の検討会の一つに，国際化検討会があり，法整備支援はそこでの

検討テーマとされていました。首相官邸のホームページで今でも閲覧できる当時の記録を

見ると，国際化検討会第１４回会議（平成１５年５月１４日開催）には，日本弁護士連合

会から矢吹公敏先生（本誌第６９号の巻頭言を御執筆されています。）が御出席になってい

るほか，法務総合研究所からは当時の山下輝年国際協力部教官（その後国際協力部長），赤

根智子国際連合研修協力部次長（その後法務総合研究所長を経て現在国際刑事裁判所判事）

が出席し，法整備支援の意義や実情，懸案事項等を説明しています。また，竹下守夫先生（駿

河台大学長（当時））が，「法整備支援の現状と課題」と題して，カンボジア民訴法起草支

援の経験を踏まえたプレゼンをなさっておられます。竹下先生は，この場では法整備支援

に関してお話しされていますが，御案内のとおり，司法制度改革審議会の会長代理もお務

めになっており，上記審議会意見書の取りまとめに御尽力された方ですから，いわば，司

法制度改革と法整備支援の両分野にわたる御活躍の証というべき場面だったのかもしれま

せん。個人的な思い出を付け加えさせていただくと，平成１２年５月に司法制度改革審議

会が海外実情調査を行った際，ドイツ訪問グループに竹下先生がいらっしゃり，当時，在

ドイツ日本国大使館に勤務していた私は，ケルン及びミュンヘンにおける視察に同行させ

ていただき，夜はビアホールでの楽しい時間を過ごさせていただきました。その後，特別

顧問室や法制審議会の場でお目にかかった際には，ドイツでのことを楽しそうにお話になっ

ておられたのを覚えています。さらに私ごとを付け加えると，その後は司法制度改革の系
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譜を引く仕事に携わることが多かったのですが，２０年を経て，今度は法整備支援の分野

で仕事をする機会をいただいたのはいかなる縁だろうかと思う次第です。

自らの経験とのわずかな接点を材料に昔の話をしてしまいましたが，ここからは視点を

現時点の方向に転じてみることにします。

現在，新型コロナウィルス感染症蔓延のため，人の動きが大きく制約された中で，帰国

中の長期専門家や国際協力部教官等の職員は，テレワーク態勢を確立した上で，オンライ

ンを活用し，各人，上司や同僚との間はもちろんですが，対象国の関係者との間でも，累

次 Web 会議を開催するなどしながら，日常の業務を滞りなく遂行しています。もちろん，

直接顔を合わせて行う場合とは勝手が異なる面はあることとは思いますが，それでも，業

務がきちんと進んでいる様子を見ると，自分が海外に赴任していた２０年前の様子と比べ

てまさに隔世の感があります。既にインターネットや携帯電話はあったものの，ドイツ赴

任前の日本では，個人で携帯電話を利用している人はまだそれほど多くはないという状態

（総務省の統計によると，平成１１年（１９９８年）のインターネット世帯普及率１１．０

パーセント，携帯電話と PHS 端末を合わせた人口普及率は３７．４パーセントだったそう

です。）で，インターネットは通常の電話回線を利用したダイヤルアップ方式による通信が

普通でした。赴任先のドイツでも同じで，自宅のあったボン市内には契約していたインター

ネットプロバイダーのアクセスポイントがなかったため，ケルン市内のアクセスポイント

に電話をかける方法でＥメールを送受信したり，ホームページを見たりしていました。回

線を接続したままでは，自宅の電話は話し中が続きますし，電話料金がどんどん加算され

ますから，最小限の接続時間で必要な情報を得なければならず，Ｅメールを含め，必要なデー

タをダウンロードしたら回線を切ってその後内容に目を通すのが通常でした。通信速度も

信じられないほど遅く，静止画像でも，少し大きなデータ量のものだと少しずつ画面上に

画像が描かれていくのをジリジリしながら待つのが普通でしたから，動画や音声などは論

外でした。当時はそのような通信事情でも，日本国内と何とかやりとりをしながら日常の

業務をこなしていたわけですが，同じような状態で今般の事態に直面したら一体どうやっ

て仕事をしたのだろうと，国際的な仕事に限らず，国内での仕事についても，ちょっと想

像がつきません。日常の中にいると，技術の進歩は自然なこととして慣れてしまうもので

すが，こうしてある特定の時点を振り返ってみると，その変化の大きさに驚くばかりです。

もっとも，そうした変化にはメリットがあるだけではなく，人の移動が比べものにならな

いくらい大規模，頻繁になっている今とは異なり，当時であれば，もしかすると，国境を

越えての感染症の広がりは逆に今回のようなスピードではなかったのかもしれませんが。

さて，現在の状況は，新型コロナウィルス感染症の蔓延により強いられたものではあり

ますが，新たな業務遂行のスタイルを確立するきっかけにできないだろうかと考え始めて

います。今後，人の行き来が復活した後であっても，例えば，外国での打ち合わせ，会議

に我が方のスタッフが現地に出張して参加するのと併せて，日本にいるスタッフも同時に

Web を通じて参加するようなハイブリッド型の開催方法も考えられるでしょう。そうなれ
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ば，経費もそうですが，特に時間的な制約からかなり自由になりそうです。現地にいる長

期専門家と本邦にいるスタッフの双方が同じ会議に参加し，本邦にいるスタッフは，今日

は A 国での会議に，明日は B 国での会議に，それぞれ Web で参加することが可能になり，

そのことに抵抗がなくなるとすれば，国際協力部や法務総合研究所の持つ資源は従来と同

じであっても，その効率的な活用という面からは大幅なレベルアップが可能になるように

思います。また，こうした業務遂行方式が普及すると，様々な事情で実際に海外に赴くこ

とには困難のある人であっても国際的な業務に携わる機会を得ることができるかも知れな

い，海外からの研修生についても，来日しての研修と全く同じではないとしても，来日で

きない事情がある人であっても，国際協力部や国際連合研修協力部が提供する種々の機会

を享受する可能性が広がるのではないかと考えています（法務総合研究所における国内研

修でも同じで，長期間入寮して行っている現在の研修システムの下では参加に困難がある

職員の参加へのハードルを下げる仕組みを構築できないだろうかとも考えています。）。

今般の事態に直面して，私たちの身の回りの IT 環境が実は遅れていたり，貧弱であった

りするということが指摘されるようになっています。我々，法務総合研究所も同様である

ことを痛感させられています。日常が平穏に過ぎている中では，それでも，以前よりは色々

なことがずいぶん便利になっていて，特に不満や不都合も感じていませんでしたから，今

般の事態は，そうした言わばぬるま湯の中で自覚できなかったことを発見するきっかけに

はなり得たように思います。感染症で亡くなられた方，健康を害された方，経済面を含め

て様々なつらい状況に置かれている方々が大勢いらっしゃる状況下ですので，このような

事態は生じない方がよかったことはいうまでもありませんが，実際にこのような状況が発

生している以上，その経験を少しでも生かして新しい何かを生み出せたらと思っています。

法整備支援や法務総合研究所の業務遂行の在り方も積極的に見直す機会にしたいと考えて

おりますので，法整備支援の新しい在り方について，読者の皆様からも様々な御意見，ア

イデアをいただくことができれば幸いです。

案の定，思いつくままのまとまりのない内容になってしまいました。役に立つ情報は，

本誌の次ページ以下を御覧いただければと思います。

最後に，改めまして，今後とも，よろしくお願い申し上げます。
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外国法制・実務

ラオスにおける民事上の問題

「請求権を生じさせる基礎原則」とは何か

ＪＩＣＡ長期派遣予定専門家 1

弁護士　鈴　木　一　子

１　本稿の目的

ラオス法の支配発展促進プロジェクト（以下「現行プロジェクト」という。）における

民事系の活動として，現在，①民法典 2 の普及活動，②民事判決書を改善する活動，③法

学部教育や研修を改善する活動の３つがある [ ③を担当するグループを教育研修改善サブ

ワーキンググループ（SWG）という。]。私は②と③の活動を担当している。３つの活動

はそれぞれ独立しているが，民事法理論の構築を目指して連携を重視している。

これらの活動を通じて，ラオスにおける様々な民事上の論点があると分かった。今回は，

ラオス側が「請求権を生じさせる基礎原則」と呼ぶ概念について紹介する。これは，現

在も直面している課題である。助言や感想はぜひ筆者まで。

２　請求権を生じさせる基礎原則（３要件説）

発言者によって主張する要件が微妙に異なるが，ラオス側は，民事上の請求をするた

めには，次の３要件を満たす必要があると主張している（以下「請求権を生じさせる基

礎原則」，あるいは「３要件説」という。）。

１　法律関係があること

２　違反行為（契約違反）があること

３　損害が発生していること

この３要件に「４　因果関係」を加えた４要件を主張する場合もある。これらの要件

の意義は論者によって微妙に異なり，又は論者も理解しきれていない節があり，明確で

はない。しかし，１「法律関係があること」は，どうも契約関係があることを指してい

るようだ。つまり 3 要件説は契約関係に当てはまる原則だ，というのが多数説のようで

ある（ただし，不法行為等についても当てはまると考える者もいるようである。）。

そうすると，この３要件は債務不履行に基づく損害賠償請求の要件の大枠を摘示したに

過ぎないように見える。しかし，ラオス側は，例えば貸金返還請求をする場合であって

も，建物賃貸借契約を解除して建物明渡請求する場合であっても，この３要件は必要だし，

1　 肩書の説明：私はラオスに JICA 長期専門家として派遣される予定であるが，２０２０年１０月現在，コ
ロナウイルスの影響により渡航待機の状態である。そのため，JICA から派遣予定専門家として業務の委嘱
を受け，日本国内からオンラインで活動を行っている。
2　 ２０１８年１２月６日成立，２０２０年５月２７日施行。
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特に「損害の発生」が必要だという 3。当然ながらその場合の損害とは何かという疑問が生

じるが，説明を聞いてもいまいちよく分からないのである。分かっているのは，多数説

によれば３要件説は，売買や消費貸借という契約ごとの類型は捨象して，およそ契約に

基づく請求は 3 要件による，という考えだということである。

以下，３要件説が登場した経緯について説明した上で，３要件説の適否について検討

する。 

３　３要件説が登場した経緯～事実認定問題集

現行プロジェクトでは前記の法学部教育や研修を改善する活動として，事実認定問題

集を作成しており，３要件説は当該問題集を作成する過程で現れた。問題集は次のよう

なものである。

＜貸金返還請求権＞

X の主張

私は，２０１６年１月１日に，Y にお願いされて，３０００万キープを貸しました。

返済期限は，２０１７年１月１日との約束でした。しかし，Y は，返済期限を過ぎても，

私にお金を返してくれません。そこで，私は，Y に対して，３０００万キープの返還

を求めます。

Yの言い分　パターン１

そもそも私は X からお金を受け取ったことはありません。確かに当時，私はお金に

困っていたので X にお金を貸してもらうように頼んだことがありますが，結局，金額

と返済期限について合意ができませんでした。

Yの言い分　パターン２

確かに私は X から３０００万キープを受け取りましたが，あれは贈与されたもので

あり返す必要はないものです。

Yの言い分　パターン３

確かに私は X から３０００万キープを受け取りました。そして，お金の返還につい

て書面で契約を締結しましたが，私にはお金が無いので返済できません。

※パターン１からパターン３はそれぞれ独立している。

問題１：貸金を返還してもらうため，X の Y に対する請求権の発生要件はどのような

ものがあるか。関連する民法典の条文をあげて答えよ。

問題２：Y の言い分パターン１からパターン３において，この事件の争点は何か。

問題３：上記に記載した争点について審理するためにはどのような証拠が必要か。

日本の法律家にはおなじみの問題である。現在，この問題のほか，売買契約，賃貸借

契約及び不法行為の合計４問を作成中である。

3　 論者によっては損害ではなく「不利益」という言い方をする。
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ラオスでは従前，実体法上の要件に沿った事実認定はされず，司法の役割は徹底的に

証拠を探して当事者の言い分が客観的真実と合致するかを確かめることであった。その

ためか，実体法上の要件及び効果の整理は十分にされてこなかったし，事実認定理論も

発展してこなかった。しかし，ラオスにおける司法の役割も変容し始めているようであり，

国民に分かりやすく迅速な司法を目指しつつある。

このような経緯を背景にして，現行プロジェクトでは，ラオスにおいて実体法上の理

論が構築されて適切な事実認定がされることを目指している（判決上の事実認定を改善

するのが前記②民事判決書を改善する活動である。）。しかし，事実認定は一朝一夕に習

得できるものではない。そこで，学部教育や実務家教育において使える問題集を作成す

ることになった。それが事実認定問題集である。

事実認定問題集は事実認定の技術に関する教科書ではなく，前提となる実体法上の要件

及び効果の整理を目指すものである。解答として要件事実を考えてはいない。なぜなら

要件事実論の紹介をした際にラオスでは時期尚早あるいは適切でないという感触を得た

からである。要件事実論は普遍的な考えというわけでもないし，実体法理論が熟してい

ないうちに要件事実を導入することで枝葉末節な議論に入り込む危険もあるから，将来

的に要件事実論が必要になる可能性はあるが，現時点では様子を見ることになった。た

だし，抗弁的な話題が自然発生的に出ることがあり（例えば弁済の事実は誰が立証する

のかなど），その際には要件事実の考え方を基に説明している。

４　３要件説が登場した経緯～従前の解答

２０１９年１２月の本邦研修等を通じて検討した結果，前記問題１の解答案は，次の

ようになった。

X の Y に対する貸金返還請求権の発生要件は次のとおりである：

１　金銭の返還合意があること

２　金銭の交付があること

３　金銭の返還時期について合意があること

４　金銭の返還合意と金銭の返還時期の合意が書面でなされたこと

５　金銭の返還時期が到来したこと

６　Y が X に対して金銭を返還しないこと

要件１，２，３，５は，日本民法とほぼ同様なので説明を省略する（私はラオス民法

４３０条１項の文言上，消費貸借契約は諾成契約ではないかと思うのだが，２０２０年

１０月現在，ラオス側は要物契約であると理解している。）。

要件４について，ラオス民法４３０条５項では消費貸借契約は書面による要式契約と

された（口頭による消費貸借契約は日常的に締結されているものの，現時点でラオス側

は書面によらない消費貸借契約は全て無効になると理解している。）。
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要件６は日本の伝統的通説と大きく異なるところであり，興味深い。ラオス民法３９２

条は次のとおり規定している。

第３９２条　契約不履行の効果

契約当事者の一方が不履行をしたときは，違反をされた側は契約履行を要求する権

利を有し，損害を賠償させ又は契約を解除することができる。

そして，３９３条に履行請求，３９４条に損害賠償，３９５条に解除がそれぞれ規定

されている。

これらの条文から，ラオスでは債務不履行の効果として①履行請求権，②損害賠償請

求権，③解除権が発生すると解することができる。したがって，多数説は，契約の履行

を請求するために「被告が債務を履行しないこと」が必要と考えている。一方，日本の

伝統的通説は履行請求権を契約の効果として捉え，填補賠償請求権（履行に代わる損害

の賠償請求権）を債務不履行の効果として捉えてきた。「履行請求権とは何か」という契

約法の根幹部分がラオスの多数説と日本の伝統的通説において大きく異なるのである 4。

ラオスにおいて履行請求権，損害賠償請求権及び解除権の関係については不明であり，

日本の伝統的通説のように履行請求権が尽きたときに填補賠償請求ができると考えるの

か，これらは並列なのかは分からない。

５　3要件説が登場した経過～民事合同セミナー

事実認定問題集の解答を他の民事系グループに共有して議論を深めるため，２０２０

年２月５日から同月７日にかけて民事系３グループ合同のセミナーを行った（以下「民

事合同セミナー」という。）。民事合同セミナーの後半，一部の有力者が従前の解答案に

異議を唱えて 3 要件説を紹介した。その場で事実認定問題集の解答について確定的な答

えは出ず，引き続き検討することになった。

その結果，民事合同セミナー後の２月から５月にかけて，3 要件説を前提とする解答案

に修正された。

例えば，賃貸借契約の解除の問題について次のように修正された。

X の言い分

２０１６年 9 月 8 日に私は Y との間で，Y が居住するため，自分が所有する建物を

引き渡し，月間５００万キープの賃料で，賃貸借期間はその日から２０１８年 9 月 8

日までだとする契約を合意した。

4　 日本民法でもラオスと同じ解釈を採ることはできる。潮見佳男教授がラオスと同じく履行請求権を債
務不履行の効果として捉える立場である（プラクティス民法第３版６５頁～，新版注釈民法（１０）２の
４８６頁）。
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しかし，建物を引き渡した後，Y は早速に建物の一部を修理し，飲食及び軽食サー

ビスの小さな喫茶店を始めた。本来，私は Y の居住のために建物を貸した。Y は私と

の契約に違反したのである。よって，速やかにその建物から出て行って欲しい。

Yの言い分

私は正に X との間で賃貸借契約を締結し，この建物を居住のために借りたと認める。

居住してしばらくした後，私は一部内装工事をはじめ，小さな喫茶店にした。多く

の材料は元々に建物内にある物を利用した。テーブルや椅子などは自分で買ったし，

すぐ持って移動できるので，居住の利用目的とそれほど変わらない。

この間，X の姪は独立して１人暮らしする予定となり住まいを探しているので，私

は X がただ私を追い出すために，このようなことを言い出したにすぎないと思う。

問題 1　X の Y に対する不動産を出てもらう請求権の発生要件はどのようなものがあ

るか。関連する民法典などの条文をあげて答えよ。

解答案は次のとおり，3 要件説に依拠している。

Y に対する X の不動産を出てもらう請求権を発生させる要件は以下のようになる。

1.　X と Y に法律的関係がある。それは，不動産の賃貸借（建物）があるということ（民

法典　第４３４条）；

2.　Y が契約に違反した。それは，居住のための賃貸借という契約の合意の内容だが，

X に承諾するための通知もなく，Y が飲み物・軽食サービスの小さな喫茶店をしたこ

とにより，建物の一部を修理したということ（民法典　第１８条，３７０条）；

3.　契約違反による損害が生じた。それは，その一部を改善又は修理したことにより，

元々の建物に損害が生じた又は喫茶店を取り壊すことによる損害が生じたということ

（民法典　第３９４条）

この解答案は作成途中であり最終案ではない。しかし，一番よく分からないのは，や

はり要件３「損害」である。本問の場合，賃貸人は明渡しを求めているのであって，建

物の修補を求めているわけではないのに，損害の意味としては３のような説明になると

いう。また，何度も確認したが，賃貸借契約の解除は不要だという。

６　3要件説はラオス側の総意か

教育研修改善 SWG の定期会合における発言を見る限り，全ての事例に 3 要件が当ては

まるわけではないと気付いている者もいる。しかし，発言力の強い複数人が３要件説を

主張していることにより，「問題集の解答としては３要件説にまとめよう」という雰囲気

になっている。



10

７　３要件説のルーツ

教育研修改善 SWG メンバーに３要件説の起源について尋ねた。具体的には「誰が発案

したのか」，「他国の誰かに聞いたのか」と質問したところ，ルーツは不明だという 5。しかし，

３要件説はラオス国立大学法政治学部（以下「FLP」という。）で教えられてきた，今も

教えられているという。また，裁判官や書記官が使うべき原則だとされており，実務で

は書記官が３要件説に基づいて訴状審査を行い，裁判官が３要件説に沿って事件を検討

しているという。

８　FLP教科書

FLP で使用されているラオス語の教科書「fundamentals of civil law」（以下「FLP

教科書」という。）に関連する記載があると聞いた。そこで，FLP 教科書２０１９年版を

２０２０年５月２１日に入手し，内容を確認した 6。当該教科書には，次のような記載があ

る。

契約内の責任とは，契約当事者の合意により発生する義務に関する債務者の債権者に

対する責任であり，債務不履行または不完全履行または履行遅滞に関するものである。

契約内の責任を負うには，下記の二つがその基礎要件である。

-　債務者が違反行為をしたとして，その債務を履行しなかったこと。

-　当該違反行為が債権者に損害を与えたこと。

契約外の責任は，他人の物，生命，健康または精神に損害を与える法律違反行為から

発生するものである。

契約外の責任の発生要件は下記のとおりである。

-　加害者の法律違反行為があること。例えば，A は飲酒運転をし，交通法を守って運

転していた B にぶつけたため，B が負傷し，B の車も故障した。A は B の治療費及

び車の修理費を支払うことで，自身の不法行為に責任を取らなければならない。

-　加害者と被害者との間に，何等かの合意関係がないこと，つまり，不法行為があり，

損害が発生して初めて債務関係が発生すること。

これらは，日本の法律家が読めば，債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償請求に

関する記載であり，全ての請求権の発生要件について述べたものではないようにみえる。

5　 ある SWG メンバーは，当初，過去のプロジェクトで作成した「民法教科書」（２００７年。日本語訳なし）
に３要件説が記載されていると述べた。そこで，翻訳して内容を確かめると言ったところ，「改めて確認し
てみたが，３要件説は載っていなかった」と言って発言を撤回した。当該教科書は日本の民法典 AG 監修
の下で作成されたため，３要件説の記載はないと思われるが，確認するため，現在，関連する箇所を日本
語に翻訳中である。
6　 ２０００年頃に執筆され，その後，改訂されたものである。プロジェクトでは２０１２年版及び
２０１９年版を把握している。２０１２年版は利用されているが２０１９年版は印刷できておらず大学で
利用されていないそうだ。さらに現在，民法典に合わせて改訂中だという。
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もっとも，２０２０年５月の定期会合において SWG メンバーから FLP 教科書の記載

の説明として「民事の責任の基礎は契約内違反と契約外違反の２つに分けられる。契約

内違反は，契約に基づいて違反があるか，ということであり，損害が発生すれば請求権

が発生するとされている。契約外違反は，契約がなく，違反といえればよい。どういう

ときに違反といえるかには，①法律に違反した，②損害が発生した，③民事関係があった，

という３つの要素が必要で，これを満たすと請求権が発生する。」との発言があった。こ

の発言のうち，「民事関係があった」という要件は，FLP 教科書の記載と異なるように思

う。ちなみに「民事関係があった」という言い回しは民事関連法 SWG でもしばしばみる

ものであるが，何を意味しているのか不明である。FLP 教科書第 3 章「民事関係」の冒

頭に次の記載がある。

社会において発生する法律関係は，その内容が相互に関係するものであり，民事関

係の発生，変更，及び消滅の原因となる。民事関係の発生，変更及び消滅の基礎とな

るのは要件事実と法律行為である。

この記載の意味は分からない。なお，この記載に続き「要件事実」の説明がされているが，

私の知っている要件事実を指すのであれば，その内容は誤っている（引用は省略。）。

結局，FLP 教科書は３要件説について明快に説明したものではなく，読んでも溜飲が

下がらなかった。

９　現時点における 3要件説に対する私見

(1)　結論

3 要件説は，契約に基づく請求をするためには「契約」と「債務不履行」が必要だと言っ

ているだけのようであり，どのような要件があれば契約が成立し，どのような要件があ

れば債務不履行になるかの考察はされていない。非常に大雑把な議論である。また，「損

害の発生」を請求権発生の要件として常に要求するのは誤りだと思う。結論として，全

ての請求権の発生原因を３要件にまとめるのは難しいと思う。今後は，3 要件説に捉われ

ることなく，契約類型ごとに要件を分析して，議論を精緻化した方がよい（結局，従前

の事実認定問題集の作成と同じように進めるのがよい。）。

(2)　実体法からの検討

前記のとおり，ラオス民法典では債務不履行の効果として①履行請求，②損害賠償請求，

③解除を選択できる 7。

また，第Ⅵ編「契約外債務」４７１条には次の規定がある。

7　 解除（395 条）については「契約が解除されたときは，既にお互いに履行したものについては終わったも
のとする。一方が自分の義務を先に履行している場合，まだ履行していない側は補償をしなければならない。
お互いにまだ履行していない義務については，お互いに無しにする。」とされ，解除した者は原状回復請求
権を有するのではなく，補償請求権を有するようにみえる。これが損害賠償請求権と同質なものかは不明
である。
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第４７１条　契約外債務の種類

契約外債務は以下の種類がある： 

1．不法行為；

2．委任なく他人に代わってする仕事（事務管理）； 

3．権利ない物又は利益の受領（不当利得）。

不当利得（５０１条）は，次のとおり規定され，損害賠償とは別の規定である。

第５０１条　権利のない物又は利益の受領（不当利得）

権利のない物又は利益の受領（不当利得）とは，法律上の原因なく他人の物又は利

益を受領し，他人の物又は利益を失わせることであり，受領者はその物又は利益を権

利者に返還しなければならない。

以上をみると，ラオスにおいても類型化した個別の債権が予定されており，損害賠償

請求権と履行請求権は区別されている。そうすると，損害賠償請求権とその他の請求権

を発生させるための要件は，「債務不履行」という共通部分だけでなく，それぞれ検討す

るべきではないか。

この点に関し，ラオス実務では金銭賠償の原則（日本の民法４１７条参照）が採られ

ていないようであり 8，金銭賠償の原則が採られるフランスや日本ではなくドイツと近いよ

うである 9。私は，ここが請求権発生の基礎原則の要件として「損害の発生」が挙げられた

原因ではないかと思っている。つまり，損害賠償請求として金銭請求ではなく代替物の

給付請求ができるラオスでは，損害賠償請求として目的物の引渡請求と同じ効果が得ら

れるため，要件を混同してしまったのではないか。

損害賠償請求としての代替物の給付請求が可能であっても，前記のとおり，ラオス民

法は損害賠償請求と債務不履行に基づく履行請求を区別しているのであり，損害の発生

を常に要件とするのはやはり誤りだと考えられる。

なお，３要件は，表現に工夫の余地はあるものの，債務不履行に基づく損害賠償請求

のための要件と考えるのは正しいと思う。

(3)　訴訟法からの検討

ア　債権と請求権の観点から

ご存じのとおり，例えば１つの社会的事実が債務不履行及び不法行為の要件を満た

す場合に債務不履行に基づく損害賠償請求権及び不法行為に基づく損害賠償請求権の

２つの債権が発生し，この２つを訴訟上，別個の請求権とみるか１つのものとみるか（既

8　 教育研修改善 SWG メンバーの発言。
9　 日本でも明文のある民法７２３条等のほかに例外的な原状回復は認められ得る。例えば賃貸借の目的不
動産が毀損されたとして金銭賠償を求める請求に対し，債務者が損害回復措置として自ら修理することを
抗弁として主張できる場合があると解することができる（大阪高裁昭和３８年７月１７日判決，新版注釈
民法（１０）２の５２２頁）。
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判力で遮断されるべきものとみるか）は議論の余地がある。

訴訟物の議論を突き詰めれば，ラオス民法において債務不履行の要件を満たした場

合，「債務不履行をされた地位」に基づいて①履行請求，②損害賠償請求，③解除によ

る補償を求める請求を併せた１つの無色透明な請求権（紛争解決事項）として考える

ことは理論的に可能かもしれない 10。

これは，債権，請求権及び訴訟物をどのように考えるかと関わる問題であり，ラオ

スにおいて整理されているか疑問である。FLP 教科書第 3 章「民事関係」５．３に次の

記載がある。

請求権は，契約の不履行また不法行為をし，損害を発生させた者に対してその損

害を賠償するよう請求する，損害を受けた者の権利である。損害を受けた者は，違

反行為をした者に対して，その違反行為に対する責任を追及する権利がある。

ここでも損害を問題にしているようであり，履行請求や原状回復請求，あるいは物

権的請求権（ラオスでは物権と債権が明確に分化しておらず物権的請求権があるのか

不明）と実体法の関係はどうなっているのかよく分からない。

なお，訴訟物論争は既判力との関係が大きいものだが，ラオス民訴法には判決の効

力に関する詳細な規定や既判力に関する規定はなく，国家機関や国民等が確定判決を

尊重しなければならない旨の規定（民訴法３０９条）及び確定判決が存在する訴えが

提起された場合には裁判所は事件を不受理にする旨の規定（民訴法１８５条 2 号）が

あるのみである。１８５条が既判力を定めた規定かは不明である。

以上は，実体法上の権利の発生と裁判上の請求の問題であるが，請求権が広く１つ

にまとめられるとしても，実体法上の権利が発生するための要件は１つではないと思

う。債務不履行という大枠の要件は同じでも，何が債務不履行に当たるかは契約類型

ごとに異なる。

以上からすれば，訴訟において何を審理すべきかという問題は別途あるが，審理す

る対象を発生させる要件については，やはり分析的に考えるべきであって，3 要件に

まとめることはできない。

イ　実務の観点から

従前，ラオスでは，理論的に整理されているかは別として，裁判所は後見的役割を

持ち，当事者が請求していなくても関連した紛争を一括して審理してきた。例えば貸

金返還請求訴訟（元本請求）において当事者は主張していなくても「契約内容は相当か」

「保証人はついているか」「利息も返還すべきか」などを審理していた。ラオスにおけ

10　 参考：ドイツの Josef Esser は所有者兼賃貸人が賃借人に対し，期間満了したのに目的物を返還しないと
して物の返還請求ないし損害賠償請求をする場合に，請求権の基礎が同一だから，賃貸人は①契約上の返
還請求権②不当利得返還請求権③所有権に基づく返還請求権④不法行為に基づく返還請求権（※ドイツで
は金銭賠償の原則は採られていない。）の４つの請求権を有するのではなく契約，不当利得，所有権によっ
て正当化される１つの請求権を有するとする。これは訴訟物をかなり広く捉えている説である（奥田昌道「請
求権と訴訟物」判タ 213 号，214 号参照。）。
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るこのような訴訟実務を維持すべきかどうかは民訴法改正の議論でされると思う 11。仮

に今後も紛争一般を広く審理する方法が明示的に選択されたとしても，裁判所は実体

法上の要件及び効果が何かは理解する必要がある（審理や判決書の分かりやすさに関

係してくる。）。ラオスの訴訟実務を踏まえても，やはり 3 要件説のように粗い議論を

すべきではない。

(4)　小括

実体法及び訴訟法の観点から見て，３要件説は理論的に説明しきれない。

１０　議論の状況

以上，紹介してきたように２０２０年２月の民事合同セミナーで３要件説が登場して以

来，契約に基づく請求は全て３要件が必要であるという主張がされてきた。そこで，毎

月の会合において，本当に問題集の解答が全て３要件にまとめられるのかラオス側と議

論してきた。私が「３要件説は請求権発生の要件なのか，それとも裁判実務の to do リ

ストではないか」「損害が不要な場合があるのではないか」などと質問しても，「３要件

説は請求権発生のための基礎原則である」「損害は常に必要である」といった回答が多く，

理論明快な発言がされたことはなかった。このような中，２０２０年８月，３要件説を

唱えていた者が「３要件説は再考した方がよい」と言い出すに至ったようである。

２０２０年１０月現在，３要件説は再考した方がよいと考えだすに至った者，３要件

説を維持する者，よく分からないという姿勢をとる者の３つに分かれている。再考する

と考え始めた者は「３要件説は，『原則』とまでいえないのではないか」という言い方を

している。また，「３要件説は『基礎原則』ではなく『一般原則』と整理すればよい」と

言う者もいる。最近，理解が難しいと感じているのは，ラオス側が「一般原則」と「基

礎原則」という言葉を区別して使っているようであることだ。一般原則と基礎原則の何

が違うのかは分からない。ここはもう少しラオスの考え方を知る必要がある。

１１　3要件説が生じてしまった原因（推測）

ラオスにおいては，債務不履行の効果として履行請求が認められているため契約違反

を中心に審理してきたことや，損害賠償として原状回復が可能なこと，訴訟物概念が広

かったことが原因となり，損害賠償請求と履行請求を明確に区別せずに議論してきたの

ではないか。このような慣習を背景に，権利についての理解が浅い段階で 12 債務不履行に

基づく損害賠償請求に関する要件について日本又は外国から聞いた結果，話を誤解して

「契約に基づく請求権一般を発生させる要件」として考えてしまい，単純化してしまった

のではないだろうか。そして，３要件がどこかで「原則」として紹介され，社会主義体

11　 ラオスから要請があり，プロジェクトは民訴法改正に関わる予定であるが，改正には数年かかる見込み
のようであり，活動の具体的内容は決まっていない。
12　 ラオスでは法律家の間でも権利の概念が広まっておらず，要件を満たすと自動的に権利が発生すること
があまり理解されていないように感じる。権利は書面にくっついていると思う者が多いようである。
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制のラオスでは「原則」という言葉が重々しく 1 人歩きしてしまうため，金科玉条のよ

うに扱われてきたのではないか。

１２　今後について

２０２０年１１月３日と４日に第２回民事合同セミナーを開催し，３要件説について

さらに議論する予定である。今までの議論を通じて３要件説の存在意義が怪しくなって

きたようだが，今後，３要件説が無かったことにされたり議論が有耶無耶になることは

避けたい。3 要件説は実際に大学で教えられ，裁判官や書記官が使うべき原則だとされて

きたのだから，きちんと検証する必要がある。そして，今後は，3 要件に捉われることな

く契約類型を検討していく方向になるといいと思う。契約類型に応じて要件と効果が整

理されるようになった場合には，将来的には 3 要件説は必要なく忘れられてもよい。
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カンボジアにおける法学教育の問題

カンボジア王立法経大学　非常勤

チア・シュウマイ

問題の背景

カンボジアでは，ポル・ポト時代から国内の法学人材が不足し，かつ，現在の法学教育

制度も十分に整備されていない。そのため，法制度に関して以下の二つの問題点を生じさ

せている。

第一に，成立した法令が矛盾していることである。内戦終結後２０年以上が経過したが，

未だ，様々な国や国際機関からの法整備支援を受けており，その成果として，刑事法（フ

ランス），土地法（アジア開発銀行），商事法（アメリカ，カナダ），民事法（日本）等が成

立した。しかし，議論を調整できる人材がほとんどいなかったため，援助機関間の調整に

おいて相互理解とコミュニケーションがうまくいかず，議論がかみ合わなかったことがあ

る 1。また，カンボジア国内においても関係省間の調整の難しさという課題を突きつけられる

時もある。

条文が矛盾している法令もある。例えば，２０１９年８月の労働職業訓練省省令第３６０

号は，外国人が１０の業種で働くことを禁止することとしたが，およそ二ヶ月後の同年

１０月，別の通知第３５号によってこの省令は撤回された。このように，法の安定性を欠

いていることもしばしば指摘される。

第二に，今日になっても結局，成立した法令を運用できるカンボジア人の人材が限られ

ていることである。カンボジアは，２０１９年まで７％以上の経済成長率を継続している

ものの，国内労働者のスキルが高くないため，健全な成長とは言えない 2。なお，世界銀行

の予測によれば，コロナの影響で，カンボジアの経済成長率はマイナス１％から２．９％

まで下がるということである 3。発展する分野の中でも，とりわけ，建設，不動産投資など

の法整備が間に合わなかったり，急いで法律を制定したにもかかわらず運用メカニズムが

できていないため，結局法律を通じた管理ができないままの状態に置かれている。例えば，

２０１９年に制定された建設法はまだ運用できていない。

上記の問題の大きな原因は，法学人材の育成と配置にあるのではないかと思われる。また，

1　独立行政法人国際協力機構『世界を変える日本式「法づくり」―途上国とともに歩む法整備支援』（２０１８
年）１１２頁。例えば，アジア開発銀行が起草支援した土地法と日本が起草支援した民法案の対立の件で
ある。民法案は，不動産の物権変動は双方の合意によって効力を生じるとしていたのに対して，土地法は
登記によって効力が生じるとしていた。土地法は，カンボジアにはまだ存在しない登記制度を不動産取引
の要件とする規定をおいたのである。最終的には，既に土地法に規定されていることから，合意による所
有権の移転については，登記を効力発生の要件にするという規定を民法草案に入れるということで，決着
せざるを得なかった。
2　Marc Baudinet, CAMBODIA IN THE TWENTY FIRST CENTURY:A Short social study, International Printing 
House Phnom Penh, 2018, p.51.
3　Cambodia Economic Update, Cambodia in the Time of Covid-19, World Bank Group, May 2020, P.5. http://
documents1.worldbank.org/curated/en/165091590723843418/pdf/Cambodia-Economic-Update-Cambodia-in-the-
Time-of-COVID-19-Special-Focus-Teacher-Accountability-and-Student-Learning-Outcomes.pdf　（最終アクセス
日：２０２０年１０月１日）
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カンボジアにおける法整備支援の効果を阻害する要因は，法曹による法律の運用能力が十

分でないという点である。これらについては，喫緊の課題として，法学教育の制度改革を

通じて改善する道を探っていくべきである。

なお，本件に関連する先行文献として，コン・ティリ氏「カンボジアにおける法律家養

成制度現状と改革課題」がある 4。

同論文は，丁寧にカンボジアの法律家養成制度について，フランス植民地時代から

２００７年までの法学教育を取り上げている。そこで本稿は，特に２００７年以降２０２０

年現在までの法学人材の育成における問題を述べる。

大学レベル

カンボジアには，法学部を有する国立大学と私立大学がある。国立大学は二つあり，王立

法経大学 (Royal University of Law and Economics，以下「RULE」と略する。)，国立

経営大学 National University of Management(NUM) である。私立大学の Pannasastra 

University of Cambodia(PUC)，University of Cambodia(UC)，Cambodia University 

of Specialties(CUS)，Mekong University(MK)，Build Bright University(BBU) にも法学

部がある。

教育の法的枠組みの検討に関しては，名門大学である RULE を例として取り上げる。

RULE を代表して選ぶ理由は，１９５７年に設置され，カンボジアで最初の法学部を有す

る大学として長い歴史があり，数多くの公務員や法曹が RULE を卒業したからである。同

大学には，クメール語コース，フランス語コース ( リヨン大学後援 )5，英語コース，日本語コー

ス ( 名古屋大学後援 )6 の法学学習プログラムがあり，各コースはそれぞれカリキュラムに基

づき授業を進めている。

大学レベルにおける法学教育の改革について検討するに当たって，次の三つの問題を取

4　コン・ティリ「カンボジアにおける法律家養成制度現状と改革課題」杉浦一孝編『法整備支援：体制移
行国に対する法整備支援と司法改革（科研費「アジア法整備支援 : 体制移行国に対する法整備支援のパラ
ダイム構築」研究成果報告書第７巻）』名古屋大学法政国際教育協力研究センター，２００７年，２２１－
２４４頁。ここでコン・ティリ氏の論文の内容を要約する。「歴史的にいえば，カンボジアの法律家の養成
は，様々な国から援助を受けた。まず，フランスによって行政官の養成校（１８８６年），州レベルの公
務員養成校（１９１４年）から始まって，裁判官養成校（１９６２年）が設立された。その後，１９７０
年のクーデター，１９７５年のポル・ポト政権によって一時全面的に法学教育制度が破壊され，法律家が
殺された。生き残った法律家は７人だと言われており，これまでに行われてきたことは崩壊した。そこか
ら，１９８０年以降，法・政治学の短期研修コース（大臣級を含む）がベトナム，東ドイツに派遣され，
カンボジア語通訳による講義が実施された。つまり，共産党と社会主義の政治思想が強い。１９９３年に
UNTAC の援助の下，新しい政治体制と民主主義的な総選挙が実施された。総選挙が終わっても，まだ内戦
の名残や武力衝突が発生し，１９９９年に法整備支援が開始され，落ち着いて本格的に法曹の研修が行え
るのは，弁護士の場合，２００４年である。再びフランスの援助により，大学で法学教育（１９９０年代
前半から教員短期養成，教材作成，図書室状況改善，１９９７年からフランス語特別コースを法学部に導入，
リヨン第二大学留学生枠供給，２００６年から司法試験準備講座設立，カンボジアからの留学生が学位を
取得できる国際取引法の修士課程をリヨン第 3 大学に設立）が行われた。一方，カンボジアの大学は，財
産の確保に苦しんでおり，人材確保も難しい。王立法経大学の学生は，質の良い教育を得るために海外の
大学への留学プログラムを通じて留学するしかなかった。」
5　 王立法経大学フランス語コースリヨン大学後援 ホームページ https://ddprule.org/bachelor-in-law-from-lyon-
2-university-and-from-rule/ を参照。
6　  日本法教育研究センターホームページ http://cjl.law.nagoya-u.ac.jp/cb/ を参照。



18

り上げる。それは，（1）教育の法的枠組みの問題，（2）教員の問題と（3）学習教材に関す

る問題である。

1.　教育の法的枠組み

まず，教育の法的枠組みの現状と問題を取り上げ，分析する。

1.1.　教育の法的枠組みの現状

２００７年の RULE の設立に関する政令 7 によれば，RULE は，行政法人として，教

育省と経済・財務省の下に置かれ（同政令第１条），以下のような任務がある（同政令

第 3 条）。

– 高等教育機構として専門家を養成し，カンボジア社会のニーズに応じてセミナーや

コンファレンスを通じて知識を普及すること。

– RULEの教員の専門スキル・能力を向上させること。

– 国際基準および市場のニーズに沿ってカリキュラムを準備すること。

– 市場のニーズに応じて国語及び外国語による教育の技術を適切に研究し，収集する

こと。

– 公平性及び原則に基づき，入学生の選抜，卒業試験と学習の評価を実施すること。

– RULEの専門技術を研究すること。

– RULEの開発計画を立てること。

– RULEの国家公務員，教員，職員，学生と財産を管理すること。

– より良好な学習，教育と研究のために，国内・国際機構，NGO 及び他の学習機構と

協力すること。

以上のように，①授業政策を向上させること，②研究を支援すること，③大学の良い

ガヴァナンスを確保することが RULE の重要な任務としてあげられている。

また，２０１７年に教育省は，教育研究委員会 (Education Research Council) を設

置した。「教育研究委員会設置に関する省令」第６５８号 8 によれば，同委員会は教育分

野の創意工夫を促すために設置され，次の五つの任務がある。①教育改革の政策に関す

る議論及び分析を行うこと，②教育省に対し分析の技術及び学問の意見を提供すること，

③教育省，協力パートナーと研究を実施すること，④教育省の政策報告書，計画，中間・

最終の評価をサポートすること，⑤教育分野のために良い実務（グッドプラクティス）

と創意工夫を探求することである。

7　 「王立法経大学が行政法人への変更に関する政令」２００７年第８６号を参照。
8　 「教育研究委員会設置に関する省令」２０１７年第６５８号を参照。
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1.2.　教育の法的枠組みの問題点

一方，現状において，同委員会のこれまでの報告書 9 によれば，高校までの教育体制の

改革だけを手厚く検討しており，大学レベルの高等教育改革に注目せず，段階的な改善

も依然として見られていない。

また，現場の大学の内部においても，教員の能力や人材の配置に問題があるのではな

いかと考える。例えば，教育省のデータによれば，１９８０年から２０１９年，３２ヶ

国に１９，１２５人が留学したものの 10，その人材を適切に活用するための方針がこれま

でに存在していない。このままでは，今後の人材の質が非常に危ない状況になる。結果

的に人材が育てられないため，法令の起草の質にも影響を及ぼし，社会の悪循環に陥っ

ていると考えられる。なお，カンボジアにおける現状の法令の起草に関する問題につい

ては，別の機会で述べたい。

以上をまとめると，現在のカンボジアの教育の法的枠組みと研究委員会のメカニズム

は土台として整ってはいるが，実際の大学レベルにおいて今日に至るまで，まだ改革が

行われていないことが分かる。

2. 教員の問題

続いて，教員の能力，教員の給料，教員の研究コミュニティに関する問題を取り上げ，

分析する。

2.1.　教員の能力

まず，教員の能力について理解するため，教員制度から検討する。教員には，正規の

公務員とパートタイムの教員とが存在している（同政令第１３条）。

公務員の教員は，一般的に質に問題があるのではないかと考える。理由は，大学付属

の研究センターが存在していないためである。個々の教員が研究をしても国内レベルで

報告できるフォーラムがなく，教員が各々に自己の成長を模索しなければならない。ま

た，先進国に留学経験がある教員が研究を目指す場合，国際的なフォーラムと連携する

必要がある。

パートタイムの教員の場合も様々な問題を抱えている。多くのパートタイムの教員は

机もなく，大学側からの評価制度が存在しない。また，本業は，弁護士，裁判官，官僚

の仕事であり，研究や学会等に参加する時間がないため，法学教育における新しい図書

もなかなか出版されず，出版されても深い研究がなされていない。

他方，パートタイムの教員は法曹等であるため，公務員の教員よりも法律の授業の内

容を広く深く話すことができる。そのため，他の先進国と違って，カンボジアのパート

9　 ERC の報告書を参照。 https://www.moeys.gov.kh/index.php/en/dge/3200.html（最終アクセス日２０２０年
１０月１５日）
10　 Scholarship Office, Cultural Relations and Scholarship Department, Ministry of Education, Youth and Sport, 
Number of Students sent abroad from 1980-2019 By Year and By Country, 2019. 
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タイムの教員は，公務員の教員よりも優秀な教員が多いと思われる。

公務員の教員とパートタイムの教員の両方に対して，研究を奨励する制度がないこと

も問題である。その結果，法学部の学生向けの教材が更新されない。これは，学生にとっ

てあまりいい刺激を与えず，法学教育の発展が遅れることにも繋がる。

2.2.　教員の給料

次に，教員の給料に関する問題がある。公務員の教員の場合には，国家公務員の基本

給と，授業を担当すれば追加の給料が支払われる。すなわち，たくさん授業を担当すれば，

給料も増える。一方，パートタイムの教員の場合は，国家公務員の基本給がなく，授業

を担当する時間分だけ報酬が支払われる。そのため，授業をたくさん担当するために，

競争する教員もいる。なお，授業担当時間分の報酬は，教員の資格と経験に基づき評価

され，現在は，１５ドルから３０ドルの間までの報酬が与えられている。

また，教員という職業は，民間の分野に比べると，給料が低いため，経済的にあまり

憧れの職業ではない。法学資格を持つと，さまざまな職業に就くことができ，例えば，

銀行の法律部門，弁護士などの収入が，場合によっては，国家公務員の１０倍となる時

もある。優秀な者は大学機構で正規の教員として貢献したくても，給料の側面が一つの

要因で選択しないと考えられる。

2.3.　教員の研究コミュニティ

２０２０年現在に至るまで，全ての大学に法学研究センターのようなところがまだ存

在していないため，教員の研究コミュニティもまだ存在しない。

しかし，小さい規模の勉強会がここ数年で複数開催されている。⑴ Sala Traju As-

sociation11 は，フランスから留学してきた元留学生が創設した会で，定期的にオンラ

イン雑誌を発信している。雑誌の内容は，様々な新しい法令に関する情報，法律に関

する小論文や動画等である。これらは，とりわけ，法学部生にとって非常に役に立つ。

⑵ Contribution of Law は，JICA プロジェクトの弁護士ワーキンググループの弁護士

が，民事法法整備支援プロジェクトを通じて得られた知識を共有するために，法学部生

の塾を設けたり，法曹に向けて継続した勉強会を開いている。一回のセミナーの参加者

は１００名程度である。しかし，同会は民事法に関することのみを取り扱っており，そ

れ以外の分野の取扱いがない。その他の勉強会としては，(3) Research and Promotion 

Khmer Law Association がある。一回のセミナーの参加者は４０名程度である。創設

者は法学部生であり，その後法曹からの応援があり，法曹による民事法の勉強会を実施

しているが，定期的ではない。

上記のような勉強会は，現在の法学部生の勉強の意欲を表し，司法試験の勉強のため

と法曹の再教育としての役割を果たしているが，継続性が懸念される。また，このよう

11　 Sala Traju ホームページ https://salatraju.com を参照。
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な勉強会は研究会の形とはなっていないため，法の発展のための研究としては非常に乏

しいと言える。研究の手法がわかる先進国への留学経験がある大学の教員と法曹をもっ

と集めて，実務と理論を語る場を設けることが今後期待される。

3. 学習教材の問題

最後に，大学の授業で使用する教材と教員による図書の執筆に関する問題を取り上げ，

分析する。

3.1.　授業で使用する教材

大学からは授業で使用する基本教材の指示がなく，それぞれ，教員が使用する教材を

自由に指示する。教員が指示した教材が適切なのか大学はチェックしない。用意したパ

ワーポイントや指示した教材だけを使用したり，昔から行ってきた授業の内容に基づき

長年経っても教材を変更しなかったりする教員もいるため，時代にそぐわないものが多

く見られる。また，全体としてクメール語の資料に乏しいため，フランス語，英語，日

本語のプログラムに入学しないと，法学の能力が低く，法学書が読めず，広く深く考え

ることができない。カンボジアにとって，教材開発はもっとも喫緊の課題だと考える。

3.2.　教員による図書の執筆

図書の執筆経験を有する RULE の公務員の教員（以下「A 教員」と称する。）にインター

ビューをした情報をここでまとめる。

A 教員が図書を執筆した際，自分の貯金で出版したとのことである。RULE には，研

究支援の基準がないが，１，５００ドル（当時の出版代金のおよそ５％）が補助され，

図書のカバーに大学のロゴの使用許可を受けた。

他方，A 教員からは，実際様々な問題があることが語られた。それは，①大学の図書

審査委員会のような制度が存在していないため，図書の質が懸念されるままであること，

②大学側は A 教員の図書を積極的に法学部の全体に勧める態度を見せないこと，③ A

教員自身も図書が売れるまで損を感じるため，今後も執筆をするモチベーションがなく

なることである。

全体として，カンボジアの大学生が不適切な学習教材を使用して勉強していると評価

できる。

結び 

本稿は，大学レベルで法学教育が直面している問題を検討した。全体の評価として，カ

ンボジアにおける大学レベルの法学教育は，ほぼ全面的に問題を抱えている。具体的な問

題は以下のようにまとめる。

第一に，教育の法的枠組みと現状に関しては，現在のカンボジアの教育の法的枠組みと
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研究委員会のメカニズムは土台として整っているが，実際の大学レベルにおいて，今日に

至るまで，まだ政策の側面もメカニズムの側面も全く改革が見られない。

第二に，教員の能力，給料，研究コミュニティに関しては，まず，教員の能力について，

公務員の教員とパートタイムの教員の両方に対して，研究を奨励する制度がないため，常

に向上が図られているとはいえない。また，教員の給料は，民間分野に比べると低いため，

あまり憧れの職業ではないと思われる。そして，研究コミュニティは，２０２０年現在に

至るまで，全ての大学に法学研究センターのようなところがまだ存在していない。

第三に，学習教材に関する問題については，大学からは授業で使用する基本教材の指示

がないこと，それぞれ教員が使用する教材を自由に指示し，当該教材が適切か否か大学が

チェックしないこと，大学の図書審査委員会のような制度も存在していないため図書の質

が懸念されること，大学の明確な研究奨励制度の基準もまだ存在していないことがあげら

れる。

カンボジアにとって，今一番重要なのは，大学の法学部のあり方を再検討することだと

思われる。また，今後，法整備支援を進める上で，法令の起草以外にも法学教育支援も検

討されることを期待する。

本稿が，カンボジアにおける法学制度のより一層の改善に向け，関係者間で議論を深め

るための一助になれば幸いである。次回以降，カンボジアにおける法曹レベルの法学人材

育成を巡る問題（パート２）とカンボジアにおける法令の起草を巡る問題（パート３）を

執筆する。

【王立法経大学（RULE）】
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中国民法典の制定について（１）

ＪＩＣＡ長期派遣専門家

弁護士　白　出　博　之

［目　　次］

第１　はじめに

　１　中国民法典制定までの経過

　２　中国民法典の全体像

第２　中国民法典の全条文について

　　　第一編　総則

　　　第二編　物権　　　　　　～以上まで本号

　　　第三編　契約

　　　第四編　人格権

　　　第五編　婚姻家庭

　　　第六編　相続

　　　第七編　権利侵害責任

第３　中国法整備支援の実施状況等

［本　　文］

第１　はじめに

１　中国民法典制定までの経過

２０２０年５月２８日，第１３期全国人民代表大会第３回全体会議において「中華

人民共和国民法典」が可決・公布され 1，２０２１年１月１日から施行されることとなっ

た。

これまで中国には統一的な民法典は存在せず，実質的意義の民法は，主に民法通則，

物権法，担保法，契約法，婚姻法，養子縁組法，相続法，権利侵害責任法等の民事単

行法から構成されていた。そして民法典編纂の作業は，完全に新たな民事法の立法・

制定ではなく，単純な法律の合体・編集でもなく，現行の民事法規範に対して編集・

補修を実施し，既に現実の状況に適応していない規定について修正・整備・廃止を行い，

経済・社会生活において出現した新たな状況や新たな問題に対して的を絞った新たな

規定を制定することである。

民法典編纂の起草研究作業は，全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会（以下「全

国人大」「法工委」と略称）の主導により，最高人民法院，最高人民検察院，司法部，

中国社会科学院，中国法学会を参加組織とした民法典編纂ワーキンググループ，及び

1　 ２０２０年５月２８日付中華人民共和国主席令第 45 号。「中華人民共和国民法典」の全条文及び編纂過
程については全国人人大の下記ウェブサイト参照。
http://www.npc.gov.cn/npc/c35174/mfdgfbca.shtml
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民法典編纂業務専門班等を組織して実施されてきた。民法典編纂作業は「二段階アプ

ローチ」，すなわち，まず，第一段階として民法総則を制定して民法典総則編とし，次

に，第二段階として民法典各分編を編纂し，全国人大常務委員会審議による修正・整

備を経た後，民法総則と合体させた完全な民法典草案とする方針とされた。

２０１４年１０月，党の第１８期四中全会「法に基づく国家統治の全面的な推進」

決定で民法典編纂が提起され，２０１５年３月，全国人大法工委は，第一段階である

民法総則の制定業務に着手し，１９８６年制定の民法通則を基礎として，関連民事法

の実務経験を体系的に整理総括し，民事法制度において普遍的な適用性・指導性を有

する規則を抽出して草案を作成し，全国人大常務委員会による審議を経て，２０１７

年３月１５日に「中華人民共和国民法総則」が成立した。

民法総則成立後，第二段階となる各分編編纂作業が急ピッチで進められ，現行諸法

を基礎として，中国の経済・社会の発展が民事法に対して提示した新たなニーズを踏

まえ，物権，契約，人格権，婚姻家族，相続，権利侵害責任等の６つの分編を含む民

法典各分編草案が作成された。２０１８年８月，１２月，２０１９年４月，６月，８月，

１０月実施の第１３期全国人大常務委員会会議において草案に関する分割審議を行い，

６つの分編草案の全てについて第二次審議を実施し，特に社会的注目された人格権，

婚姻家族，権利侵害責任の３つの分編草案については第三次審議を実施した。こうし

て民法総則と全国人大常務委員会の審議・修正を経た民法典各分編草案を合体した「中

華人民共和国民法典（草案）」が作成され，２０１９年１２月の第１３期全国人大常務

委員会第１５回会議の審議を経て，２０２０年３月の全国人民代表大会に同草案を上

程することが決定された。

もっとも，新型肺炎問題の発生によって大会の開催自体が延期され，特に２０２０

年４月末開催の全国人大常務委員会会議では，新型肺炎対策に必要な一連の関連立法

（公共衛生法治保障立法）の整備を優先事項とする年次立法計画が決定され，同計画中

にも民法典が積極的に位置づけられていた。こうして民法典草案の最終審議・表決は，

冒頭で記載したように２０２０年５月に実現したという経過である。

２　中国民法典の全体像

「中華人民共和国民法典」は，全７編，合計１２６０条からなり，各編は総則，物権，

契約［合同］，人格権，婚姻家族，相続［继承］，権利侵害責任［侵权责任］，及び附則

である。
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第一編　総則（１条～２０４条）

第二編　物権（２０５条～４６２条）

第三編　契約（４６３条～９８８条）

第四編　人格権（９８９条～１０３９条）

第五編　婚姻家庭（１０４０条～１１１８条）

第五編　相続（１１１９条～１１６３条）

第六編　権利侵害責任（１１６４条～１２５８条）

第七編　附則（１２５９条，１２６０条）

なお，新法の要点及び注目すべき新制度等については，現行の法整備支援プロジェ

クトで実施予定である成果発表ウェビナーにおける全国人大法工委民法室担当による

発表内容を，本稿「第３  中国法整備支援の実施状況等」において紹介する。

第２　中国民法典の全条文について 2

第一編　総則

第一章　基本規定

第１条【立法目的と根拠】

民事主体の合法的権益を保護し，民事関係を調整し，社会及び経済の秩序を守り，中

国的特色のある社会主義の発展要求に適応し，社会主義核心的価値観を発揚するために，

憲法に基づき，本法を制定する。

第２条【本法の調整範囲】

民法は，平等な主体たる自然人，法人及び非法人組織との間における人身関係と財産

関係を調整する。

第３条【合法的民事権益の法律保護】

民事主体の人身権，財産権及びその他の合法的権益は，法律による保護を受け，いか

なる組織又は個人もこれを侵してはならない。

第４条【平等原則】

民事主体の民事活動における法的地位は，一律に平等である。

第５条【自由意思原則】

民事主体は民事活動を行うに当たり，自由意思原則に従わなければならず，自己の意

2　 ２０１７年３月１５日成立「中華人民共和国民法総則」の要点は，本誌第７８号～第８３号所収の拙稿
「中国民法総則の制定について（１）～（６・小括）で紹介したところ，新法第一編では，「民法総則」の
構造及び内容が基本的に維持されているが（全１０章，合計２０４条），自然災害，社会安全事件，感染症
流行等の公共衛生事件といった緊急対応が必要な状況下に対応するために新たな規定が追加されており（第
３４条４項），さらに法典編纂の体系化要求に基づいて個別条項に対する字句修正が随所に行われたほか，

「附則」関連内容が民法典の最後に移動されている。
　また本文中の条文見出しは，主として全国人大法工委民法室主任・黄薇主編『中華人民共和国民法典総
則編解読』（中国法制出版社・２０２０年７月），同室・孫娜娜編『民法典新旧逐条対比』（中国検察出版社・
２０２０年６月）を参照したものである。
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思により民事法律関係を設定し，変更し，終了させる。

第６条【公平原則】

民事主体は民事活動を行うに当たり，公平原則に従わなければならず，各当事者の権

利と義務を合理的に確定する。

第７条【誠実信用原則】

民事主体は民事活動を行うに当たり，誠実信用原則に従わなければならず，誠実を旨

とし，約束を遵守する。

第８条【法律・公序良俗の遵守原則】

民事主体は民事活動を行うに当たり，法律に違反してはならず，公序良俗に反しては

ならない。

第９条【環境配慮原則】

民事主体は民事活動を行うに当たり，資源を節約し，生態環境の保護に有益でなけれ

ばならない。

第１０条【民事紛争処理の根拠】

民事紛争を処理するに当たり，法律に依拠しなければならない。法律に規定がない場合，

慣習を適用することができる。但し，公序良俗に反してはならない。

第１１条【特別法の優先】

その他の法律に民事関係について特別規定がある場合，その規定による。

第１２条【民法の効力範囲】

中華人民共和国の領域内の民事活動について，中華人民共和国の法律を適用する。法

律に別段の規定がある場合，その規定による。

第二章　自然人

第一節　民事権利能力と民事行為能力

第１３条【自然人の民事権利能力】

自然人は，出生時から死亡時まで民事権利能力を有し，法に基づき民事権利を享有し，

民事義務を負担する。

第１４条【自然人の民事権利能力平等】

自然人の民事権利能力は，一律に平等である。

第１５条【自然人の出生・死亡時間の認定】

自然人の出生時間と死亡時間は，出生証明，死亡証明に記載された時間を基準とする。

出生証明，死亡証明がない場合，戸籍登記又はその他有効な身分登記に記載された時間

を基準とする。以上の記載時間を覆すに足るその他の証拠がある場合，当該証拠によっ

て証明された時間を基準とする。

第１６条【胎児の利益保護】

遺産相続，贈与の受領等胎児の利益保護に関わる場合，胎児は民事権利能力を有する

ものとみなす。但し，胎児が娩出時に死体である場合，その民事権利能力は始めから存
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在しない。

第１７条【成年者・未成年者の年齢基準】

１８歳以上の自然人を成年者とする。１８歳未満の自然人を未成年者とする。

第１８条【完全民事行為能力者】

成年者を完全民事行為能力者とし，単独で民事法律行為を行うことができる。

２　１６歳以上の未成年者が自己の労働収入を主な生活の収入源としている場合，完全民

事行為能力者とみなす。

第１９条【制限民事行為能力の未成年者】

８歳以上の未成年者を制限民事行為能力者とし，その法定代理人が代理し，又は法定

代理人の同意，追認を得て民事法律行為を行う。但し，単に利益を得る民事法律行為又

はその年齢，知力に相応する民事法律行為は単独で行うことができる。

第２０条【民事行為無能力の未成年者】

８歳未満の未成年者を民事行為無能力者とし，その法定代理人が代理して民事法律行

為を行う。

第２１条【民事行為無能力の成年者】

自己の行為を弁識できない成年者を民事行為無能力者とし，その法定代理人が代理し

て民事法律行為を行う。

２　８歳以上の未成年者が自己の行為を弁識できない場合，前項の規定を適用する。

第２２条【制限民事行為能力の成年者】

自己の行為を完全には弁識できない成年者を制限民事行為能力者とし，法定代理人が

代理し又はその法定代理人の同意，追認を得て民事法律行為を行う。但し，単に利益を

得る民事法律行為又はその知力，精神健康状況に相応する民事法律行為は単独で行うこ

とができる。

第２３条【後見人】

民事行為無能力者，制限民事行為能力者の後見人は，その法定代理人である。

第２４条【民事行為能力の認定・回復】

自己の行為を弁識できない，又は完全には弁識できない成年者，その利害関係人又は

関係組織は，人民法院に対して，当該成年者が民事行為無能力者又は制限民事行為能力

者であることの認定を申請することができる。

２　人民法院により民事行為無能力者又は制限民事行為能力者と認定された場合，本人，

利害関係人又は関係組織の申請を経て，人民法院はその知力，精神健康の回復状況に基

づき当該成年者の制限民事行為能力者又は完全民事行為能力者への回復を認定すること

ができる。

３　本条の規定する関係組織は次のものを含む。居民委員会，村民委員会，学校，医療機関，

婦女連合会，障害者連合会，法に基づき設立された高齢者組織，民政部門等。

第２５条【自然人の住所】

自然人は，戸籍登記又はその他有効な身分登記に記載した居所を住所とする。常居所
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と住所が一致しない場合，常居所を住所とみなす。

第二節　後見

第２６条【父母と子の間の法的義務】

父母は，未成年の子に対して扶養，教育及び保護の義務を負う。

２　成年者である子は，父母に対して扶養［赡养］，扶助及び保護の義務を負う。

第２７条【未成年者の後見人】

父母は，未成年者の後見人である。

２　未成年者の父母が既に死亡し又は後見能力を有しない場合，次に掲げる順序に従って

後見能力を有する者が後見人となる。

（一）父方の祖父母，母方の祖父母

（二）兄，姉

（三）その他後見人となる意思のある個人又は組織。但し，未成年者住所地の居民委員会，

村民委員会又は民政部門の同意を要する。

第２８条【完全な民事行為能力を有しない成年者の後見人】

民事行為無能力又は制限民事行為能力の成年者については，次に掲げる順序に従って

後見能力を有する者が後見人となる。

（一）配偶者

（二）父母，子

（三）その他の近親族

（四）その他後見人となる意思のある個人又は組織。但し，被後見人住所地の居民委員会，

村民委員会又は民政部門の同意を要する。

第２９条【遺言による後見人指定】

被後見人の父母が後見人となった場合，遺言により後見人を指定することができる。

第３０条【協議による後見人確定】

法に基づき後見資格を有する者の間では，協議によって後見人を確定することができ

る。後見人を協議で確定する場合，被後見人の真実の意思を尊重しなければならない。

第３１条【後見人確定紛争の解決手続】

後見人の確定について争いがある場合，被後見人住所地の居民委員会，村民委員会又

は民政部門が後見人を指定し，関係当事者が指定に対して不服のある場合は，人民法院

に対して後見人の指定を申請することができる。関係当事者も，直接，人民法院に対し

て後見人の指定を申請することができる。

２　居民委員会，村民委員会，民政部門又は人民法院は，被後見人の真実の意思を尊重し，

被後見人にとって最も有利とする原則に従って法に基づき後見資格を具える者から後見

人を指定しなければならない。

３　本条１項の規定により後見人を指定する前，被後見人の人身権，財産権及びその他の

合法的権益を保護する者がいない状態にある場合，被後見人住所地の居民委員会，村民
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委員会，法律の規定する関係組織又は民政部門が臨時後見人となる。

４　後見人が指定された後，無断でこれを変更してはならない。無断で変更した場合，指

定された後見人の責任は免除されない。

第３２条【後見資格者がない場合の公職後見人】

法に基づく後見資格を具える者がいない場合，民政部門が後見人を担当し，後見職責

の履行条件を具えた被後見人住所地の居民委員会，村民委員会も担当することができる。

第３３条【任意後見】

完全な民事行為能力を有する成年者は，近親族，その他後見人を担当する意思のある

個人又は組織と事前に協議し，書面形式で自己の後見人を確定し，自己が民事行為能力

を喪失又は一部喪失したときは，当該後見人が後見職責を履行する。

第３４条【後見人の職責内容・臨時生活支援】

後見人の職責は，被後見人を代理して民事法律行為を行うこと，被後見人の人身権，

財産権及びその他の合法的権益等の保護である。

２　後見人が法に基づき後見職責を履行し発生する権利は，法律の保護を受ける。

３　後見人が後見職責を履行せず，又は被後見人の合法的権益を侵害した場合，法的責任

を負わなければならない。

４　突発事件等の緊急状況により，後見人が暫時後見職責を履行できず，被後見人の生活

をケアする者がない状態になった場合，被後見人住所地の居民委員会，村民委員会又は

民政部門は被後見人のために必要な臨時の生活支援措置を講じなければならない。

第３５条【後見職責の履行上遵守すべき原則】

後見人は，被後見人にとって最も有利とする原則に従って後見職責を履行しなければ

ならない。後見人は，被後見人の利益を維持保護する場合を除き，被後見人の財産を処

分してはならない。

２　未成年者の後見人が後見職責の履行において被後見人の利益に関する決定を行う場合，

被後見人の年齢及び知力の状況を根拠とし，被後見人の真実の意思を尊重しなければな

らない。

３　成年者の後見人が後見職責を履行する場合，被後見人の真実の意思を最大限尊重し，

被後見人がその知力，精神の健康状況に相応する民事法律行為を行うことを保障し，か

つ協力しなければならない。被後見人が単独で処理する能力を有する事務について，後

見人は干渉してはならない。

第３６条【後見人資格の取消】

後見人が次に掲げる状況のいずれかに該当する場合，人民法院は，関係する個人又は

組織の申請に基づき，その後見人の資格を取り消し，必要な臨時後見措置を講じ，かつ

被後見人にとって最も有利とする原則に従って法に基づき後見人を指定する。

（一）被後見人の心身の健康を著しく害する行為を行ったとき

（二）後見職責の履行を怠り，又は後見職責を履行できず，かつ後見職責の一部又は全

部を他人に委任することを拒絶し，被後見人を危機困窮状態に陥らせたとき
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（三）被後見人の合法的権益を著しく害するその他の行為を行ったとき

２　本条の規定する関係の個人，組織には，その他法に基づき後見資格を有する者，居民

委員会，村民委員会，学校，医療機関，婦女連合会，障害者連合会，未成年者保護組織，

法に基づき設立された高齢者組織，民政部門等を含む。

３　前項の規定する個人及び民政部門以外の組織が速やかに人民法院に対して後見人資格

取消の申請を行わない場合，民政部門は人民法院に対して申請しなければならない。

第３７条【後見人資格取消後の義務】

法に基づき被後見人の養育費［抚养费］，扶養費［赡养费］，扶養費［扶养费］を負担

する父母，子，配偶者等は，人民法院から後見人資格を取り消された後，負担義務の履

行を継続しなければならない。

第３８条【後見人資格の回復】

被後見人の父母又は子が人民法院から後見人資格を取り消された後，被後見人に対し

て故意の犯罪を行った場合を除き，改悛の態度が確かに認められる場合には，その申請

を経て，人民法院は被後見人の真実の意思を尊重することを前提とし，状況に鑑みてそ

の後見人の資格を回復することができ，同時に人民法院が指定した後見人と被後見人と

の後見関係は終了する。

第３９条【後見関係の終了】

次の各号に掲げる状況のいずれかに該当する場合，後見関係は終了する。

（一）被後見人が完全な民事行為能力を取得又は回復したとき

（二）後見人が後見能力を喪失したとき

（三）被後見人又は後見人が死亡したとき

（四）人民法院が後見関係の終了するその他の状況を認定したとき

２　後見関係の終了後，被後見人が依然として後見を必要とする場合は，法に基づき後見

人を別途確定しなければならない。

第三節　失踪宣告と死亡宣告

第４０条【失踪宣告の条件】

自然人が行方不明になり満２年を経過した場合，利害関係人は，人民法院に対して当

該自然人を失踪者として宣告するよう申請することができる。

第４１条【行方不明の起算時間】

自然人の行方不明の時間は，その者の音信が絶えた日から起算する。戦争期間に行方

不明となった場合，行方不明の時間は戦争終結の日又は関係機関が確定した行方不明と

なった日から起算する。

第４２条【失踪者の財産管理】

失踪者の財産は，その配偶者，成年の子，父母又はその他財産管理人［财产代管人］

を担当する意思のある者が代理管理［代管］する。

２　財産の代理管理に争いがあり，前項の規定する者がいない，又は前項の規定する者が
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代理管理能力を有しない場合，人民法院の指定する者が代理管理する。

第４３条【財産管理人の職責】

財産管理人は，失踪者の財産を適切に管理し，その財産権益を維持保護しなければな

らない。

２　失踪者が滞納している税金，債務及び支払うべきその他費用は，財産管理人が失踪者

の財産から支払う。

３　財産管理人が故意又は重大な過失によって失踪者の財産に損害を与えた場合，賠償責

任を負わなければならない。

第４４条【財産管理人の変更】

財産管理人が代理管理職責を履行しない，失踪者の財産権益を侵害し，又は代理管理

能力を喪失した場合，失踪者の利害関係人は人民法院に対して財産管理人の変更を申請

することができる。

２　財産管理人に正当な理由がある場合，人民法院に対して財産管理人の変更を申請する

ことができる。

３　人民法院が財産管理人を変更した場合，変更後の財産管理人は，原財産管理人に対して，

速やかに関係財産を引き渡し，かつ財産代理管理状況の報告を求める権限を有する。

第４５条【失踪宣告の取消】

失踪者が再び現れた場合，本人又は利害関係人の申請を経て，人民法院は失踪宣告を

取り消さなければならない。

２　失踪者が再び現れた場合，財産管理人に対して，速やかに関係財産を引き渡し，かつ

財産代理管理状況の報告を求める権利を有する。

第４６条【死亡宣告の条件】

自然人に次に掲げる状況のいずれかがある場合，利害関係人は人民法院に対して当該

自然人の死亡宣告を申請することができる。

（一）行方不明になり満４年が経過したとき

（二）突発事件によって行方不明になり満２年が経過したとき

２　突発事件によって行方不明になり，当該自然人が生存不可能であることを関係機関が

証明した場合，死亡宣告の申請は２年間の制限を受けない。

第４７条【死亡宣告と失踪宣告の申請競合】

同一の自然人に対して，死亡宣告を申請する利害関係人と失踪宣告を申請する利害関

係人があり，本法の規定する死亡宣告条件に適合している場合，人民法院は死亡宣告を

しなければならない。

第４８条【死亡宣告を受けた者の死亡日確定】

死亡宣告を受けた者については，人民法院の死亡宣告の判決日をその死亡日とみなす。

突発事件により行方不明となり死亡宣告がなされた場合は，事件発生日をその死亡日と

みなす。
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第４９条【死亡宣告期間中に行った民事法律行為の効力】

自然人が死亡宣告を受けたものの死亡していない場合，当該自然人が死亡宣告期間中

に行った民事法律行為の効力には影響しない。

第５０条【死亡宣告の取消】

死亡宣告を受けた者が再び現れた場合，本人又は利害関係人の申請を経て，人民法院

は死亡宣告を取り消さなければならない。

第５１条【死亡宣告を受けた者の婚姻関係】

死亡宣告を受けた者の婚姻関係は，死亡宣告の日から消滅する。死亡宣告が取り消さ

れた場合，婚姻関係は死亡宣告の取消日から自然回復する。但し，その配偶者が再婚し，

又は婚姻登記機関に対して婚姻関係回復を望まない旨を書面で明らかにした場合を除く。

第５２条【死亡宣告期間の養子関係】

死亡宣告を受けた者は，死亡宣告期間中にその子が法に基づき他人の養子となった場

合，死亡宣告の取消後に本人の同意を得ていないことを理由として養子関係の無効を主

張することはできない。

第５３条【死亡宣告取消後の財産返還】

死亡宣告を取り消された者は，本法第六編によってその財産を取得した民事主体に財

産の返還を請求する権利を有する。返還することができない場合，適当な補償をしなけ

ればならない。

２　利害関係人が真実の状況を隠し，他人に死亡宣告を受けさせてその財産を取得した場

合，財産を返還するほか，これにより生じた損害の賠償責任も負わなければならない。

第四節　個人商工業世帯と農村請負経営世帯　

第５４条【個人商工業世帯の定義】

自然人が商工業の経営に従事し，法に基づき登記する場合，個人商工業世帯とする。

個人商工業世帯は，屋号を付すことができる。

第５５条【農村請負経営世帯の定義】

農村集団経済組織の構成員は，法に基づき農村土地請負経営権を取得し，家庭請負経

営に従事する場合，農村請負経営世帯とする。

第５６条【個人商工業世帯及び農村請負経営世帯の債務負担】

個人商工業世帯の債務は，個人経営の場合，個人財産により負担する。家庭経営の場合，

家庭財産により負担する。区別できない場合は，家庭財産により負担する。

２　農村請負経営世帯の債務は，農村土地請負経営に従事する農家の財産により負担する。

事実上農家の一部構成員が経営する場合は，当該一部構成員の財産により負担する。
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第三章　法人

第一節　一般規定

第５７条【法人の定義】

法人は民事権利能力及び民事行為能力を有し，法に基づき独立して民事権利を享有し，

民事義務を負担する組織である。

第５８条【法人の成立】

法人は法に基づき成立しなければならない。

２　法人は自己の名称，組織機構，住所，財産又は経費を有しなければならない。法人成

立の具体的条件及び手続は，法律，行政法規の規定による。

３　法人の設立につき，法律，行政法規が関係機関の許認可を必要と規定する場合，その

規定による。

第５９条【法人の民事権利能力・民事行為能力】

法人の民事権利能力及び民事行為能力は，法人成立時から発生し，法人終了時に消滅

する。

第６０条【法人の民事責任負担】

法人はその全財産をもって民事責任を独立して負担する。

第６１条【法人の法定代表者】

法律又は法人定款の規定により，法人を代表して民事活動を行う責任者を法人の法定

代表者とする。

２　法定代表者が法人名義で行った民事活動につき，その法律効果は法人が受け入れる。

３　法人定款又は法人の権力機構による法定代表者の代表権に対する制限は，善意の相手

方に対抗することができない。

第６２条【法定代表者職務行為の民事責任】

法定代表者が職務執行により他人に損害を与えた場合，法人が民事責任を負担する。

２　法人は民事責任を負担した後，法律又は法人定款の規定により，過失のあった法定代

表者に対して求償することができる。

第６３条【法人の住所】

法人は，その主たる事務機構の所在地をもって住所とする。法に基づく法人登記手続

を要する場合，主たる事務機構の所在地を住所として登記しなければならない。

第６４条【法人の登記変更】

法人の存続期間において登記事項に変化が生じた場合，法に基づき登記機関に変更登

記を申請しなければならない。

第６５条【法人に関する不実登記の効果】

法人の実際の状況と登記事項が一致しない場合，善意の相手方に対抗することができ

ない。

第６６条【法人登記公示制度】

登記機関は，法に基づき速やかに法人登記の関係情報を公示しなければならない。
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第６７条【法人の合併，分割の効果】

法人が合併する場合，その権利及び義務は合併後の法人が享有し，負担する。

２　法人が分割する場合，その権利及び義務は分割後の法人が連帯債権を享有し，連帯債

務を負担する。但し，債権者と債務者に別段の約定がある場合を除く。

第６８条【法人の終了】

次のいずれかの原因があり，かつ法に基づき清算を完了し，抹消登記を経た場合，法

人は終了する。

（一）法人が解散したとき

（二）法人が破産宣告を受けたとき

（三）法律が規定するその他の原因

２　法人の終了につき，法律，行政法規が関係機関の許認可を必要と規定する場合，その

規定による。

第６９条【法人の解散】

次の各号に掲げる状況のいずれかに該当する場合，法人は解散する。

（一）法人定款の規定する存続期間が満了し，又は法人定款の規定するその他の解散事

由が発生したとき

（二）法人の権力機関が解散を決議したとき

（三）法人の合併又は分割により解散が必要なとき

（四）法人が法に基づき営業許可証，登記証書を取り上げられ，閉鎖を命じられ，又は

取り消されたとき

（五）法律が規定するその他の状況

第７０条【法人解散後の清算】

法人が解散する場合，合併又は分割の場合を除き，清算義務者は速やかに清算組織を

組成して清算を行わなければならない。

２　法人の董事，理事等の執行機関又は意思決定機関の構成員を清算義務者とする。法律，

行政法規に別段の規定がある場合，その規定による。

３　清算義務者が速やかに清算義務を履行せず，損害を与えた場合，民事責任を負わなけ

ればならない。主管機関又は利害関係人は，人民法院に対して，関係者を指定して清算

組織を設けて清算を行うよう申請することができる。

第７１条【法人清算の法律適用】

法人の清算手続と清算組織の職権については，関係の法律規定による。規定がない場

合は，会社法の関係規定を参照適用する。

第７２条【清算の法的効果等】

清算期間において法人は存続する。但し，清算に関係のない活動を行ってはならない。

２　法人清算後の残余財産は，法人定款の規定又は法人権力機関の決議に従って処理する。

法律に別段の規定がある場合，その規定による。

３　清算が結了し，かつ法人の抹消登記が完了したとき，法人は終了する。法に基づく法
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人登記手続を要しない場合は，清算結了時に法人は終了する。

第７３条【法人破産清算による終了】

法人が破産宣告を受けた場合，法に基づき破産清算を行い，かつ法人の抹消登記が完

了したときに，法人は終了する。

第７４条【法人の分支機構】

法人は法に基づき分支機構を設けることができる。法律，行政法規が分支機構につい

て登記手続を要する旨を規定する場合，その規定による。

２　分支機構が自己の名義で民事活動を行う場合，発生した民事責任は法人が負担する。

まず当該分支機構の管理する財産をもって負担することもできるが，不足する場合は法

人が負担する。

第７５条【法人設立行為の法的効果】

設立者が法人設立のために行う民事活動につき，その法律効果は法人が受け入れる。

法人が成立していない場合，その法律効果は設立者が受け入れ，設立者が二人以上の場

合は，連帯債権を享有し，連帯責任を負担する。

２　設立者が法人設立のために自己名義で行った民事活動により発生した民事責任につき，

第三者は法人又は設立者の負担を選択請求する権利を有する。

第二節　営利法人

第７６条【営利法人の定義・類型】

利益を取得し，それを株主等の出資者に分配することを目的として成立した法人を，

営利法人とする。

２　営利法人には有限責任会社，株式有限会社及びその他の企業法人等を含む。

第７７条【営利法人の成立】

営利法人は，法に基づく登記を経て成立する。

第７８条【営業許可証】

法に基づき設立された営利法人には，登記機関が営利法人の営業許可証を交付する。

営業許可証の発行日を，営利法人の成立日とする。

第７９条【営利法人の定款】

営利法人を設立するには法に基づき法人定款を制定しなければならない。

第８０条【営利法人の権力機関】

営利法人は権力機関を設置しなければならない。

２　権力機関は法人定款を変更し，執行機関，監督機関の構成員を選任又は変更し，法人

定款の規定するその他の職権を行使する。

第８１条【営利法人の執行機関】

営利法人は執行機関を設置しなければならない。

２　執行機関が権力機関の会議を招集し，法人の経営計画，投資案について決定し，法人

の内部管理機構の設置について決定し，かつ法人定款の規定するその他の職権を行使す
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る。

３　執行機関を董事会（役員会）又は執行董事（執行役員）とする場合，董事長，執行董

事又は経理が法人定款の規定に従って法定代表者となる。董事会又は執行董事がない場

合，法人定款の規定する主な責任者がその執行機関及び法定代表者となる。

第８２条【営利法人の監督機関】

営利法人が監事会又は監事等の監督機関を設置する場合，監督機関は法に基づき法人

の財務を検査し，執行機関構成員や高級管理者の法人職務の執行行為について監督し，

かつ法人定款の規定するその他の職権を行使する。

第８３条【出資者の権利濫用と責任負担】

営利法人の出資者は，出資者の権利を濫用して，法人又は他の出資者の利益を害して

はならない。出資者の権利を濫用して法人又は他の出資者に損害を与えた場合，法に基

づき民事責任を負わなければならない。

２　営利法人の出資者は，法人の独立的地位及び出資者の有限責任を濫用して法人債権者

の利益を害してはならない。法人の独立的地位及び出資者の有限責任を濫用し，債務を

逃れ，法人債権者の利益に重大な損害を与えた場合，法人債務について連帯責任を負わ

なければならない。

第８４条【関連関係の不当利用取引】

営利法人の支配的出資者，実質的支配者，董事，監事，高級管理者は，その関連関係

を利用して法人の利益を害してはならない。関連関係を利用して法人に損害を与えた場

合，賠償責任を負わなければならない。

第８５条【営利法人の決議の瑕疵】

営利法人の権力機関，執行機関の行った決議の会議招集手続，表決方式が法律，行政

法規，法人定款に違反し，又は決議内容が法人定款に違反する場合は，営利法人の出資

者は，人民法院に対して当該決議の取消を請求することができる。但し，営利法人が当

該決議に基づいて善意の相手方と形成した民事法律関係は影響を受けない。

第８６条【営利法人の社会的責任】

営利法人が経営活動を行う場合，商業道徳を遵守し，取引安全を維持保護し，政府及

び社会の監督を受け入れ，社会的責任を負わなければならない。

第三節　非営利法人

第８７条【非営利法人の定義・類型】

公益目的又はその他非営利目的で成立し，出資者，設立者又は会員に対して取得した

利益を分配しない法人を非営利法人とする。

２　非営利法人は，事業単位，社会団体，基金会，社会サービス機関等を含む。

第８８条【事業単位法人資格の取得】

法人の条件を具備し，経済社会発展の需要に適応し，公益サービスを提供するために

設立した事業単位は，法に基づく登記を経て成立し，事業単位法人資格を取得する。法
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に基づく法人登記手続を要しない場合，成立日から事業単位法人資格を取得する。

第８９条【事業単位法人の組織機構】

事業単位法人が理事会を設置する場合，法律に別段の規定がある場合を除き，理事会

をその意思決定機関とする。事業単位法人の法定代表者は，法律，行政法規又は法人定

款の規定に従って選出する。

第９０条【社会団体法人資格の取得】

法人の条件を具備し，会員の共同の意思に基づき，公益目的又は会員の共同利益等の

非営利目的実現のために設立した社会団体は，法に基づく登記を経て成立し，社会団体

法人資格を取得する。法に基づく法人登記手続を要しない場合，成立日から社会団体法

人資格を有する。

第９１条【社会団体法人の定款と組織機構】

社会団体法人の設立には，法に基づき法人定款を制定しなければならない。

２　社会団体法人は，会員総会又は会員代表総会等の権力機関を設置しなければならない。

３　社会団体法人は，理事会等の執行機関を設置しなければならない。理事長又は会長等

の責任者は，法人の定款規定に従って法定代表者を担当する。

第９２条【寄付法人資格の取得】

法人の条件を具備し，公益目的実現のため，寄付財産で設立した基金会，社会サービ

ス機関等は，法に基づく登記を経て成立し，寄付法人資格を取得する。

２　法に基づき設立した宗教活動場所が，法人の条件を具備する場合，法人登記を申請し

て寄付法人資格を取得することができる。法律，行政法規が宗教活動場所について規定

する場合，その規定による。

第９３条【寄付法人の定款と組織機構】

寄付法人の設立には，法に基づき定款を制定しなければならない。

２　寄付法人は，理事会，民主管理組織等の意思決定機関，及び執行機関を設置しなけれ

ばならない。理事長等の責任者は，法人定款の規定に従って法定代表者を担当する。

３　寄付法人は，監事会等の監督機関を設置しなければならない。

第９４条【寄付者の法人に対する権利】

寄付者は，寄付法人に寄付財産の使用，管理の状況を問い合わせ，意見の提出及び提

案を行う権利を有し，寄付法人は，速やかに事実のとおり回答しなければならない。

２　寄付法人の意思決定機関，執行機関又はその法定代表者の行った決定の手続が，法律，

行政法規，法人定款に違反する場合，又は決定の内容が法人定款に違反する場合，寄付

者等の利害関係人又は主管機関は，人民法院に対して当該決定の取消を請求することが

できる。但し，寄付法人が当該決定に基づき善意の相手方と形成した民事法律関係は影

響を受けない。

第９５条【公益非営利法人終了時の残余財産処理】

公益目的で成立した非営利法人が終了する場合，出資者，設立者又は会員に残余財産

を分配してはならない。残余財産は法人の定款規定又は権力機関の決議に従って公益目
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的に用いなければならない。法人の定款規定又は権力機関の決議に従って処理すること

ができない場合，主管機関が主宰して，趣旨が同じ又は類似する法人に移管するとともに，

社会に公告する。

第四節　特別法人

第９６条【特別法人の類型】

本節に規定する機関法人，農村集団経済組織法人，都市農村合作経済組織法人，基層

大衆性自治組織法人を特別法人とする。

第９７条【機関法人】

独立の経費を有する機関，行政職能を担う法定機関は，成立日から，機関法人資格を

有し，その職能履行のために必要な民事活動を行うことができる。

第９８条【機関法人の終了】

機関法人が取り消された場合，法人は終了し，その民事権利と義務は，後任の機関法

人が享有し，負担する。後任の機関法人がない場合は，その機関法人を取り消した機関

法人が享有し，負担する。

第９９条【農村集団経済組織法人】

農村集団経済組織は，法に基づき法人資格を取得する。

２　法律，行政法規に農村集団経済組織について規定がある場合，その規定による。

第１００条【都市農村の合作経済組織法人】

都市，農村の合作経済組織は，法に基づき法人資格を取得する。

２　法律，行政法規に都市，農村の合作経済組織について規定がある場合，その規定による。

第１０１条【基層大衆性自治組織法人】

居民委員会，村民委員会は，基層大衆性自治組織法人資格を有し，職能を履行するた

めに必要な民事活動を行うことができる。

２　村の集団経済組織が設立されていない場合，村民委員会は法に基づき村の集団経済組

織の職能を代行することができる。

第四章　非法人組織

第１０２条【非法人組織の定義・範囲】

非法人組織は法人資格を有しないが，法に基づき自己名義で民事活動を行うことがで

きる組織である。

２　非法人組織は，個人独資企業，パートナーシップ企業，法人資格を有しない専業サー

ビス機構等を含む。

第１０３条【非法人組織の設立手続】

非法人組織は，法律の規定に従って登記しなければならない。

２　非法人組織の設立について法律，行政法規の規定が関係機関の許認可を必要とする場

合，その規定による。
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第１０４条【非法人組織の債務負担と民事責任】

非法人組織の財産が債務の弁済に不足する場合，その出資者又は設立者は無限責任を

負う。法律に別段の規定がある場合，その規定による。

第１０５条【非法人組織の代表者】

非法人組織は，当該組織を代表して民事活動を行う者を一人又は数人確定することが

できる。

第１０６条【非法人組織の解散事由】

次の各号に掲げる状況のいずれかに該当する場合，非法人組織は解散する。

（一）定款の規定する存続期間が満了し，又は定款の規定するその他の解散事由が発生

したとき

（二）出資者又は設立者が解散を決定したとき

（三）法律が規定するその他の状況

第１０７条【非法人組織の清算】

非法人組織が解散する場合，法に基づき清算を行わなければならない。

第１０８条【法人規定の参照適用】

非法人組織には，本章の規定を適用するほか，本編第三章第一節の関係規定を参照適

用する。

第五章　民事権利

第１０９条【一般的人格権】

自然人の人身の自由，人格の尊厳は，法律の保護を受ける。

第１１０条【民事主体の具体的人格権】

自然人は，生命権，身体権，健康権，氏名権，肖像権，名誉権，栄誉権，プライバシー

権，婚姻自主権等の権利を享有する。

２　法人，非法人組織は，名称権，名誉権及び栄誉権を享有する。

第１１１条【個人情報の法的保護】

自然人の個人情報は，法律の保護を受ける。いかなる組織又は個人も，他人の個人情

報を取得する必要がある場合，法律に基づき取得し，かつ情報の安全を確保しなければ

ならない。不法に他人の個人情報を収集，使用，加工，伝達してはならず，不法に他人

の個人情報を売買，提供又は公開してはならない。

第１１２条【婚姻，家族関係から生じる人身権】

自然人の婚姻家庭関係等により生じる人身権は，法律の保護を受ける。

第１１３条【財産権の平等保護】

民事主体の財産権は，法律による平等な保護を受ける。

第１１４条【物権の定義・類型】

民事主体は法に基づき物権を享有する。

２　物権は，権利者が法に基づき特定の物に対して有する直接的に支配する，排他的な権
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利であり，所有権，用益物権及び担保物権を含む。

第１１５条【物権の客体】

物は，不動産及び動産を含む。法律が物権の客体として権利を規定する場合，その規

定による。

第１１６条【物権法定原則】

物権の種類及び内容は，法律により規定する。

第１１７条【収用・徴用】

公共利益の必要のため，法律の規定する権限及び手続に従って不動産又は動産を収用，

徴用する場合，公平で合理的な補償をしなければならない。

第１１８条【債権の定義】

民事主体は，法に基づき債権を享有する。

２　債権は，契約，権利侵害行為，事務管理，不当利得及び法律のその他の規定により，

権利者が特定の義務者に対して一定の作為又は不作為を請求する権利である。

第１１９条【契約の拘束力】

法に基づき成立した契約は，当事者に対して法的拘束力を有する。

第１２０条【権利侵害責任の負担】

民事権益が侵害を受けた場合，被侵害者は権利侵害者に対して権利侵害責任の負担を

請求する権利を有する。

第１２１条【事務管理】

法定又は約定の義務がなく，他人の利益が損害を受けることを避けるために管理を行っ

た者は，受益者に対してこれにより支払った必要費用の償還を請求する権利を有する。

第１２２条【不当利得】

他人が法律の根拠なく不当に利益を取得した場合，損害を受けた者は，その不当な利

益の返還を請求する権利を有する。

第１２３条【知的財産権】

民事主体は，法に基づき知的財産権を享有する。

２　知的財産権は，権利者が法に基づき次の各号に掲げる客体に対して享有する専有的権

利である。

（一）著作物

（二）発明，実用新案，意匠

（三）商標

（四）地理的表示

（五）営業秘密

（六）集積電子回路配置図設計

（七）植物新品種

（八）法律が規定するその他の客体
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第１２４条【相続権】

自然人は，法に基づき相続権を享有する。

２　自然人の合法的私有財産は，法に基づき相続することができる。

第１２５条【投資性権利】

民事主体は，法に基づき株主権［股权］及びその他投資性の権利を享有する。

第１２６条【法律の規定するその他の民事権利・利益】

民事主体は，法律の規定するその他の民事権利と利益を享有する。

第１２７条【データ，仮想財産の保護】

法律が，データ，インターネット上の仮想財産に対して保護規定を規定する場合，そ

の規定による。

第１２８条【民事権利保護の特別規定】

法律が未成年者，高齢者，障害者，女性，消費者等の民事権利について特別な保護規

定を置く場合，その規定による。

第１２９条【民事権利の取得方式】

民事権利は，民事法律行為，事実行為，法律の規定する事件又は法律の規定するその

他の方式によって取得することができる。

第１３０条【民事権利の行使】

民事主体は，自己の意思に従って法に基づき民事権利を行使し，干渉を受けない。

第１３１条【権利行使と義務履行の一致】

民事主体が権利を行使するとき，法律が規定し，当事者が約定した義務を履行しなけ

ればならない。

第１３２条【民事権利の濫用禁止】

民事主体は，民事権利を濫用して国家利益，社会公共利益又は他人の合法的権益を害

してはならない。

第六章　民事法律行為

第一節　一般規定

第１３３条【民事法律行為の定義】

民事法律行為は，民事主体が意思表示により民事法律関係を設定，変更，終了する行

為である。

第１３４条【民事法律行為の成立】

民事法律行為は，双方又は多方の意思表示の一致に基づいて成立することができ，一

方の意思表示によって成立することもできる。

２　法人，非法人組織が法律又は定款の規定する議事方式及び表決手続に基づいて決議を

行う場合，当該決議行為は成立する。

第１３５条【民事法律行為の形式】

民事法律行為は，書面形式，口頭形式又はその他の形式を採用することができる。法律，
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行政法規の規定又は当事者の約定で特定形式を採用する場合は，その特定形式を採用し

なければならない。

第１３６条【民事法律行為の発効】

民事法律行為は，その成立時に効力を生ずる。但し，法律に別段の規定又は当事者に

別段の約定がある場合を除く。

２　行為者は，法律の規定に基づかず，又は相手方の同意を得ずに，民事法律行為を無断

で変更又は解除してはならない。

第二節　意思表示

第１３７条【相手方ある意思表示の発効】

対話方式で行った意思表示は，相手方がその内容を知った時に効力を生じる。

２　非対話方式で行った意思表示は，相手方に到達した時に効力を生ずる。非対話方式で

行ったデータ電文形式を採用した意思表示は，相手方が特定システムによるデータ電文

の受信を指定している場合，当該データ電文が当該特定システムに入った時に効力を生

ずる。特定システムを指定していない場合は，当該データ電文がそのシステムに入った

ことを相手方が知り又は知り得べき時に効力を生ずる。当事者がデータ電文形式の意思

表示の効力を生ずる時間につき別途約定している場合には，その約定に従う。

第１３８条【相手方なき意思表示の発効】

相手方なき意思表示は，表示が完成した時に効力を生ずる。法律に別段の規定がある

場合，その規定による。

第１３９条【公告方式の意思表示】

公告方式で行う意思表示は，公告を発表した時に効力を生ずる。

第１４０条【意思表示の方式】

行為者は明示又は黙示により意思表示を行うことができる。

２　沈黙は，法律の規定，当事者の約定又は当事者間の取引慣習に適合する場合に限り，

意思表示とみなすことができる。

第１４１条【意思表示の撤回】

行為者は意思表示を撤回することができる。意思表示撤回の通知は，意思表示が相手

方に到達する前又は意思表示と同時に相手方に到達しなければならない。

第１４２条【意思表示の解釈】

相手方のある意思表示の解釈は，使用されている語句に従い，関連条項，行為の性質

と目的，慣習及び誠実信用原則を結合して意思表示の意味を確定しなければならない。

２　相手方なき意思表示の解釈は，使用されている語句に完全に拘泥してはならず，かつ

関連条項，行為の性質と目的，慣習及び誠実信用原則を結合して行為者の真実の意思を

確定しなければならない。
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第三節　民事法律行為の効力

第１４３条【民事法律行為の有効要件】

次の各号に掲げる条件を具備した民事法律行為は有効である。

（一）行為者が相応する民事行為能力を有すること

（二）意思表示が真実であること

（三）法律，行政法規の強行規定に違反せず，公序良俗に反しないこと

第１４４条【民事行為無能力者の民事法律行為・無効】

民事行為無能力者が行った民事法律行為は無効である。

第１４５条【制限民事行為能力者の民事法律行為】

制限民事行為能力者が行った単に利益を得る民事法律行為又はその年齢，知力，精神

の健康状況に相応する民事法律行為は有効である。その他の民事法律行為を行った場合

は，法定代理人の同意又は追認を経た後有効となる。

２　相手方は，法定代理人に対して通知を受け取った日から３０日以内に追認するよう催

告することができる。法定代理人が意思表示を行わない場合は，追認を拒絶したものと

みなす。民事法律行為が追認される前，善意の相手方は，取消権を有する。取消は通知

の方式で行わなければならない。

第１４６条【虚偽表示と隠匿行為の処理】

行為者が相手方と虚偽の意思表示により行った民事法律行為は無効とする。

２　虚偽の意思表示により隠匿した民事法律行為の効力は，関係の法律規定に従って処理

する。

第１４７条【重大な誤解】

重大な誤解に基づいて行った民事法律行為につき，行為者は，人民法院又は仲裁機関

に対して取消を請求する権利を有する。

第１４８条【詐欺】

一方の詐欺的手段により，相手方に真実の意思に反する状況で行わせた民事法律行為

につき，詐欺を受けた者は，人民法院又は仲裁機関に対して取消を請求する権利を有する。

第１４９条【第三者の詐欺】

第三者が詐欺行為を行い，一方に真実の意思に反する状況で行わせた民事法律行為に

つき，相手方が当該詐欺行為を知り又は知り得べき場合，詐欺を受けた者は，人民法院

又は仲裁機関に対して取消を請求する権利を有する。

第１５０条【強迫】

一方又は第三者の強迫［胁迫］手段により，相手方に真実の意思に反する状況で行わ

せた民事法律行為につき，強迫［胁迫］を受けた者は，人民法院又は仲裁機関に対して

取消を請求する権利を有する。

第１５１条【明らかに不公平】

一方が，相手方の危機困窮状態又は判断能力の欠如等の状況にあることを利用して民

事法律行為を成立させた時，明らかに公平を欠く場合は，損害を受けた者は，人民法院
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又は仲裁機関に取消を請求する権利を有する。

第１５２条【取消権の消滅】

次に掲げる状況のいずれかに該当する場合，取消権は消滅する。

（一）当事者が取消事由を知り又は知り得べき日から１年以内に，重大な誤解のあった

当事者が取消事由を知り又は知り得べき日から９０日以内に取消権を行使しなかっ

たとき

（二）当事者が強迫を受け，強迫行為の終了した日から１年以内に取消権を行使しなかっ

たとき

（三）当事者が取消事由を知った後，取消権の放棄を明確に表示し，又は自己の行為に

より表明したとき

２　当事者が民事法律行為の効力発生日から５年以内に取消権を行使しない場合，取消権

は消滅する。

第１５３条【法律，行政法規の強行法規等の違反】

法律，行政法規の強行規定に違反する民事法律行為は無効とする。但し，当該強行規

定が当該民事法律行為の無効を導かない場合を除く。

２　公序良俗に反する民事法律行為は無効とする。

第１５４条【悪意通謀による行為】

行為者と相手方が悪意をもって通謀し，他人の合法的権益を害する民事法律行為は無

効とする。

第１５５条【無効，取消の効果】

無効の，又は取り消された民事法律行為は，初めから法的拘束力を有しない。

第１５６条【民事法律行為の一部無効】

民事法律行為の一部が無効で，その他の部分の効力に影響を与えない場合，その他の

部分は依然として有効である。

第１５７条【無効，取消の法律効果】

民事法律行為が無効，取り消され，又は効力の不発生が確定した後，行為者が当該行

為によって取得した財産は返還しなければならない。返還不能又は返還する必要がない

場合，金銭に換算して補償しなければならない。過失のあった一方は，これにより相手

方が被った損害を賠償しなければならない。各当事者に過失があった場合，各自が相応

する責任を負担しなければならない。法律に別段の規定がある場合は，その規定による。

第四節　条件付，期限付の民事法律行為

第１５８条【条件付民事法律行為】

民事法律行為には条件を付することができる。但し，その性質により条件を付するこ

とができない場合を除く。停止条件付民事法律行為は，条件が成就した時に効力を生ずる。

解除条件付民事法律行為は，条件が成就した時に効力が消滅する。
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第１５９条【条件成就又は不成就の擬制】

条件付民事法律行為は，当事者が自己の利益のために条件成就を不当に阻止した場合，

条件は既に成就したものとみなす。条件成就を不当に促した場合，条件は成就していな

いものとみなす。

第１６０条【期限付民事法律行為】

民事法律行為には期限を付することができる。但し，その性質により期限を付するこ

とができない場合を除く。始期付民事法律行為は期限が到来した時に効力を生ずる。終

期付民事法律行為は期限が満了した時に効力を失う。

第七章　代理

第一節　一般規定

第１６１条【代理の適用範囲】

民事主体は，代理人を通じて民事法律行為を行うことができる。

２　法律の規定，当事者の約定又は民事法律行為の性質により，本人が自ら行うべき民事

法律行為は，代理してはならない。

第１６２条【代理の効力】

代理人が代理の権限内において，被代理人名義で行った民事法律行為は，被代理人に

対して効力を生ずる。

第１６３条【代理の種類】

代理には，委任代理［委托代理］と法定代理を含む。

２　委任代理人は，被代理人の委任に基づき代理権を行使する。法定代理人は，法律の規

定に従って代理権を行使する。

第１６４条【不当な代理行為の民事責任】

代理人が職責を履行せず，又は不完全な履行により被代理人に損害を与えた場合，民

事責任を負担しなければならない。

２　代理人と相手方が悪意をもって通謀して本人の合法的権益を害した場合，代理人と相

手方は連帯責任を負担しなければならない。

第二節　委任代理

第１６５条【授権委任状】

委任代理の授権において書面形式を採用した場合，授権委任状には代理人の氏名又は

名称，代理事項，権限及び期限を明記し，かつ本人が署名又は押印しなければならない。

第１６６条【共同代理】

数人が同一の代理事項についての代理人となる場合，代理権を共同して行使しなけれ

ばならない。但し，当事者に別段の約定がある場合を除く。

第１６７条【違法な代理と民事責任】

代理事項が違法であることを代理人が知り又は知り得べきでありながら代理行為を
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行った場合，又は代理人の代理行為が違法であることを被代理人が知り又は知り得べき

でありながら未だ反対の表示を行わなかった場合には，被代理人及び代理人は，連帯責

任を負わなければならない。

第１６８条【自己契約，双方代理の禁止】

代理人は，被代理人名義で自己と民事法律行為を行ってはならない。但し，被代理人

が同意又は追認した場合を除く。

２　代理人は，被代理人名義で自己が同時に代理しているその他の者と民事法律行為を行っ

てはならない。但し，被代理人の双方が同意又は追認した場合を除く。

第１６９条【委任代理の復代理】

代理人は，第三者に復任する必要がある場合，被代理人の同意又は追認を取得しなけ

ればならない。

２　復代理について被代理人の同意又は追認を経ている場合，被代理人は代理事務につい

て復代理人たる第三者に直接指示することができ，代理人は第三者の選任及びその第三

者への指示についてのみ責任を負う。

３　復代理について被代理人の同意又は追認を経ていない場合，代理人は復任した第三者

の行為に対して責任を負う。但し，緊急の状況下において代理人が被代理人の利益を保

護するために第三者に代理を復任する必要がある場合を除く。

第１７０条【職務代理】

法人又は非法人組織の業務を執行する者が，その職権の範囲内の事項について，法人

又は非法人組織の名義で民事法律行為を行うとき，法人又は非法人組織に対して効力を

生ずる。

２　法人又は非法人組織が，その業務を執行する者の職権範囲に対して加えた制限は，善

意の相手方に対抗することができない。

第１７１条【無権代理】

行為者に代理権がなく，代理権を越え，又は代理権が終了した後，依然として代理行

為を行い，被代理人の追認を経ない場合，被代理人に対して効力を生じない。

２　相手方は，被代理人に対して通知受領日から３０日以内に追認するよう催告すること

ができる。被代理人が意思表示を行わない場合，追認を拒絶したものとみなす。行為者

の行った行為が追認される前，善意の相手方は取消の権利を有する。取消は通知の方式

により行わなければならない。

３　行為者の行った行為が未だ追認されない場合，善意の相手方は，行為者に対して債務

の履行を請求し，又はそれにより被った損害について行為者に対して賠償を請求する権

利を有する。但し，賠償範囲は被代理人が追認した場合に獲得できる利益を超過しては

ならない。

４　行為者が無権代理であることを相手方が知り又は知り得べき場合，相手方及び行為者

は，各自の過失に従って責任を負担する。
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第１７２条【表見代理】

行為者に代理権がなく，代理権を越え，又は代理権終了後に，依然として代理行為を

行い，相手方において行為者に代理権ありと信じる理由がある場合，代理行為は有効と

する。

第三節　代理の終了

第１７３条【委任代理の終了事由】

次の各号に掲げる状況のいずれかに該当する場合，委任代理は終了する。

（一）代理期限が到来し，又は代理事務が完成したとき

（二）被代理人が委任を取り消し，又は代理人が辞任したとき

（三）代理人が民事行為能力を喪失したとき

（四）代理人又は被代理人が死亡したとき

（五）代理人又は被代理人としての法人，非法人組織が終了したとき

第１７４条【被代理人死亡後の代理行為が有効となる場合】

被代理人が死亡した後，次に掲げる状況のいずれかがある場合，委任代理人が行った

代理行為は有効とする。

（一）代理人が被代理人の死亡を知らず，かつ知り得べきでないとき

（二）本人の相続人が承認するとき

（三）授権において代理権が代理事項の完成時に終了する旨が明確にされていたとき

（四）本人が死亡する前に既に行い，本人の相続人の利益のために代理を継続したとき

２　被代理人としての法人，非法人組織が終了した場合，前項の規定を参照適用する。

第１７５条【法定代理の終了事由】

次に掲げる状況のいずれかに該当する場合，法定代理は終了する。

（一）被代理人が完全民事行為能力を取得又は回復したとき

（二）代理人が民事行為能力を喪失したとき

（三）代理人又は被代理人が死亡したとき

（四）法律が規定するその他の状況

第八章　民事責任

第１７６条【民事義務と責任】

民事主体は，法律の規定又は当事者の約定に従って民事義務を履行し，民事責任を負

担する。

第１７７条【責任比率による負担】

二人以上が法に基づき分割責任［按份责任］を負い，その責任の大小が確定できる場合，

各自は相応する責任を負う。責任の大小を確定できない場合は，均等に責任を負う。

第１７８条【連帯責任】

二人以上が法に基づき連帯責任を負う場合，権利者はその一部又は全部の責任負担を
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連帯責任者に対して請求する権利を有する。

２　連帯責任者の責任負担額は，各自の責任の大小に基づき確定する。責任の大小を確定

することが難しい場合，均等に責任を負う。実際に負担した責任が自己の責任負担額を

超過した連帯責任者は，他の連帯責任者に対して求償権を有する。

３　連帯責任は，法律の規定又は当事者の約定による。

第１７９条【民事責任の負担方式】

民事責任の負担方式には，主に次のものがある。

（一）侵害の停止

（二）妨害の排除

（三）危険の除去

（四）財産の返還

（五）原状回復

（六）修理，再製作，交換

（七）履行の継続

（八）損害の賠償

（九）違約金の支払い

（十）影響の除去，名誉の回復

（十一）謝罪

２　法律が懲罰的賠償を規定する場合，その規定による。

３　本条の規定する民事責任の負担方式は，単独で適用することができ，組み合わせて適

用することもできる。

第１８０条【不可抗力による不履行】

不可抗力により民事上の義務を履行することができない場合，民事責任を負担しない。

法律に別段の規定がある場合，その規定による。

２　不可抗力とは，予見不可能，回避不可能で，かつ克服不可能な客観的状況をいう。

第１８１条【正当防衛】

正当防衛により損害を与えた場合，民事責任を負担しない。

２　正当防衛が必要な限度を超え，生ずべきでない損害を与えた場合，正当防衛者は，適

切な民事責任を負担しなければならない。

第１８２条【緊急避難】

緊急避難により損害を与えた場合，危険な状況を生じさせた者が民事責任を負担する。

２　危険が自然原因によって生じた場合，緊急避難者は民事責任を負担せず，適切な補償

をすることができる。

３　緊急避難により不当な又は必要な限度を超える措置を講じて生ずべきでない損害を与

えた場合，緊急避難者は適切な民事責任を負担しなければならない。

第１８３条【他人の民事権益保護による損害】

他人の民事権益を保護するため自己が損害を受けた場合，権利侵害者が民事責任を負
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担し，受益者は適切な補償をすることができる。権利侵害者が不存在，権利侵害者が逃

亡し，又は権利侵害者が民事責任の負担能力がない場合，損害を受けた者が補償を請求

するときは，受益者は適切な補償をしなければならない。

第１８４条【緊急救助行為】

自己の意思で緊急救助行為を行ったことにより被救助者に損害を与えた場合，救助者

は民事責任を負担しない。

第１８５条【英雄烈士等の権利侵害】

英雄烈士等の氏名，肖像，名誉，栄誉を侵害し，社会公共利益を害した場合，民事責

任を負わなければならない。

第１８６条【違約責任と侵権責任の競合】

当事者の一方の違約行為により相手方の人身権益，財産権益に損害を与えた場合，損

害を受けた者は，違約責任の負担又は権利侵害責任の負担を選択請求する権利を有する。

第１８７条【責任競合時の民事責任優先】

民事主体が同一行為により民事責任，行政責任及び刑事責任を負うべき場合，行政責

任又は刑事責任を負うことは，民事責任を負うことに影響しない。民事主体の財産が支

払に不足する場合，優先的に民事責任の負担に用いる。

第九章　訴訟時効

第１８８条【一般訴訟時効】

人民法院に対して民事権利の保護を請求する訴訟時効期間は３年とする。法律に別段

の規定がある場合，その規定による。

２　訴訟時効期間は権利者が権利について損害を受けたこと及び義務者を知り又は知り得

べき日から起算する。法律に別段の規定がある場合，その規定による。但し，権利が損

害を受けた日から起算して２０年を超えた場合，人民法院は保護しない。特殊な状況が

ある場合，人民法院は権利者の申請に基づき延長を決定できる。

第１８９条【分割履行債務の訴訟時効】

当事者が同一債務を分割履行する旨を約定している場合，訴訟時効期間は，最後の一

期の履行期限が到来した日から起算する。

第１９０条【法定代理者に対する請求】

民事行為無能力者又は制限民事行為能力者のその法定代理人に対する請求権の訴訟時

効は，当該法定代理関係が終了した日から起算する。

第１９１条【未成年者の性的侵害による損賠請求】

未成年者が性的侵害を受けた場合の損害賠償請求権に関する訴訟時効期間は，被害者

が満１８歳になった日から起算する。

第１９２条【訴訟時効期間満了の法的効果】

訴訟時効期間が満了した場合，義務者は義務不履行の抗弁を提出することができる。

２　訴訟時効期間の満了後，義務者が履行に同意した場合，訴訟時効期間の満了を理由と
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して抗弁することはできない。義務者が自由意思で履行した場合，返還請求をすること

ができない。

第１９３条【法院は訴訟時効の自発的適用不可】

人民法院は，訴訟時効の規定を自発的に適用してはならない。

第１９４条【訴訟時効の停止】

訴訟時効期間の最後の６か月内において，次に掲げる障害により，請求権を行使する

ことができない場合，訴訟時効は停止する。

（一）不可抗力

（二）民事行為無能力者又は制限民事行為能力者に法定代理人がいない，又は法定代理

人が死亡し，民事行為能力を喪失し，代理権を喪失したこと

（三）相続の開始後，相続人又は遺産管理人が確定していないこと

（四）権利者が義務者又はその他の者に支配されていること

（五）権利者による請求権行使を不能にするその他の障害

２　時効停止の原因が除去された日から満６か月により，訴訟時効期間は満了する。

第１９５条【訴訟時効の中断】

次に掲げる状況のいずれかに該当する場合，訴訟時効は中断し，中断又は関係手続が

終結した時から訴訟時効期間を改めて計算する。

（一）権利者が義務者に対して履行請求を提出したとき

（二）義務者が義務履行に同意したとき

（三）権利者が訴訟を提起し，又は仲裁を申し立てたとき

（四）訴訟提起又は仲裁申立てと同等の効力を有するその他の状況

第１９６条【訴訟時効の不適用】

次の各号に掲げる請求権には訴訟時効を適用しない。

（一）侵害停止，妨害排除，危険除去の請求

（二）不動産物権及び登記した動産の物権者による財産返還請求

（三）養育費，扶養費［赡养费］又は扶養費の支払請求

（四）法に基づき訴訟時効を適用しないその他の請求権

第１９７条【訴訟時効規定の強行性】

訴訟時効の期間，計算方法及び停止，中断事由は，法律によって規定し，当事者によ

る約定は無効である。

２　当事者の訴訟時効利益に対する事前放棄は無効である。

第１９８条【仲裁時効】

法律が仲裁時効について規定する場合，その規定による。法律が仲裁時効について規

定していない場合，訴訟時効の規定を適用する。

第１９９条【除斥期間】

法律の規定又は当事者が合意した取消権，解除権等の権利の存続期間については，法

律に別段の規定がある場合を除き，権利者が権利の発生を知り又は知り得べき日から起
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算し，訴訟時効の停止，中断及び延長の関係規定は適用しない。存続期間が満了したとき，

取消権，解除権等の権利は消滅する。

第十章　期間の計算

第２００条【期間の計算単位】

民法にいう期間は，西暦年，月，日，時間によって計算する。

第２０１条【期間の起算】

年，月又は日によって期間を計算する場合，開始の当日は不算入とし，翌日から計算

を開始する。

２　時間によって期間を計算する場合，法律の規定する，又は当事者の約定した時間から

計算を開始する。

第２０２条【期間の終了】

年，月によって期間を計算する場合，最終月の対応する日を期間の最終日とする。対

応する日がない場合，月末の日を期間の最終日とする。

第２０３条【期間計算の特別規定】

期間の最終日が法定休日である場合，法定休日が終了した翌日を期間の最終日とする。

２　期間の最終日の終了時間は２４時とする。業務時間がある場合は，業務活動の停止時

間を終了時間とする。

第２０４条【期間の法定又は約定】

期間の計算方法は本法の規定による。但し，法律に別段の規定又は当事者に別段の約

定がある場合を除く。

第二編　物権 3

第一分編　通則

第一章　一般規定

第２０５条【物権編の調整範囲】

本編は物の帰属と利用によって生じる民事関係を調整する。

第２０６条【基本経済制度と社会主義市場経済原則】

国家は公有制を主体として，多様な所有制経済を共同発展させ，労働に応じた分配を

主体とし，多様な分配方式が併存する，社会主義市場経済体制等の社会主義基本経済制

度を堅持し整備する。

２　国家は公有制経済を強固にして発展させ，非公有制経済の発展を奨励し，支持し導く。

３　国家は社会主義市場経済を実行し，すべての市場主体の平等な法的地位と発展の権利

3　 新法第二編「物権」では，現行物権法（２００７年成立，全２４７条）を基礎として，財産権保護制度
を強化し，帰属が明らかで，権限・責任が明確で，厳格に保護され，円滑な流通が確保された現代の財産
権制度を整備するという党中央から示された要求に従い，実務上のニーズを踏まえて，物権法制度の一層
の充実が図られている。
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を保障する。

第２０７条【平等保護原則】

国家，集団，私人の物権及びその他の権利者の物権は法律による平等な保護を受け，

いかなる組織又は個人も侵害してはならない。

第２０８条【物権公示原則】

不動産物権の設定，変更，譲渡及び消滅は，法律の規定に従って登記しなければなら

ない。動産物権の設定及び譲渡は，法律の規定に従って引き渡さなければならない。

第二章　物権の設定，変更，譲渡及び消滅

第一節　不動産登記

第２０９条【不動産物権の登記による発効】

不動産物権の設定，変更，譲渡及び消滅は，法に基づく登記を経て効力を生じる。登

記を経ていない場合，効力を生じない。但し，法律に別段の規定がある場合を除く。

２　法に基づき国家所有に属する自然資源は，所有権の登記を行わなくてもよい。

第２１０条【不動産登記機関と不動産統一登記】

不動産登記は，不動産所在地の登記機関が行う。

２　国家は不動産に対して統一登記制度を実行する。統一登記の範囲，登記機関及び登記

方法は，法律，行政法規によって規定する。

第２１１条【不動産登記申請の必要資料】

当事者が登記を申請する場合，それぞれの登記事項に応じて権利帰属の証明及び不動

産の境界，面積等の必要資料を提出しなければならない。

第２１２条【不動産登記機関の職責】

登記機関は次に掲げる職責を履行しなければならない。

（一）申請人が提出した権利帰属証明及びその他の必要資料を審査すること

（二）登記の関係事項について申請人に質問すること

（三）事実の通り，速やかに関係事項を登記すること

（四）法律，行政法規が規定するその他の職責

２　登記申請された不動産の関連状況についてさらに証明が必要である場合，登記機関は

申請人に資料の補充を求めることができ，必要な場合は実地検査を行うことができる。

第２１３条【不動産登記機関の禁止行為】

登記機関は次に掲げる行為を行ってはならない。

（一）不動産評価を求めること

（二）年度検査等の名目で重複して登記を行うこと

（三）登記の職責範囲を超えるその他の行為

第２１４条【不動産物権変動の発効時期】

不動産物権の設定，変更，譲渡及び消滅につき法律の規定に従って登記しなければな

らない場合，不動産登記簿に記載された時から効力を生じる。
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第２１５条【債権的効力と物権的効力の区別】

当事者間で不動産物権の設定，変更，譲渡及び消滅に関する契約を締結する場合，法

律に別段の規定又は当事者に別段の約定がある場合を除き，契約が成立した時から効力

を生じる。物権登記をしていない場合，契約の効力に影響しない。

第２１６条【不動産登記簿の効力と管理機関】

不動産登記簿は物権の帰属及び内容の根拠である。

２　不動産登記簿は登記機関が管理する。

第２１７条【不動産登記簿と不動産権利証書の関係】

不動産権利証書は権利者が当該不動産物権を享有することの証明である。不動産権利

証書に記載された事項は，不動産登記簿と一致していなければならない。記載が一致し

ていない場合，不動産登記簿に確かに誤りがあることを証する証拠がある場合を除き，

不動産登記簿を基準とする。

第２１８条【不動産登記資料の閲覧・複製】

権利者，利害関係人は，不動産登記資料について閲覧，複製を申請することができ，

登記機関は提供しなければならない。

第２１９条【不動産登記情報の保護】

利害関係人は権利者の不動産登記資料を公開し，違法に使用してはならない。

第２２０条【不動産の更正登記と異議登記】

権利者，利害関係人は不動産登記簿の記載事項に誤りがあると認める場合，更正登記

を申請できる。不動産登記簿に記載された権利者が書面により更正に同意する，又は登

記に確かに誤りがあることを証する証拠がある場合，登記機関は更正しなければならな

い。

２　不動産登記簿に記載された権利者が更正に同意しない場合，利害関係人は異議登記を

申請できる。登記機関が異議登記を行った場合に，申請人が異議登記の日から１５日以

内に訴えを提起しないときは，異議登記は失効する。異議登記が不当であることに起因

して権利者に損害を与えた場合には，権利者は申請人に損害賠償を請求できる。

第２２１条【予告登記】

当事者は家屋の売買合意を締結し又はその他の不動産物権の売買合意を締結する場合，

将来の物権の実現を保障するために，約定に従って登記機関に予告登記を申請できる。

予告登記の後，予告登記の権利者の同意を得ずに，当該不動産を処分した場合は，物権

的効力を生じない。

２　予告登記の後，債権が消滅し又は不動産登記を行うことができる日から９０日以内に

登記を申請しない場合，予告登記は失効する。

第２２２条【不動産登記過誤による損害賠償責任】

当事者は虚偽の資料を提出して登記を申請し，他人に損害を与えた場合，賠償責任を

負わなければならない。

２　登記の誤りにより，他人に損害を与えた場合，登記機関は賠償責任を負わなければな
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らない。登記機関は賠償した後，登記の誤りを生じさせた者に求償することができる。

第２２３条【不動産登記費用】

不動産登記費用は１件ごとに徴収し，不動産の面積，体積又は価格の比率に従って徴

収してはならない。

第二節　動産の引渡し

第２２４条【動産物権変動の発効】

動産物権の設定及び譲渡は，引渡しの時から効力を生じる。但し，法律に別段の規定

がある場合を除く。

第２２５条【船舶，航空機，自動車等の物権登記】

船舶，航空機及び自動車等の物権の設定，変更，譲渡及び消滅は，登記を経なければ，

善意の第三者に対抗することができない。

第２２６条【簡易の引渡し】

動産物権の設定及び譲渡の前に，権利者がすでに当該動産を占有している場合，物権

は民事法律行為が発効した時から効力を生じる。

第２２７条【指図による引渡し】

動産物権の設定及び譲渡の前に，第三者が当該動産を占有している場合，引渡義務を

負う者は第三者に対して原物の返還を請求する権利の譲渡によって引渡しに代えること

ができる。

第２２８条【占有改定による引渡し】

動産物権を譲渡するとき，当事者に譲渡人が当該財産の占有を継続する旨の約定があ

る場合，物権は当該約定が発効した時から効力を生じる。

第三節　その他の規定

第２２９条【法律文書・収用等による物権変動の発効時期】

人民法院，仲裁機構の法律文書又は人民政府の収用決定等によって物権を設定，変更，

移転又は消滅させる場合，法律文書又は人民政府の収用決定等が発効した時から効力を

生じる。

第２３０条【相続による物権取得】

相続により物権を取得する場合，相続開始の時から効力を生じる。

第２３１条【事実行為による物権の設定・消滅】

家屋の合法な建造，収去等の事実行為により物権を設定又は消滅させる場合，事実行

為が完了した時から効力を生じる。

第２３２条【民事法律行為によらず享有した不動産の物権変動】

本節の規定に従って享有した不動産物権を処分する際，法律の規定に従って登記をす

る必要がある場合，登記を経なければ，物権的効力を生じない。
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第三章　物権の保護

第２３３条【物権侵害の解決手続】

物権が侵害を受けた場合，権利者は，和解，調解，仲裁，訴訟等の手段により解決す

ることができる。

第２３４条【物権確認請求権】

物権の帰属，内容に起因して紛争が発生した場合，利害関係人は権利の確認を請求す

ることができる。

第２３５条【原物返還請求権】

権原なく不動産又は動産が占有された場合，権利者は原物の返還を請求することがで

きる。

第２３６条【妨害排除，危険除去の請求】

物権が妨害され又は物権が妨害されるおそれがある場合，権利者は妨害排除又は危険

除去を請求することができる。

第２３７条【修理，再製作，交換，原状回復の請求】

不動産又は動産が毀損された場合，権利者は法に基づき修理，再製作，交換又は原状

回復を請求することができる。

第２３８条【物権侵害による損害賠償請求】

物権侵害により権利者が損害を受けた場合，権利者は法に基づき損害賠償を請求する

ことができ，法に基づきその他の民事責任負担を請求することもできる。

第２３９条【物権保護方式】

本章に規定する物権保護の方式は，単独で適用することができ，権利侵害の状況に基

づき組み合わせて適用することもできる。

第二分編　所有権

第四章　一般規定

第２４０条【所有権の定義】

所有権者は，自己の不動産又は動産に対して，法に基づき占有，使用，収益及び処分

する権利を享有する。

第２４１条【他物権の設定】

所有権者は，自己の不動産又は動産の上に用益物権及び担保物権を設定する権利を有

する。用益物権者，担保物権者は権利を行使する場合，所有権者の権益を侵害してはな

らない。

第２４２条【国家の専属財産】

法律の規定により国家所有に専属する不動産及び動産は，いかなる組織又は個人も所

有権を取得することができない。

第２４３条【収用】

公共利益の必要のために，法律の規定する権限及び手続に従って集団が所有する土地
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と組織，個人の家屋及びその他の不動産を収用することができる。

２　集団が所有する土地を収用する場合，法に基づき速やかに土地補償費，移転補助金，

及び農村村民住宅，その他の地上付着物と青田等の補償費用の満額を支払い，かつ被収

用地の農民の社会保障費用を手配し，被収用地の農民の生活を保障し，被収用地の農民

の合法的権益を維持保護しなければならない。

３　収用組織，個人の家屋及びその他の不動産を収用する場合，法に基づき収用補償を与え，

被収用者の合法的権益を維持保護しなければならない。個人の住宅を収用する場合，さ

らに被収用者の居住条件を保障しなければならない。

４　いかなる組織又は個人も収用補償費等の費用の横領，流用，私的分配，留め置き，支

払遅延をしてはならない。

第２４４条【耕地の収用制限】

国家は，耕地に対する特別保護を実行し，農用地の建設用地への転換を厳格に制限し，

建設用地の総量を制御する。法律の規定する権限及び手続に違反して集団が所有する土

地を収用してはならない。

第２４５条【緊急徴用】

応急措置，被災者救済，感染症予防抑制等の緊急の必要により，法律の規定する権限

及び手続に従って組織，個人の不動産又は動産を徴用することができる。徴用された不

動産又は動産は，使用後に被徴用者に返還しなければならない。組織，個人の不動産又

は動産が徴用され又は徴用後に毀損，滅失した場合は，補償を与えなければならない。

第五章　国家所有権及び集団所有権，私人所有権

第２４６条【国家所有権の範囲，性質及び行使】

法律が国家所有と規定する財産は国家所有，すなわち全人民の所有に属する。

２　国有財産は，国務院が国家を代表して所有権を行使する。法律に別段の規定がある場合，

その規定による。

第２４７条【鉱物資源，河川，海域】

鉱物資源，河川，海域は国家所有に属する。

第２４８条【海洋無人島】

海洋無人島は国家所有に属し，国務院が国家を代表して海洋無人島の所有権を行使す

る。

第２４９条【国家所有の土地】

都市の土地は，国家所有に属する。法律が国家所有と規定する農村及び都市近郊の土

地は，国家所有に属する。

第２５０条【国家所有の自然資源】

森林，山岳，草原，荒地，干潟等の自然資源は，国家所有に属する。但し，法律が集

団所有と規定する場合を除く。
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第２５１条【国家所有の野生動植物資源】

法律が国家所有と規定する野生動植物資源は，国家所有に属する。

第２５２条【無線周波数帯域資源】

無線周波数帯域資源は，国家所有に属する。

第２５３条【文化財】

法律が国家所有と規定する文化財は，国家所有に属する。

第２５４条【国防資産，インフラ施設】

国防資産は，国家所有に属する。

２　鉄道，道路，電力施設，電信施設及び石油・ガスパイプライン等のインフラ施設は，

法律が国家所有と規定する場合，国家所有に属する。

第２５５条【国家機関の物権】

国家機関は，その直接支配する不動産及び動産に対して，占有，使用及び法律と国務

院の関連規定に従って処分する権利を有する。

第２５６条【国家運営事業組織の物権】

国家が運営する事業組織は，その直接支配する不動産及び動産に対して，占有，使用

及び法律と国務院の関係規定に従って収益，処分する権利を有する。

第２５７条【国有企業の出資者制度】

国家が出資する企業は，国務院，地方人民政府が法律，行政法規の規定に従って個別

に国家を代表して出資者の職責を履行し，出資者としての権益を有する。

第２５８条【国有財産の保護】

国家が所有する財産は，法律の保護を受け，いかなる組織又は個人による不法占有，

略奪，私的分配，留め置き，破壊を禁止する。

第２５９条【国有財産管理上の法律責任】

国有財産の管理，監督の職責を履行する機関及びその職員は，法に基づき国有財産に

対する管理，監督を強化し，国有財産の価値の維持増加を促進し，国有財産の損害を防

止しなければならない。職権の濫用，職務上の怠慢により，国有財産に損害を与えた場

合は，法に基づき法律責任を負わなければならない。

２　国有財産管理規定に違反して，企業体制の変更，合併・分割，関連取引等の過程において，

低価格の譲渡，共謀による私的分配，無断の担保及びその他の方式により国有財産に損

害を与えた場合は，法に基づき法律責任を負わなければならない。

第２６０条【集団所有財産の範囲】

集団所有の不動産及び動産は，次に掲げるものを含む。

（一）法律が集団所有と規定する土地及び森林，山岳，草原，荒地，干潟

（二）集団が所有する建物，生産施設，農業水利施設

（三）集団が所有する教育，科学，文化，衛生，体育等の施設

（四）集団が所有するその他の不動産及び動産
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第２６１条【農民集団所有権】

農民集団所有の不動産及び動産は，当該集団の構成員の集団所有に属する。

２　次に掲げる事項は，法定手続に従って当該集団の構成員が決定しなければならない。

（一）土地請負計画及び当該集団以外の組織又は個人への土地請負の発注

（二）個別の土地請負経営権者間の請負地調整

（三）土地補償費等の費用の使用，分配方法

（四）集団で出資した企業の所有権変動等の事項

（五）法律が規定するその他の事項

第２６２条【農民集団所有権の行使】

集団が所有する土地及び森林，山岳，草原，荒地，干潟等に対しては，次に掲げる規

定により所有権を行使する。

（一）村農民の集団所有に属する場合，村の集団経済組織又は村民委員会が法に基づき

集団を代表して所有権を行使する。

（二）個別に村内の二つ以上の農民の集団所有に属する場合，村内の各集団経済組織又

は村民グループが法に基づき集団を代表して所有権を行使する。

（三）郷鎮農民の集団所有に属する場合，郷鎮の集団経済組織が集団を代表して所有権

を行使する。

第２６３条【都市部集団所有権】

都市部の集団が所有する不動産及び動産は，法律，行政法規の規定に従って当該集団

が占有，使用，収益及び処分する権利を有する。

第２６４条【集団財産状況の公表】

農村集団経済組織又は村民委員会，村民グループは，法律，行政法規及び定款，村規

民約に従って当該集団構成員に集団財産の状況を公表しなければならない。集団構成員

は関連資料を閲覧，複製する権利を有する。

第２６５条【集団所有財産の保護】

集団が所有する財産は，法律の保護を受け，いかなる組織又は個人による不法占有，

略奪，私的分配，破壊も禁止する。

２　農村集団経済組織，村民委員会又はその責任者が下した決定が集団構成員の合法的権

益を侵害する場合，侵害を受けた集団構成員は人民法院に取消を請求することができる。

第２６６条【私人所有権】

私人は，その合法的な収入，家屋，生活用品，生産手段，原材料等の不動産及び動産

に対して所有権を有する。

第２６７条【私人の合法的財産の保護】

私人の合法的財産は法律の保護を受け，いかなる組織又は個人による不法占有，略奪，

破壊も禁止する。

第２６８条【企業出資者の権利保護】

国家，集団及び私人は，法に基づいて出資し，有限責任会社，株式会社又はその他の
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企業を設立することができる。国家，集団及び私人が所有する不動産又は動産を企業に

出資した場合，出資者が約定又は出資比率に従って資産の収益，重大な意思決定及び経

営管理者の選択等の権利を有し，かつ義務を履行する。

第２６９条【法人財産権】

営利法人は，その不動産及び動産に対して法律，行政法規及び定款に従って占有，使用，

収益及び処分する権利を有する。

２　営利法人以外の法人は，その不動産及び動産に対する権利について，関係する法律，

行政法規及び定款の規定を適用する。

第２７０条【社会団体法人，寄付法人の財産保護】

社会団体法人，寄付法人［捐助法人］が法に基づき所有する不動産及び動産は，法律

の保護を受ける。

第六章　区分所有者の建物区分所有権

第２７１条【建物区分所有権】

区分所有者は，建物内の住宅，事業用物件等の専有部分に対して所有権を有し，専有

部分以外の共有部分に対して共有及び共同管理の権利を有する。

第２７２条【区分所有者の専有部分に対する権利】

区分所有者は，その建物の専有部分に対して占有，使用，収益及び処分する権利を有

する。区分所有者が権利を行使する場合，建物の安全に危害を与えてはならず，その他

の区分所有者の合法的権益を侵害してはならない。

第２７３条【区分所有者の共有部分に対する権利義務】

区分所有者は，建物の専有部分以外の共有部分に対して，権利を有し，義務を負う。

権利の放棄による義務の不履行は許されない。

２　区分所有者が建物内の住宅，事業用物件を譲渡する場合，共有部分に対して有する共

有及び共同で管理する権利も併せて譲渡する。

第２７４条【建築区画内の道路，緑地等の共有】

建築区画内の道路は，区分所有者の共有に属する。但し，都市部の公道に属する場合

を除く。建築区画内の緑地は，区分所有者の共有に属する。但し，都市部の公共緑地又

は個人に属する旨が明示されている場合を除く。建築区画内のその他の公共場所，公共

施設及び不動産管理サービス用建物は，区分所有者の共有に属する。

第２７５条【駐車用区画，車庫の帰属】

建築区画内において，自動車駐車用に計画されている駐車場，車庫の帰属は，当事者

が売却，区分所有権取得付帯贈与又は賃貸等の方式により約定する。

２　区分所有者が共有する道路又はその他自動車の駐車に用いる区画は，区分所有者の共

有に属する。

第２７６条【駐車用区画・車庫と区分所有者のニーズ】

建築区画内において自動車駐車用に計画されている駐車場，車庫は，先ず区分所有者
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のニーズを満たさなければならない。

第２７７条【区分所有者総会，区分所有者委員会】

区分所有者は区分所有者総会を設立し，区分所有者委員会を選出することができる。

区分所有者総会，区分所有者委員会の成立の具体的な条件及び手続は，法律，法規の規

定による。

２　地方人民政府の関係部門，居民委員会は，区分所有者総会の設立及び区分所有者委員

会の選出に対して指導及び協力しなければならない。

第２７８条【区分所有者の共同決定事項及び表決手続】

次に掲げる事項は区分所有者が共同で決定する。

（一）区分所有者総会議事規則の制定及び改正

（二）管理規約の制定及び改正

（三）区分所有者委員会の選出又は区分所有者委員会委員の改選

（四）不動産管理サービス企業又はその他管理者の選任及び解任

（五）建物及びその付属施設のメンテナンス資金の使用

（六）建物及びその付属施設のメンテナンス資金の調達

（七）建物及びその付属施設の改築及び建替え

（八）共有部分の用途変更又は共有部分を利用した事業活動を行うこと

（九）共有及び共同で管理する権利に関するその他の重要事項

２　区分所有者が共同で決定する事項は，専有部分面積の三分の二以上を占める区分所有

者，かつ人数の三分の二以上を占める区分所有者が表決に参与しなければならない。前

項第６号から第８号の規定する事項を決定する場合，表決に参与した専有部分面積の四

分の三以上を占める区分所有者，かつ表決に参与した人数の四分の三以上を占める区分

所有者が同意しなければならない。前項のその他事項を決定する場合は，専有部分面積

の過半数の区分所有者が表決に参与し，かつ表決に参与した人数の過半数の区分所有者

が同意しなければならない。

第２７９条【住宅を事業用物件に変更する場合】

区分所有者は，法律，法規及び管理規約に違反して，住宅を事業用物件に変更しては

ならない。区分所有者は住宅を事業用物件に変更する場合，法律，法規及び管理規約を

遵守するほか，利害関係を有する区分所有者全員の同意を得なければならない。

第２８０条【区分所有者総会，区分所有者委員会の決定の効力】

区分所有者総会又は区分所有者委員会の決定は，区分所有者に対して法的拘束力を有

する。

２　区分所有者総会又は区分所有者委員会の下した決定が区分所有者の合法的権益を侵害

する場合，侵害を受けた区分所有者は人民法院に取消を請求することができる。

第２８１条【メンテナンス資金の帰属，用途，調達，使用】

建物及びその付属施設のメンテナンス資金は，区分所有者の共有に属する。区分所有

者が共同で決定した場合は，エレベーター，屋上，外壁，バリアフリー施設等の共有部
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分のメンテナンス，更新及び改造に用いることができる。建物及びその付属施設のメン

テナンス資金の調達，使用状況は定期的に公表しなければならない。

２　緊急状況下で建物及び付属施設の補修を必要とする場合，区分所有権者総会又は区分

所有者委員会が法に基づき建物及びその付属施設のメンテナンス資金の使用を申請する

ことができる。

第２８２条【共有部分利用による収益】

建設業者，不動産管理サービス企業又はその他管理者等が区分所有者の共有部分を利

用することにより発生した収入は，合理的なコストを控除した後に，区分所有者の共有

に属する。

第２８３条【建物及び付属施設の費用分担，収益分配】

建物及びその付属施設の費用分担，収益分配等の事項について約定がある場合，約定

に従う。約定がない又は約定が不明確である場合は，区分所有者の専有部分面積の占有

比率に従って確定する。

第２８４条【建物及び付属施設の管理】

区分所有者は，建物及びその付属施設を自ら管理することができ，不動産管理サービ

ス企業又はその他管理者に管理を委託することもできる。

２　建設業者が招聘した不動産管理サービス企業又はその他管理者に対して，区分所有者

は法に基づき更迭変更する権利を有する。

第２８５条【不動産管理サービス企業等の管理義務】

不動産管理サービス企業又はその他管理者は，区分所有者の委託に基づいて，本法第

三編の不動産管理サービス契約関係規定に従って建築区画内の建物及びその付属施設を

管理し，区分所有者の監督を受け，かつ区分所有者が提出した不動産管理サービス状況

に関する問合せに対して速やかに回答する。

２　不動産管理サービス企業又はその他管理者は，政府が法に基づき実施する緊急対応処

理措置及びその他管理措置に対して，積極的に協力し関連業務を展開しなければならな

い。

第２８６条【区分所有者の義務，区分所有者総会の職責】

区分所有者は，法律，法規及び管理規約を遵守し，関連する行為は資源節約，生態環

境保護の要求に適合しなければならない。不動産管理サービス企業又はその他管理者に

対して，法に基づき政府が緊急対応処理措置及びその他管理措置を実施する場合，区分

所有者は法に基づき協力しなければならない。

２　区分所有者総会又は区分所有者委員会は，ごみを無断で投棄し，汚染物又は騒音を排

出し，規定に違反して動物を飼育し，違法に建築し，通路を違法に占有し，不動産管理

費の支払いを拒絶する等の他人の合法的権益を侵害する行為に対して，法律，法規及び

管理規約に従って，侵害停止，妨害排除，危険除去，原状回復，損害賠償を行為者に請

求する権利を有する。

３　区分所有者又はその他の行為者が関連義務の履行を拒絶した場合，関係当事者は関係
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行政主管部門に苦情を申立てることができ，関係行政主管部門は法に基づきこれを処理

しなければならない。

第２８７条【合法的権益侵害と区分所有者の請求権】

区分所有者は，建設業者，不動産管理サービス企業又はその他管理者及びその他区分

所有者が自己の合法的権益を侵害する行為に対して，民事責任の負担を請求する権利を

有する。

第七章　相隣関係

第２８８条【相隣関係処理の原則】

不動産の相隣権利者は，生産に有益，生活の便宜，団結互助，公平合理の原則に従って，

相隣関係を正しく処理しなければならない。

第２８９条【相隣関係処理の根拠】

法律，法規に相隣関係の処理に関する規定がある場合，その規定による。法律，法規

に規定がない場合は，当地の慣習に従うことができる。

第２９０条【取水，排水の相隣関係】

不動産権利者は，相隣権利者の取水，排水のために必要な便宜を提供しなければなら

ない。

２　自然流水の利用については，不動産の相隣権利者間で合理的に分配しなければならな

い。自然流水の排出については，自然に流れる方向を尊重しなければならない。

第２９１条【相隣関係中の通行権】

不動産権利者は，相隣権利者が通行等によりその土地を利用しなければならない場合，

必要な便宜を提供しなければならない。

第２９２条【相隣土地の利用】

不動産権利者が建物の建造，修繕及び電線，ケーブル，水道管，暖房とガス管の敷設

等により相隣する土地，建物を利用しなければならない場合，当該土地，建物の権利者

は必要な便宜を提供しなければならない。

第２９３条【相隣建物の通風，採光，日照】

建物を建造する場合，国家の関係建設工事基準に違反してはならず，相隣する建物の

通風，採光及び日照を妨害してはならない。

第２９４条【相隣不動産間の有害物質廃棄等禁止】

不動産権利者は，国家規定に違反して固体廃棄物を投棄し，大気汚染物質，水質汚染

物質，土壌汚染物質，騒音，光，電磁波等の有害物質を排出してはならない。

第２９５条【相隣不動産の安全保護】

不動産権利者は土地の掘削，建物の建造，配管配線及び設備の設置等を行う場合，相

隣不動産の安全に危害を及ぼしてはならない。

第２９６条【相隣権の限度】

不動産権利者が取水，排水，通行，配管配線等により相隣不動産を利用する場合，相
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隣の不動産権利者に対する損害発生をできる限り回避しなければならない。

第八章　共有

第２９７条【共有概念とその形式】

不動産又は動産は，二つ以上の組織，個人により共有することができる。共有は持分

共有（持分のある共有）及び共同共有（持分のない共有）を含む。

第２９８条【持分のある共有】

持分共有者は，共有の不動産又は動産に対してその持分に応じて所有権を有する。

第２９９条【持分のない共同】

共同共有者は，共有の不動産又は動産に対して共同で所有権を有する。

第３００条【共有物の管理】

共有者は，約定に従って共有の不動産又は動産を管理する。約定がない又は約定が不

明確である場合，各共有者はいずれも管理する権利を有し，義務を負う。

第３０１条【共有財産の重要事項に対する表決】

共有の不動産又は動産の処分及び共有の不動産又は動産に対する大修繕，性質又は用

途の変更を行う場合，持分の三分の二以上を占める持分共有者又は全ての共同所有者の

同意を得なければならない。但し，共有者間に別段の約定がある場合を除く。

第３０２条【共有物の管理費用】

共有者に共有物の管理費用及びその他の負担について約定がある場合，その約定に従

う。約定がない又は約定が不明確である場合は，持分共有者はその持分に応じて負担し，

共同所有者は共同で負担する。

第３０３条【共有物の分割規則】

共有者間に共有の不動産又は動産を分割してはならず，共有関係を維持する旨の約定

がある場合，約定に従わなければならない。但し，共有者に重大な理由があり分割する

必要がある場合，分割を請求することができる。約定がない又は約定が不明確である場合，

持分共有者はいつでも分割を請求することができ，共同所有者は共有のための基礎が喪

失し又は重大な理由により分割する必要がある場合，分割を請求することができる。分

割によってその他共有者に損害を与えた場合，賠償しなければならない。

第３０４条【共有物の分割方式】

共有者は協議を経て分割方式を確定することができる。協議が調わない場合，共有の

不動産又は動産を分割することができ，かつ分割により価値が減損しない場合は，現物

を分割しなければならない。分割が困難であり又は分割により価値が減損する場合には

時価換算し，又は強制競売，強制換価により得た代金で分割しなければならない。

２　共有者が分割により取得した不動産又は動産に瑕疵が存在する場合，その他の共有者

は損害を分担しなければならない。

第３０５条【持分譲渡と持分共有者の優先購入権】

持分共有者はその有する共有の不動産又は動産の持分を譲渡することができる。その
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他共有者は同等の条件で優先的に購入する権利を有する。

第３０６条【持分共有者の優先購入権行使】

持分共有者がその有する共有の不動産又は動産の持分を譲渡する場合，譲渡条件をそ

の他の共有者に速やかに通知しなければならない。その他の共有者は合理的期間内に優

先購入権を行使しなければならない。

２　二名以上のその他の共有者が優先購入権の行使を主張する場合，協議を経て各自の購

入比率を確定する。協議が調わない場合，譲渡時の各自の共有持分比率に従って優先購

入権を行使する。

第３０７条【共有から発生した債権債務】

共有の不動産又は動産により生じた債権債務は，対外関係においては，共有者が連帯

債権を有し，連帯債務を負う。但し，法律に別段の規定があり又は共有者に連帯債権・

債務関係が存在しないことを第三者が知っている場合を除く。共有者の内部関係におい

ては，共有者間に別段の約定がある場合を除き，持分共有者は持分に従って債権を有し，

債務を負い，共同所有者は共同で債権を有し，債務を負う。弁済する債務が自己の負う

べき持分を超えた持分共有者は，その他共有者に対して求償権を有する。

第３０８条【共有関係不明時における共有関係の性質推定】

共有者間に，共有の不動産，動産について持分共有もしくは共同所有とする旨の約定

がない又は約定が不明確である場合，共有者間に家庭関係が存在する等の場合を除き，

持分共有であるものとみなす。

第３０９条【持分不明時における共有持分額確定】

持分共有者間に，共有の不動産，動産に対して有する持分につき，約定がない又は約

定が不明確である場合，出資額に応じて確定する。出資額を確定できない場合，同額と

みなす。

第３１０条【用益物権，担保物権の準共有】

二つ以上の組織，個人が用益物権，担保物権を共同で有する場合，本章の関係規定を

参照適用する。

第九章　所有権取得に関する特別規定

第３１１条【善意取得】

処分権を有しない者が不動産又は動産を譲受人に譲渡した場合，所有権者は取り戻す

権利を有する。法律に別段の規定がある場合を除き，次に掲げる事由に該当する場合は，

譲受人は当該不動産又は動産の所有権を取得する。

（一）譲受人が当該不動産又は動産を譲り受けた時に善意であったとき

（二）合理的価格で譲渡されたとき

（三）譲渡された不動産又は動産について，法律の規定に従って登記が必要な場合は既

に登記されているとき，登記が不要な場合には既に譲受人に引き渡されているとき

２　譲受人が前項の規定に従って不動産又は動産の所有権を取得した場合，原所有権者は
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処分権を有しない者に損害賠償を請求する権利を有する。

３　当事者がその他の物権を善意取得した場合，前２項の規定を参照適用する。

第３１２条【遺失物の善意取得】

所有権者又はその他権利者は，遺失物を取り戻す権利を有する。当該遺失物が譲渡に

より他人に占有されている場合，権利者は処分権を有しない者に損害賠償を請求し，又

は譲受人を知りもしくは知り得べき日から２年以内に譲受人に原物の返還を請求する権

利を有する。但し，譲受人が競売を通じて又は営業資格を有する事業者から当該遺失物

を購入した場合には，権利者は原物の返還を請求するときに譲受人が負担した費用を支

払わなければならない。権利者は譲受人に費用を支払った後，処分権を有しない者に対

して求償権を有する。

第３１３条【善意取得の効果】

善意の譲受人が動産を取得した後，当該動産上にあった原権利は消滅する。但し，善

意の譲受人が譲受時に当該権利を知り又は知り得べきであった場合を除く。

第３１４条【拾得遺失物の返還】

遺失物を拾得した場合，権利者に返還しなければならない。拾得者は権利者に受け取

るよう速やかに通知し，又は公安等の関係部門に提出交付しなければならない。

第３１５条【遺失物の処理】

関係部門は遺失物を受け取り，権利者を知っている場合，権利者に受け取るよう速や

かに通知しなければならない。知らない場合は，遺失物の公告を速やかに行わなければ

ならない。

第３１６条【遺失物の保管】

拾得者は遺失物を関係部門に提出交付するまで，関係部門は遺失物が受け取られるま

で，遺失物を適切に保管しなければならない。故意又は重過失により遺失物が毀損，滅

失した場合，民事責任を負わなければならない。

第３１７条【遺失物の保管費用等】

権利者は遺失物を受け取るとき，拾得者又は関係部門に対して遺失物の保管等により

支出した必要費用を支払わなければならない。

２　権利者が懸賞付で遺失物を探す場合，遺失物を受け取るときに合意承諾に従って義務

を履行しなければならない。

３　拾得者が遺失物を横領した場合，遺失物の保管等により支出した費用を請求する権利

を有さず，合意承諾に従った義務の履行を権利者に請求する権利も有しない。

第３１８条【公告期間経過後の遺失物の国庫帰属】

遺失物は受取の公告日から１年以内に受領する者がいない場合，国家所有に帰属する。

第３１９条【漂流物，埋蔵物等の帰属】

漂流物を拾得し，埋蔵物又は隠匿物を発見した場合，遺失物拾得の関係規定を参照適

用する。法律に別段の規定がある場合，その規定による。
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第３２０条【主物譲渡と従物】

主物を譲渡する場合，従物も主物に従って譲渡される。但し，当事者に別段の約定が

ある場合を除く。

第３２１条【果実の帰属】

天然果実は所有権者が取得する。所有権者のほか用益物権者が存在する場合，用益物

権者が取得する。当事者に別段の約定がある場合，その約定に従う。

２　法定果実は当事者に約定がある場合，約定に従って取得する。約定がない又は約定が

不明確である場合，取引慣習に従って取得する。

第３２２条【添附】

加工，付合，混合により生じた物の帰属について，約定がある場合，約定に従う。約

定がない又は約定が不明確である場合，法律の規定に従う。法律に規定がない場合は，

物の効用の十分な発揮及び過失のない当事者保護の原則に従って確定する。一方当事者

の過失又は物の帰属の確定により，他方当事者に損害を与えた場合には，賠償又は補償

を与えなければならない。

第三分編　用益物権

第十章　一般規定

第３２３条【用益物権の定義】

用益物権者は他人が所有する不動産又は動産に対して，法に基づき占有，使用及び収

益する権利を有する。

第３２４条【国家所有及び集団所有の自然資源】

国家所有又は集団が使用する国家所有及び法律の規定により集団所有に属する自然資

源は，組織，個人が法に基づき占有，使用及び収益することができる。

第３２５条【自然資源の有償使用制度】

国家は自然資源の有償使用制度を実行する。但し，法律に別段の規定がある場合を除く。

第３２６条【用益物権者の権利行使】

用益物権者が権利を行使する場合，資源の保護と合理的開発利用，生態環境保護に関

する法律規定を遵守しなければならない。所有権者は用益物権者による権利行使に干渉

してはならない。

第３２７条【収用徴用時の用益物権者の補償請求権】

不動産又は動産が収用，徴用されたことにより，用益物権が消滅し又は用益物権の行

使が影響を受けた場合，用益物権者は本法第２４３条，第２４５条の規定に従って相応

の補償を受ける権利を有する。

第３２８条【海域使用権】

法に基づき取得した海域使用権は法律の保護を受ける。

第３２９条【その他の利用権の保護】

法に基づき取得した探鉱権，採鉱権，取水権及び水域，干潟を使用して養殖，漁労に
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従事する権利は法律の保護を受ける。

第十一章　土地請負経営権

第３３０条【農村土地請負経営制度】

農村集団経済組織は家庭請負経営を基礎として，統一経営と分散経営を結合した二層

経営体制を実行する。

２　農民の集団所有及び農民が集団で使用する国家所有の耕地，林地，草地及びその他の

農業に用いられる土地は，法に基づき土地請負経営制度を実行する。

第３３１条【土地請負経営権の内容】

土地請負経営権者は法に基づきその請負経営を行う耕地，林地，草地等に対して占有，

使用及び収益する権利を有し，栽培業，林業，牧畜業等の農業生産を行う権利を有する。

第３３２条【土地請負経営の期間】

耕地の請負期間は３０年とする。草地の請負期間は３０年から５０年までとする。林

地の請負期間は３０年から７０年までとする。

２　前項の規定する請負期間が満了した場合，土地請負経営権者は農村土地請負の法律規

定に従って請負を継続する。

第３３３条【土地請負経営権の設定と登記】

土地請負経営権は土地請負経営権契約が発効した時から設定される。

２　登記機関は土地請負経営権者に土地請負経営権証，林権証等の証書を発行交付し，か

つ登記に編綴して，土地請負経営権を確認しなければならない。

第３３４条【土地請負経営権の交換，譲渡】

土地請負経営権者は法律の規定に従って，土地請負経営権を交換，譲渡する権利を有

する。法に基づく許可を得ていない場合，請負地を農業以外に用いてはならない。

第３３５条【土地請負経営権の交換・譲渡の登記】

土地請負経営権を交換，譲渡する場合，当事者は登記機関に登記を申請することがで

きる。登記を経由しなければ，善意の第三者に対抗することができない。

第３３６条【請負地の調整】

請負期間内において発注者は請負地を調整してはならない。

２　自然災害により請負地が著しく毀損する等の特殊な事情により，請け負った耕地及び

草地を適切に調整する必要がある場合，農村土地請負の法律規定に従って処理しなけれ

ばならない。

第３３７条【請負地の回収禁止】

請負期間内において発注者は請負地を回収してはならない。法律に別段の規定がある

場合，その規定による。

第３３８条【請負地収用と補償】

請負地が収用された場合，土地請負経営権者は本法第２４３条の規定に従って相応の

補償を受ける権利を有する。
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第３３９条【土地経営権の流通】

土地請負経営権者は法に基づきリース貸出，資本参加又はその他の方式によって他者

に土地経営権を流通することを自ら決定することができる。

第３４０条【土地請負経営権者の権利】

土地請負経営権者は契約の約定期間内に農村の土地を占有し，農業生産経営を自主的

に行い，かつ収益を取得する権利を有する。

第３４１条【土地経営権の設定と登記】

流通期限が５年以上の土地経営権は，流通契約の発効時に成立する。当事者は登記機

関に対して土地経営権登記を申請することができる。登記を経ていないとき，善意の第

三者に対抗することができない。

第３４２条【特別方式で取得した土地経営権の流通】

入札，競売，公開協議等の方式を通じて農村土地を請け負い，法に基づく登記を経て

権利証書を取得した場合，法に基づきリース貸出，出資，抵当権設定又はその他の方式

によって土地経営権を流通させることができる。

第３４３条【国有農用地の請負経営】

国家が所有する農用地で請負経営を実行する場合，本編の関係規定を参照適用する。

第十二章　建設用地使用権

第３４４条【建設用地使用権の定義】

建設用地使用権者は法に基づき国家が所有する土地に対して占有，使用及び収益する

権利を有し，当該土地を利用して建物，構築物及びその付属施設を建造する権利を有する。

第３４５条【建設用地使用権の分層設定】

建設用地使用権は土地の地表，地上又は地下に各別に設定することができる。

第３４６条【建設用地使用権の設定】

建設用地使用権を設定する場合，資源の節約，生態環境保護の要求に適合しなければ

ならず，法律，行政法規の土地用途に関する規定を遵守し，既に設定された用益物権を

侵害してはならない。

第３４７条【建設用地使用権の設定方式】

建設用地使用権を設定する場合，払下げ又は割当等の方式を用いることができる。

２　工業，商業，旅行，娯楽及び商品住宅等の事業用地並びに同一の土地に複数の土地使

用希望者が存在する場合，入札，競売等の公開競争方式を採用して払い下げなければな

らない。

３　割当方式による建設用地使用権の設定を厳格に制限する。

第３４８条【建設用地使用権払下契約】

入札，競売，協議等の払下げ方式を通じて建設用地使用権を設定する場合，当事者は

書面形式を採用して建設用地使用権払下契約を締結しなければならない。

２　建設用地使用権払下契約は一般に次に掲げる条項を含む。
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（一）当事者の名称及び住所

（二）土地の境界，面積等

（三）建物，構築物及びその付属施設が占用する空間

（四）土地の用途，計画条件

（五）建設用地使用権の期間

（六）払下金等の費用及びその支払方式

（七）紛争解決方法

第３４９条【建設用地使用権の登記】

建設用地使用権を設定する場合，登記機関に建設用地使用権設定登記を申請しなけれ

ばならない。建設用地使用権は登記時に設定される。登記機関は建設用地使用権者に対

して権利証書を発行交付しなければならない。

第３５０条【土地用途の限定】

建設用地使用権者は，土地を合理的に利用しなければならず，土地の用途を変更して

はならない。土地の用途を変更する必要がある場合，法に基づき関係行政主管部門の許

可を得なければならない。

第３５１条【建設用地使用権払下金等の支払い】

建設用地使用権者は，法律の規定及び契約の約定に従って払下金等の費用を支払わな

ければならない。

第３５２条【建物等の所有権帰属】

建設用地使用権者が建造した建造物，構築物及びその付属施設の所有権は，建設用地

使用権者に属する。但し，反対証拠により証明された場合を除く。

第３５３条【建設用地使用権の流通方式】

建設用地使用権者は，建設用地使用権を譲渡，交換，出資，贈与又は抵当権を設定す

る権利を有する。但し，法律に別段の規定がある場合を除く。

第３５４条【建設用地使用権流通の契約形式等】

建設用地使用権を譲渡，交換，出資，贈与又は抵当権を設定する場合，当事者は書面

形式を採用して相応する契約を締結しなければならない。使用期間は当事者の約定によ

る。但し，建設用地使用権の残存期間を超えてはならない。

第３５５条【建設用地使用権流通の登記】

建設用地使用権を譲渡，交換，出資又は贈与する場合，登記機関に変更登記を申請し

なければならない。

第３５６条【建設用地使用権流通と建物等の一括処分】

建設用地使用権を譲渡，交換，出資又は贈与する場合，当該土地上に付着する建物，

構築物及びその付属施設も併せて処分する。

第３５７条【建物等流通と建設用地使用権の一括処分】

建物，構築物及びその付属施設を譲渡，交換，出資又は贈与する場合，当該建物，構

築物及びその付属施設の占用範囲内の建設用地使用権も併せて処分する。
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第３５８条【建設用地使用権の期間満了前の回収】

建設用地使用権の期間満了前に，公共利益の必要により当該土地を繰り上げて回収す

る場合，本法第２４３条の規定に従って当該土地上の家屋及びその他の不動産に対して

補償を与え，かつ相応する払下金を返還しなければならない。

第３５９条【建設用地使用権の期間延長】

住宅建設用地使用権の期間が満了した場合，自動的に期間を延長する。更新費用の納

付及び減免は，法律，行政法規の規定に従って処理する。

２　非住宅建設用地使用権の期間満了後の延長は，法律の規定に従って処理する。当該土

地上の家屋及びその他の不動産の帰属につき，約定がある場合，約定に従う。約定がな

い又は約定が不明確である場合は，法律，行政法規の規定に従って処理する。

第３６０条【建設用地使用権の抹消登記】

建設用地使用権が消滅した場合，払下人は速やかに抹消登記手続をしなければならな

い。登記機関は権利証書を回収しなければならない。

第３６１条【集団所有土地を建設用地とする場合】

集団が所有する土地を建設用地とする場合，土地管理の法律規定に従って処理しなけ

ればならない。

第十三章　宅地使用権

第３６２条【宅地使用権の定義】

宅地使用権者は，法に基づき集団が所有する土地に対して占有及び使用する権利を有

し，法に基づき当該土地を利用して住宅及びその付属施設を建造する権利を有する。

第３６３条【宅地使用権の法律適用】

宅地使用権の取得，行使及び譲渡は，土地管理の法律及び国家の関係規定を適用する。

第３６４条【宅地の滅失】

宅地が自然災害等の原因により滅失した場合，宅地使用権は消滅する。宅地を失った

村民に対して，法に基づき宅地を再分配しなければならない。

第３６５条【宅地使用権の変動と登記】

既に登記された宅地使用権が譲渡され，又は消滅した場合，速やかに変更登記又は抹

消登記をしなければならない。

第十四章　居住権

第３６６条【居住権の定義】

居住権者は，生活居住の必要を満たすために，契約の約定に従って，他人の住宅に対

して占有，使用する用益物権を有する。

第３６７条【居住権設定契約】

居住権を設定する場合，当事者は書面形式を採用して居住権設定契約を締結しなけれ
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ばならない。

２　居住権設定契約は一般に次の条項を含む。

（一）当事者の氏名又は名称及び住所

（二）住宅の位置

（三）居住の条件及び要求事項

（四）居住権の期間

（五）紛争解決方法

第３６８条【居住権の設定】

居住権は無償で設定する。但し，当事者に別段の約定がある場合を除く。居住権を設

定する場合，登記機関に居住権登記を申請しなければならない。居住権は登記時から設

定される。

第３６９条【居住権の制限規定と例外】

居住権は，譲渡，相続することができない。居住権を設定した住宅を賃貸してはなら

ない。但し，当事者に別段の約定がある場合を除く。

第３７０条【居住権の消滅】

居住権の期間が満了し，又は居住権者が死亡した場合，居住権は消滅する。居住権が

消滅した場合，速やかに抹消登記手続をしなければならない。

第３７１条【遺言方式による居住権設定と法律適用】

遺言方式により居住権を設定する場合，本章の関係規定を参照適用する。

第十五章　地役権

第３７２条【地役権の定義】

地役権者は，契約の約定に従って自己の不動産の便益を高めるために，他人の不動産

を利用する権利を有する。

２　前項にいう他人の不動産を承役地，自己の不動産を要役地とする。

第３７３条【地役権設定契約】

地役権を設定する場合，当事者は書面形式を採用して地役権設定契約を締結しなけれ

ばならない。

２　地役権設定契約は一般に次に掲げる条項を含む。

（一）当事者の氏名又は名称及び住所

（二）承役地及び要役地の位置

（三）利用目的及び方法

（四）地役権の期間

（五）費用及びその支払方式

（六）紛争解決方法

第３７４条【地役権の設定と登記】

地役権は，地役権設定契約の発効した時に設定される。当事者が登記を求める場合，
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登記機関に地役権設定登記を申請することができる。登記を経なければ，善意の第三者

に対抗することができない。

第３７５条【承役地権利者の義務】

承役地の権利者は，契約の約定に従って地役権者によるその不動産の利用を認めなけ

ればならず，地役権者による権利行使を妨害してはならない。

第３７６条【地役権者の権利義務】

地役権者は，契約で約定した利用目的及び方法に従って承役地を利用し，承役地の権

利者の物権に対する制限をできる限り減少させなければならない。

第３７７条【地役権の期間】

地役権の期間は当事者の約定による。但し，土地請負経営権，建設用地使用権等の用

益物権の残存期間を超えてはならない。

第３７８条【地役権とその他の用益物権】

土地所有権者が地役権を有する又は地役権を負担する場合において，土地請負経営権，

宅地使用権等の用益物権を設定するとき，当該用益物権者は既に設定されている地役権

を継続して有し，又は負担する。

第３７９条【用益物権が存在する土地への地役権設定】

土地上に既に土地請負経営権，建設用地使用権，宅地使用権等の用益物権が設定され

ている場合，用益物権者の同意を得なければ，土地所有権者は地役権を設定することが

できない。

第３８０条【地役権の譲渡】

地役権は単独で譲渡することができない。土地請負経営権，建設用地使用権等を譲渡

する場合，地役権も併せて譲渡する。但し，契約に別段の約定がある場合を除く。

第３８１条【地役権と抵当権】

地役権には単独で抵当権を設定することができない。土地経営権，建設用地使用権等

に抵当権が設定されている場合，抵当権の実行時に，地役権も併せて譲渡する。

第３８２条【要役地の一部譲渡】

要役地及び要役地上の土地請負経営権，建設用地使用権等の一部を譲渡するとき，譲

渡部分が地役権にかかる場合，譲受人は同時に地役権を有する。

第３８３条【承役地の一部譲渡】

承役地及び承役地上の土地請負経営権，建設用地使用権等の一部を譲渡するとき，譲

渡部分が地役権にかかる場合，地役権は譲受人に対して法的拘束力を有する。

第３８４条【承役地権利者の解除権】

地役権者が次のいずれかに該当する場合，承役地の権利者は地役権設定契約を解除す

る権利を有し，地役権は消滅する。

（一）法律の規定又は契約の約定に違反して地役権を濫用したとき

（二）承役地を有償で利用し，約定した支払期限を徒過した後，合理的期間内に二度の

催告を受けても費用を支払わないとき
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第３８５条【地役権の変動と登記】

既に登記された地役権が変更，譲渡又は消滅した場合，速やかに変更登記又は抹消登

記の手続をしなければならない。

第四分編　担保物権

第十六章　一般規定

第３８６条【担保物権の定義】

担保物権者は，債務者が履行期の到来した債務を履行せず，又は当事者が約定した担

保物権の実行事由が発生した場合，法に基づき担保財産から優先的に弁済を受ける権利

を有する。但し，法律に別段の規定がある場合を除く。

第３８７条【担保物権の適用範囲及び反担保】

債権者は，貸借，売買等の民事活動において，その債権の実現を保障するために，担

保が必要である場合，本法及びその他の法律の規定に従って担保物権を設定することが

できる。

２　第三者が債務者のために債権者に担保を提供する場合，債務者に反担保を求めること

ができる。反担保は，本法及びその他の法律の規定を適用する。

第３８８条【担保物権設定契約と主たる契約】

担保物権を設定する場合，本法及びその他の法律の規定に従って担保権設定契約を締

結しなければならない。担保権設定契約には，抵当権設定契約，質権設定契約，及びそ

の他の担保的機能を有する契約を含む。担保権設定契約は主たる債権債務契約の従たる

契約である。主たる債権債務契約が無効である場合，担保権設定契約も無効とする。但し，

法律に別段の規定がある場合を除く。

２　担保権設定契約の無効が確認された後，債務者，担保権設定者，債権者に過失があっ

た場合には，その過失に基づいて各自が相応する民事責任を負わなければならない。

第３８９条【被担保債権の範囲】

担保物権の担保範囲は，主たる債権及びその利息，違約金，損害賠償金，担保物の保

管及び担保物権の実行に要する費用を含む。当事者に別段の約定がある場合，その約定

に従う。

第３９０条【担保物権の物上代位性】

担保期間中において，担保財産が毀損，滅失し，又は収用等を受けた場合，担保物権者は，

取得した保険金，賠償金又は補償金等から優先的に弁済を受けることができる。被担保

債権の履行期限が到来していない場合は，当該保険金，賠償金又は補償金等を供託する

こともできる。

第３９１条【債務移転の担保物権に対する効力】

第三者が担保を提供し，その書面による同意を得ずに，債権者が債務者による債務の

全部又は一部の移転を認めた場合，担保権設定者は相応する担保責任を負わない。
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第３９２条【物的担保と人的担保】

被担保債権に物的担保だけでなく人的担保もある場合，債務者が履行期の到来した債

務を履行せず，又は当事者が約定した担保物権の実行事由が発生したとき，債権者は約

定に従って債権を実現しなければならない。約定がない又は約定が不明確であり，債務

者自らが物的担保を提供した場合，債権者は，まず当該物的担保から債権を実現しなけ

ればならない。第三者が物的担保を提供した場合には，債権者は，物的担保から債権を

実行することができ，保証人に保証責任の負担を請求することもできる。担保を提供し

た第三者は，担保責任を負担した後，債務者に対して求償権を有する。

第３９３条【担保物権の消滅事由】

次のいずれかに該当する場合，担保物権は消滅する。

（一）主たる債権が消滅したとき

（二）担保物権を実行したとき

（三）債権者が担保物権を放棄したとき

（四）法律の規定により担保物権が消滅するその他の事由

第十七章　抵当権

第一節　一般抵当権

第３９４条【抵当権の定義】

債務の履行を担保するために，債務者又は第三者が財産の占有を移転せずに，債権者

のために当該財産に抵当権を設定する場合，債務者が履行期の到来した債務を履行せず，

又は当事者が約定した抵当権の実行事由が発生したとき，債権者は当該財産から優先的

に弁済を受ける権利を有する。

２　前項の規定する債務者又は第三者を抵当権設定者，債権者を抵当権者，担保として提

供された財産を抵当財産とする。

第３９５条【抵当財産の範囲】

債務者又は第三者が処分権を有する次に掲げる財産に抵当権を設定することができる。

（一）建物及びその他の土地定着物

（二）建設用地使用権

（三）海域使用権

（四）生産設備，原材料，仕掛品，製品

（五）建造中の建物，船舶，航空機

（六）交通輸送手段

（七）法律，行政法規により抵当権設定が禁止されないその他の財産

２　抵当権設定者は，前項の規定する財産につき，併せて抵当権を設定することができる。

第３９６条【生産用動産等の集合抵当】

企業，個人商工業者，農業生産経営者は，現在保有する及び将来保有する生産設備，

原材料，仕掛品，製品に抵当権を設定することができ，債務者が履行期の到来した債務
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を履行せず又は当事者が約定した抵当権の実行事由が発生した場合，債権者は，抵当財

産確定時の動産から優先的に弁済を受ける権利を有する。

第３９７条【建物及び建設用地使用権に対する抵当権設定】

建物に抵当権を設定する場合，当該建物の占用範囲内の建設用地使用権にも併せて抵

当権を設定する。建設用地使用権に抵当権を設定する場合は，当該土地上の建物にも併

せて抵当権を設定する。

２　抵当権設定者が前項の規定に従って併せて抵当権を設定しない場合，抵当権が設定さ

れていない財産にも併せて抵当権が設定されたものとみなす。

第３９８条【郷鎮，村企業の建設用地使用権，建物への抵当権設定】

郷鎮，村の企業の建設用地使用権には単独で抵当権を設定することができない。郷鎮，

村の企業の工場等の建物に抵当権を設定する場合は，その占用範囲内の建設用地使用権

にも併せて抵当権を設定する。

第３９９条【抵当権を設定できない財産】

次に掲げる財産には抵当権を設定することができない。

（一）土地所有権

（二）宅地，自留地（個人が保有する土地），自留山（個人が保有する山地）等の集団が

所有する土地の使用権。但し，法律の規定により抵当権を設定できる場合を除く。

（三）学校，幼稚園，医療機関等の公益を目的として設立された非営利法人の教育施設，

医療衛生施設及びその他の公益施設

（四）所有権，使用権が不明な又は紛争が存在する財産

（五）法に基づき封印，差押え，管理監督をされている財産

（六）法律，行政法規が抵当権を設定することができないと規定するその他の財産

第４００条【抵当権設定契約】

抵当権を設定する場合，当事者は，書面形式を採用して抵当権設定契約を締結しなけ

ればならない。

２　抵当権設定契約は，一般に次に掲げる条項を含む。

（一）被担保債権の種類及び額

（二）債務者の債務履行期限

（三）抵当財産の名称，数量等の状況

（四）担保する範囲

第４０１条【抵当直流条項の効力】

抵当権者は，債務履行期限が到来する前に，抵当権設定者との間で，債務者が履行期

の到来した債務を履行しない場合に抵当財産は債権者の所有に帰属させる旨の約定をし

たとき，法に基づき抵当目的物から優先弁済を受領できるだけである。

第４０２条【不動産抵当権と登記】

本法第３９５条第１項第１号から第３号の規定する財産又は第５号の規定する建造中

の建物に抵当権を設定する場合，抵当権設定登記を行わなければならない。抵当権は登
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記時に設定される。

第４０３条【動産抵当権の効力】

動産に抵当権を設定する場合，抵当権は，抵当権設定契約の発効した時に設定される。

登記を経なければ，善意の第三者に対抗することができない。

第４０４条【動産抵当権の対抗力制限】

動産に抵当権を設定する場合，正常な事業活動において既に合理的な代金を支払い，

抵当権を設定した財産を取得した買受人に対抗することができない。

第４０５条【抵当権と賃借権の関係】

抵当権が設定される前に抵当財産が既に賃貸され，かつ占有が移転していた場合，原

賃貸借関係は当該抵当権の影響を受けない。

第４０６条【抵当財産の譲渡】

抵当権設定期間内において，抵当権設定者は抵当財産を譲渡できる。当事者に別段の

約定がある場合，その約定に従う。抵当権を設定した財産を譲渡する場合，抵当権は影

響を受けない。

２　抵当権設定者が，抵当財産を譲渡する場合，速やかに抵当権者に通知しなければなら

ない。抵当権者は，抵当財産の譲渡が抵当権に損害を与えるおそれがあることを証明で

きる場合，譲渡により得た代金について抵当権者への債務の繰上げ弁済又は供託を抵当

権設定者に対して請求できる。譲渡代金が債権金額を超えた部分は抵当権設定者の所有

とし，不足する部分は債務者が弁済する。

第４０７条【抵当権と債権の分離譲渡禁止】

抵当権を債権と分離して単独で譲渡し，又はその他の債権の担保に供することはでき

ない。債権を譲渡する場合，当該債権が担保される抵当権も併せて譲渡する。但し，法

律に別段の規定又は当事者に別段の約定がある場合を除く。

第４０８条【抵当財産価値減少時の保護措置】

抵当権設定者の行為が抵当財産の価値を減少し得る場合，抵当権者は抵当権設定者に

その行為の停止を請求する権利を有する。抵当財産の価値が減少した場合，抵当権者は，

抵当財産の価値の回復，又は減少した価値に相応する担保の提供を請求する権利を有す

る。抵当権設定者が抵当財産の価値を回復せず，担保も提供しない場合，抵当権者は，

債務の繰上げ弁済を債務者に請求する権利を有する。

第４０９条【抵当権・抵当権順位の放棄・変更】

抵当権者は，抵当権又は抵当権の順位を放棄することができる。抵当権者と抵当権設

定者は，協議を経て抵当権の順位及び被担保債権額等の内容を変更することができる。

但し，抵当権の変更は，その他の抵当権者の書面による同意を得ていない場合，その他

の抵当権者に対して不利な影響を与えてはならない。

２　債務者が自己の財産に抵当権を設定し，抵当権者が当該抵当権，抵当権の順位を放棄

し又は抵当権を変更した場合，その他の担保権設定者は，抵当権者が喪失した優先的に

弁済を受ける権益の範囲内において担保責任を免れる。但し，その他の担保権設定者が
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担保提供の継続を承諾した場合を除く。

第４１０条【抵当権の実行】

債務者が履行期の到来した債務を履行せず又は当事者が約定した抵当権の実行事由が

発生した場合，抵当権者は，抵当権設定者との協議を経て抵当財産を時価換算し又は強

制競売，強制換金し，その代金から優先的に弁済を受けることができる。協議がその他

の債権者の利益を害する場合，その他の債権者は，人民法院に当該協議の取消を請求す

ることができる。

２　抵当権者と抵当権設定者が抵当権実行方式について協議が調わない場合，抵当権者は，

人民法院に抵当権を設定した財産の強制競売，強制換金を請求することができる。

３　抵当権を設定した財産を時価換算又は強制換金する場合，市場価格を参照しなければ

ならない。

第４１１条【動産集合抵当の財産確定】

本法第３９６条の規定に従って抵当権を設定する場合，抵当財産は次のいずれかが発

生した時に確定する。

（一）債務の履行期限が到来したが，債権が実現されていないとき

（二）抵当権設定者が破産宣告を受け又は解散したとき

（三）当事者が約定した抵当権の実行事由が発生したとき

（四）債権の実現に重大な影響を与えるその他の事由

第４１２条【抵当財産果実の帰属】

債務者が履行期の到来した債務を履行せず，又は当事者が約定した抵当権の実行事由

が発生したことにより，抵当財産が人民法院から法に基づく差押えを受けた場合，差押

えを受けた日から，抵当権者は当該抵当財産の天然果実又は法定果実を収取する権利を

有する。但し，抵当権者が法定果実を弁済すべき義務者に通知していない場合を除く。

２　前項の規定する果実は，まず果実収取費用に充当しなければならない。

第４１３条【抵当財産換価代金の帰属】

抵当財産を時価換算又は強制競売，強制換金をした後，その代金が債権金額を超えた

部分は抵当権設定者の所有に帰属し，不足する部分は債務者が弁済する。

第４１４条【同一財産に複数抵当権がある場合の弁済順序】

同一財産に二名以上の債権者に対して抵当権が設定されている場合，抵当権を設定し

た財産の強制競売，強制換金により得た代金は，次に掲げる規定に従って弁済する。

（一）抵当権が既に登記されている場合，登記時期の前後に従って弁済順序を確定する。

（二）抵当権が既に登記されている場合，未登記の場合に優先して弁済を受ける。

（三）抵当権が未登記の場合，債権の比率に従って弁済する。

２　その他登記可能な担保物権について，弁済順序は前項の規定を参照適用する。

第４１５条【抵当権，質権の弁済順序】

同一財産に抵当権だけでなく，質権も設定されている場合，当該財産の強制競売，強

制換金により得た代金については，登記，引渡し時期の前後に従って弁済順序を確定する。
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第４１６条【売買代金抵当権】

動産抵当が担保する主たる債権は，抵当財産の代金であり，目的物の交付後１０日以

内に抵当権設定登記を行った場合，当該抵当権者は，抵当物買受人のその他の担保物権

者に優先して弁済を受ける。但し，留置権者を除く。

第４１７条【抵当権設定後に追加された建物】

建設用地使用権に抵当権が設定された後，当該土地上に新たに追加された建物は，抵

当財産に属さない。当該建設用地使用権について抵当権を実行する場合，当該土地上に

新たに追加された建物と建設用地使用権を併せて処分しなければならない。但し，新た

に追加された建物により得た代金について，抵当権者は優先弁済を受ける権利はない。

第４１８条【集団所有土地使用権に設定された抵当権実行】

集団所有の土地使用権に法に基づき抵当権を設定した場合，抵当権を実行した後，法

定手続を経なければ，土地所有権の性質及び土地の用途を変更することができない。

第４１９条【抵当権の存続期間】

抵当権者は，主たる債権の訴訟時効期間内に抵当権を行使しなければならない。行使

しない場合，人民法院はこれを保護しない。

第二節　根抵当権（最高額抵当権）

第４２０条【根抵当権の定義】

債務の履行を担保するために，債務者又は第三者が一定期間内に継続して発生し得る

債権に対して担保財産を提供した場合に，債務者が履行期の到来した債務を履行せず又

は当事者が約定した抵当権の実行事由が発生したときは，抵当権者は債権極度額の限度

内で当該担保財産から優先的に弁済を受ける権利を有する。

２　根抵当権設定前に既に存在する債権は，当事者の同意を得て，根抵当権の担保する債

権の範囲に組み入れることができる。

第４２１条【根抵当権の被担保債権の一部譲渡】

根抵当権の被担保債権の確定前に，債権の一部を譲渡する場合，根抵当権を譲渡する

ことはできない。但し，当事者に別段の約定がある場合を除く。

第４２２条【根抵当権内容の変更】

根抵当権の被担保債権の確定前に，抵当権者と抵当権設定者は，協議により債権の確

定期間，債権の範囲及び債権の極度額を変更することができる。但し，変更の内容は，

その他の抵当権者に対して不利な影響を与えてはならない。

第４２３条【根抵当権の被担保債権確定事由】

次のいずれかに該当する場合，抵当権者の債権が確定する。

（一）約定した債権の確定期間が満了したとき

（二）債権の確定期間に関する約定がない又は約定が不明確であり，抵当権者又は抵当

権設定者が根抵当権設定日から満２年を経過した後に債権確定を求めたとき

（三）新たな債権が発生し得ないとき
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（四）抵当財産が封印，差押えを受けたことを抵当権者が知り又は知り得べきであると

き

（五）債務者，抵当権設定者が破産宣告を受け又は解散したとき

（六）法律の規定により債権が確定するその他の事由

第４２４条【根抵当権の法律適用】

根抵当権については，本節の規定を適用するだけでなく，本章第一節の関係規定も適

用する。

第十八章　質権

第一節　動産質

第４２５条【動産質の定義】

債務の履行を担保するため，債務者又は第三者がその動産に質権を設定して債権者に

占有させた場合，債務者が履行期の到来した債務を履行せず又は当事者が約定した質権

の実行事由が発生したとき，債権者は当該動産から優先的に弁済を受ける権利を有する。

２　前項の規定する債務者又は第三者を質権設定者とし，債権者を質権者とし，引き渡さ

れた動産を質物とする。

第４２６条【動産質設定の制限】

法律，行政法規が譲渡を禁止している動産に質権を設定することはできない。

第４２７条【質権設定契約】

質権の設定は，当事者が書面形式を採用して質権設定契約を締結しなければならない。

２　質権設定契約は，一般に次に掲げる条項を含む。

（一）被担保債権の種類及び額

（二）債務者の債務履行期限

（三）質物の名称，数量等の状況

（四）担保する範囲

（五）質物の引渡時期，方式

第４２８条【流質条項の効力】

質権者は，債務履行期限の到来前に，質権設定者との間で，債務者が履行期の到来し

た債務を履行しない場合に質物を債権者の所有に帰属させる旨を約定したとき，法に基

づき質物から優先弁済を受領できるだけである。

第４２９条【動産質権の設定】

質権は，質権設定者が質物を引き渡した時に設定される。

第４３０条【質権者の果実収取権】

質権者は，質物の果実を収取する権利を有する。但し，契約に別段の約定がある場合

を除く。

２　前項の規定する果実は，まず果実収取の費用に充当しなければならない。

第４３１条【質権者による質物処分の制限】
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質権者が質権の存続期間において，質権設定者の同意を得ずに質物を無断で使用，処

分して質権設定者に損害を与えた場合，賠償責任を負わなければならない。

第４３２条【質物保管義務】

質権者は質物を適切に保管する義務を負う。保管が不適切であることにより質物が毀

損，滅失した場合，賠償責任を負わなければならない。

２　質権者の行為により質物が毀損，滅失するおそれがある場合，質権設定者は質権者に

対して質物の供託を請求でき，又は債務の繰上げ弁済及び質物の返還を請求することが

できる。

第４３３条【質物の財産保全】

質権者の責めに帰すことができない事由により質物が毀損し，又は価値が明らかに減

少するおそれがあり，質権者の権利を害するに足りる場合，質権者は相応する担保を提

供するよう質権設定者に請求する権利を有する。質権設定者が提供しない場合，質権者

は質物を強制競売，強制換価することができ，質権設定者との協議により，強制競売，

強制換価により得た代金から繰上げて債務を弁済させ，又は供託させることができる。

第４３４条【転質】

質権者が質権の存続期間内に質権設定者の同意を得ずに転質を行って質物が毀損，滅

失した場合，賠償責任を負わなければならない。

第４３５条【質権の放棄】

質権者は質権を放棄することができる。債務者が自己の財産に質権を設定し，質権者

が当該債権を放棄した場合，その他の担保提供者は質権者が喪失した優先弁済を受ける

権益の範囲内で担保責任を免れる。但し，その他の担保提供者がなお担保提供を承諾し

た場合を除く。

第４３６条【質物の返還と質権の実行】

債務者が債務を履行し又は質権設定者が被担保債権を繰り上げて弁済した場合，質権

者は質物を返還しなければならない。

２　債務者が履行期の到来した債務を履行せず又は当事者が約定した質権実行事由が発生

した場合，質権者は質権設定者との協議を経て質物を時価換算することができ，質物の

強制競売，強制換価により得た代金から優先的に弁済を受けることもできる。

３　質物を時価換算し，又は強制換価する場合，市場価格を参照しなければならない。

第４３７条【質権設定者の質権行使請求権】

質権設定者は，債務履行期限の到来後，速やかに質権を行使するよう質権者に請求す

ることができる。質権者が行使しない場合，質権設定者は，人民法院に質物の強制競売，

強制換価を請求することができる。

２　質権設定者が速やかに質権を行使するよう質権者に請求し，質権者が権利行使を怠っ

て質権設定者に損害を与えた場合，質権者が賠償責任を負う。

第４３８条【質物換価代金の帰属】

質物を時価換算又は強制競売，強制換価した場合に，その代金が債権金額を超えた部
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分については質権設定者の所有に帰属し，不足する部分は債務者が弁済する。

第４３９条【根質権】

質権設定者と質権者は，協議により根質権を設定することができる。

２　根質権には，本節の関係規定を適用するほか，本編第十七章第二節の関係規定を参照

適用する。

第二節　権利質

第４４０条【権利質の目的】

債務者又は第三者が処分する権利を有する次に掲げる権利には，質権を設定すること

ができる。

（一）為替手形，約束手形，小切手

（二）債券，預金証書

（三）倉庫証券，船荷証券

（四）譲渡可能な基金持分，株式

（五）譲渡可能な登録商標専用権，専利権（特許，実用新案，意匠を含む），著作権等の

知的財産権における財産権

（六）現在又は将来有する売上債権

（七）法律，行政法規が質権を設定可能と規定するその他の財産権

第４４１条【有価証券に対する権利質設定】

為替手形，約束手形，小切手，債券，預金証書，倉庫証券，船荷証券に質権を設定する場合，

質権は，権利証書が質権者に交付された時に設定される。権利証書がない場合，質権は，

質権設定登記を行った時に設定される。法律に別段の規定がある場合，その規定による。

第４４２条【有価証券に対する権利質実行】

為替手形，約束手形，小切手，債券，預金証書，倉庫証券，船荷証券の支払期日又は

引渡期日が主たる債権の履行期より早く到来する場合，質権者は支払いを受け，又は貨

物を受け取ることができ，かつ質権設定者との協議により支払われた代金又は受け取っ

た貨物から債務を繰り上げ弁済又は供託させることができる。

第４４３条【基金持分等に対する権利質】

基金持分，株式に質権を設定する場合，質権は質権設定登記を行った時に設定される。

２　基金持分，株式は質権を設定した後，これを譲渡してはならない。但し，質権設定者

と質権者が協議により同意した場合を除く。質権設定者が基金持分，株式の譲渡により

得た代金は，質権者に債務を繰り上げ弁済し又は供託しなければならない。

第４４４条【知的財産権に対する権利質】

商標権，専利権，著作権等の知的財産権における財産権に質権を設定する場合，質権

は質権設定登記を行った時に設定される。

２　知的財産権における財産権に質権を設定した後，質権設定者は譲渡又は他人の使用を

許してはならない。但し，質権設定者と質権者が協議により同意した場合を除く。質権
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設定者が質権を設定した知的財産権における財産権の譲渡又は他人の使用の許諾により

得た代金は，質権者に債務を繰り上げ弁済し又は供託しなければならない。

第４４５条【売上債権に対する権利質設定と譲渡制限】

売上債権に質権を設定する場合，質権は，質権設定登記を行った時に設定される。

２　売上債権に質権を設定した後，これを譲渡してはならない。但し，質権設定者と質権

者が協議により同意した場合を除く。質権設定者が売上債権の譲渡によって得た代金は，

質権者に債務を繰り上げ弁済し又は供託しなければならない。

第４４６条【権利質の法律適用】

権利質には本節の規定を適用するほか，本章第一節の関係規定を適用する。

第十九章　留置権

第４４７条【留置権の定義】

債務者が履行期の到来した債務を履行しない場合，債権者は既に適法に占有している

債務者の動産を留置することができ，当該動産から優先弁済を受ける権利を有する。

２　前項の規定する債権者を留置権者，占有されている動産を留置財産とする。

第４４８条【留置財産と債権の関係】

債権者が留置する動産は，債権と同一の法律関係に属さなければならない。但し，企

業間の留置の場合を除く。

第４４９条【留置権の適用範囲】

法律の規定又は当事者の約定により留置できない動産は，留置してはならない。

第４５０条【可分な留置財産】

留置財産が可分物である場合，留置財産の価値は債務の金額に相当しなければならな

い。

第４５１条【留置権者の保管義務】

留置権者は留置財産を適切に保管する義務を負う。不適切な保管により留置財産が毀

損，滅失した場合，賠償責任を負わなければならない。

第４５２条【留置財産の果実】

留置権者は留置財産の果実を収取する権利を有する。

２　前項の規定する果実は，まず果実収取の費用に充当しなければならない。

第４５３条【留置権の実行】

留置権者と債務者は，財産を留置した後の債務履行期限を約定しなければならない。

約定がない又は約定が不明確である場合，留置権者は債務者に６０日以上の債務履行期

限を与えなければならない。但し，腐りやすい生鮮品等の保管が容易ではない動産を除く。

債務者が期限を過ぎても履行しない場合，留置権者は債務者との協議により留置財産を

時価換算することができ，留置財産の強制競売，強制換価により得た代金から優先弁済

を受けることもできる。

２　留置財産を時価換算し，又は強制換価する場合，市場価格を参照しなければならない。
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第４５４条【債務者の留置権行使請求権】

債務者は債務履行期限の到来後に留置権の行使を留置権者に請求することができる。

留置権者が行使しない場合，債務者は人民法院に留置財産の強制競売，強制換価を請求

することができる。

第４５５条【留置権の実行】

留置財産を時価換算し，又は強制競売，強制換価した後，その代金が債権金額を超え

た部分については債務者の所有に帰属し，不足する部分は債務者が弁済する。

第４５６条【留置権とその他の担保物権】

同一動産上に既に抵当権又は質権が設定され，当該動産が更に留置された場合，留置

権者が優先的に弁済を受ける。

第４５７条【留置権の消滅】

留置権者が留置財産に対する占有を喪失し，又は留置権者が債務者から別の担保提供

を受けた場合，留置権は消滅する。

第五分編　占有

第二十章　占有

第４５８条【占有の法律適用】

契約関係等に基づいて占有が発生した場合，関係する不動産又は動産の使用，収益，

違約責任等は，契約の約定に従う。契約に約定がない又は約定が不明確である場合，関

係の法律規定に従う。

第４５９条【悪意占有者の損害賠償責任】

占有者が占有する不動産又は動産を使用して当該不動産又は動産が損害を受けた場合，

悪意占有者は，賠償責任を負わなければならない。

第４６０条【無権占有の返還】

不動産又は動産が占有者に占有された場合，権利者は原物及びその果実の返還を請求

することができる。但し，善意占有者が当該不動産又は動産の保守のために支出した必

要費用を支払わなければならない。

第４６１条【占有物の毀損滅失責任】

占有する不動産又は動産が毀損，滅失し，当該不動産又は動産の権利者が賠償を請求

した場合，占有者は毀損，滅失により得た保険金，賠償金又は補償金等を権利者に返還

しなければならない。権利者の損害が十分に填補されない場合，悪意占有者は，更に損

害を賠償しなければならない。

第４６２条【占有保護の方法】

占有する不動産又は動産の占有が侵害された場合，占有者は原物の返還を請求する権

利を有する。占有を妨害する行為に対して，占有者は侵害停止，妨害排除又は危険除去

を請求する権利を有する。占有の侵害又は妨害により損害を受けた場合，占有者は法に

基づき損害賠償を請求する権利を有する。
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２　占有者の原物返還請求権は，占有の侵害発生日から１年以内に行使しない場合，当該

請求権は消滅する。

（つづく）
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活動報告

【国際研修・共同研究】

ミャンマー：商標法に関するオンラインセミナーについて

国際協力部教官

村　田　邦　行

下　道　良　太

第１　はじめに

２０２０年８月１８日，ミャンマー連邦共和国（以下，「ミャンマー」といいます。）の

商標法に関するオンラインセミナー（“Webinar on Effective Enforcement of the Trade-

mark Law”。以下，「本セミナー」といいます。）が開催されました。

本セミナーでは，「新商標法の円滑な運用に向けての課題と提案（Agenda and Propos-

als for Smooth Operation of the New Trademark Law）」をテーマに，アジア弁理士協

会国際理事の黒瀬雅志弁理士によるプレゼンテーションや，参加者との意見交換が行われ

ました。

日本側からは，ミャンマー長期派遣専門家 1 をはじめとする独立行政法人国際協力機構（以

下，「JICA」といいます。）の関係者や当部教官などが参加し，ミャンマー側からは，商業

省副大臣のほか，連邦最高裁判所，商業省 2，教育省，連邦法務長官府，税関及び警察から関

係者が参加しました。

本稿では，その概要を御紹介します。

なお , 本稿の意見にわたる部分は本稿執筆者の私見であり , 当部の見解ではありません。

第２　本セミナーの背景

１　JICA の「ミャンマー法・司法制度整備支援プロジェクト」では，外国からの投資促

進やそれに伴う市場経済の拡大に対応するための法・司法セクターの能力向上といった

法的インフラ整備を目的とする活動の一環として，知的財産に係る裁判の制度構築に向

けた支援及び職員向けの執務資料作成といった人材育成等に資する支援を行っており，

法務省は，この支援活動に対し全面的に協力しています。

ミャンマーでは，知的財産関連法（特許法，商標法，意匠法，著作権法）の整備を

進めていたところ，２０１９年１月から同年５月にかけて，上記知的財産関連法が成

立しました。本稿執筆時点で明確な施行時期は決まっていませんが 3，商標法は２０２１

年の早い時期の施行が見込まれるほか，他の三法も施行を控えており，上記知的財産

1　 法整備支援プロジェクトの長期派遣専門家のみならず，本セミナーの開催に当たり尽力された高岡裕美
専門家（ミャンマー教育省知的財産行政アドバイザー，特許庁から派遣）も参加されました。
2　 後述する消費者保護センター，知財の登録等を担当する部署などを有する機関
3　商標法の施行時期は未定ですが，２０２０年１０月１日，旧制度下で登記されている商標について，新
法の下で保護を受けるための出願を優先的に受け付ける「ソフトオープン」が開始されました。
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関連法の適切かつ円滑な運用のための準備が喫緊の課題となっています。

２　このような中，当部では，２０２０年３月，知的財産をテーマとした本邦研修を実

施し，同研修において，黒瀬弁理士より，本セミナーと同様のテーマで講義をしてい

ただく予定でしたが，新型コロナウイルス感染症の影響により，同研修は途中で打切

りとなりました。

しかし，黒瀬弁理士の御講義は，知的財産に関する上記のミャンマーの状況に鑑み

て時宜にかなったものであり，新型コロナウイルス感染症の影響により次回の本邦研

修や現地でのセミナー等の見通しが立たない中，黒瀬弁理士の知見を少しでも早くミャ

ンマー側関係者と共有するため，黒瀬弁理士の御協力はもちろん，ミャンマー長期派

遣専門家をはじめとする関係者の御尽力により，オンライン形式による本セミナーの

開催が実現しました。

第３　本セミナーの概要

１　プレゼンテーション

⑴　黒瀬弁理士は，まず，商標法施行後，大量の商標出願とこれに対する大量の異議

申立てがなされ 4，商標権侵害を巡る紛争が多発し，さらに，税関水際措置を強化する

要請も強くなると予想された上で，商標法の円滑な運用に必要とされる体制（商標

の類否判断を迅速，的確に行える体制と，商標権侵害行為を迅速に中止できる体制）

を構築する必要があると指摘されました。

また，商標法の専門家が少ないというミャンマーの現状において，商標法の効果

的かつ円滑な運用を図るためには，各関係機関（省庁）の横断的協力が必要である

との指摘をされました。

⑵　黒瀬弁理士は，この各関係機関（省庁）の横断的協力を実現するために参考にな

るものとして，ASEAN 各国における商標権のエンフォースメント体制を紹介され

ました。ASEAN 各国には，多発する商標権侵害事件に効果的に対処するため，関

係する行政・司法機関が横断的に協力するシステムが形成されており，商標権のエ

ンフォースメント体制の特徴として，①知的財産局とエンフォースメント機関の協

力，②侵害判断又は鑑定業務を行う専門家集団の設置，③海外の知財専門家との交流，

④海外知財情報の調査及び⑤エンフォースメントの実効性を上げるための予算措置

（人材確保，必要機材整備，運用経費など）が挙げられます。以下，ここで取り上げ

られた ASEAN 各国のエンフォースメント体制について，黒瀬弁理士の御説明に沿っ

て御紹介します。

ア　ベトナム

商標権侵害品（模倣品）の摘発機関として，商工省に市場管理局（MSA）があり，

その地方機関である商工局市場管理部による迅速な模倣品摘発は海外から高く評

4　 ミャンマー商標法では，出願後登録前の異議申立て制度が設けられています。
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価されています。

また，知財権の侵害に関する鑑定意見を提供する公的機関として，科学技術省

内に設置されたベトナム知的財産研究所（VIPRI）があり，知財権の侵害に関する

鑑定 5（商標の類否判断），知財権侵害に対する補償金額の算定，権利執行機関に対

する知財研修，海外機関との交流や知財法制度の研究を行っています。

イ　タイ

知的財産局（DIP）内に知的財産権違反取締局（Suppression Division）があり，

商標権侵害の告発を受けて警察と共同で侵害品の摘発を行ったり 6，税関登録申請を

受け付けて税関のデータベースへの入力を行う 7 などといった形で権利執行機関と

協力しています。

また，各省庁の横断組織が形成され，共同で知財権侵害の取締りが実施されて

います 8。２０１６年には，首相をトップとする“National Committee on IP Pol-

icy”の下に，副首相をトップとして１１の関係省庁が参加する“Sub-Committee 

on IPR Enforcement”が設立されました。

ウ　フィリピン

知的財産局（IPOPHIL）内に知的財産権執行部（IEO）があり，知財権者から

の告発を受け，警察や税関などの権利執行機関と協力して行政的な侵害取締りを

行うなど知財権者と権利執行機関とを仲介する役割を果たしているほか，権利執

行状況の調査や報告書の作成などを行っています。

また，司法省，警察，税関など１２の関係機関によって構成され，知財関連の

各行政機関を連携させるためのハブ機能を果たす国家知的財産委員会（NCIPR）

があり，定期的な会議の開催（知財権侵害に関する情報共有），知財権侵害状況の

監視，大統領及び各省庁への調査報告，国民に対する知財教育などを行っています。

エ　マレーシア

商標の出願等を担当する知的財産局（MyIPO）を所管する国内取引・消費者省

（MDTCA）内に権利執行部も設置されており，同部が強力な権限をもって模倣品

の摘発を行っています。

オ　カンボジア

１４の関係機関により構成されるカンボジア反模倣委員会（CCCC）があり，警

察や税関などの権利執行機関と協力して模倣品の摘発を行っているほか，模倣品

撲滅のために国内団体及び国際団体と協力しています。

カ　インドネシア

法務人権省知的財産総局（DGIP）内に権利執行部門が設けられており，商標権

5　 鑑定書は，裁判所や権利執行機関の手続で用いられます。
6　 職員が警察官と一緒に現場に行って鑑定を行うこともあります。
7　 知財権違反取締局が間に入ることで，税関登録が円滑に行われます。
8　 このような取組の結果，タイは，米国通商代表部（USTR）が提出するスペシャル 301 条報告書において，

「優先監視国」から「監視国」に緩和されました。
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者からの告発を受理して，侵害品の摘発を行っています。

⑶　黒瀬弁理士は，ミャンマーにおける商標法の円滑な運用に向けた提案として，①

侵害の判断を行う専門部門の設立，②行政機関による商標権侵害の処理，③商業省

の消費者保護センター（CICC）による模倣品摘発，④税関への商標登録制度の構築，

⑤商標代理人制度の導入などを示されました。

①に関しては，商標法を円滑に運用するためには，商標権の保護範囲を的確に判

断できることが必須であることから，商標の類否判断を迅速・的確に行える専門部

門を設けることや，業務として商標の類否判断を行う商標審査官の専門知識と経験

をエンフォースメントにおいても活用することなどを提案されました。

②に関しては，商標権侵害を迅速に中止させることが重要であり，他方，大量の

商標権侵害事件を，全て裁判所で判断・処理することは困難であることから，商標

権侵害を行政処分によって処理できる制度を構築することなど（行政処分の決定権

限を有する行政機関の設立，侵害の差止めを行うことができる行政執行機関の設立

など）を提案されました。

③に関しては，上記②の提案（商標権侵害事案の行政処分による処理）に関連し

て，CICC が消費者保護の一環として模倣品の摘発を行うことを提案されました。ま

た，CICC が摘発を行うとした場合の検討課題として，誰が商標権の侵害を判断する

か，誰が行政的な処罰の決定を行うか，どのように押収した模倣品の保管，廃棄を

行い誰がその費用を負担するかなどといった問題点を指摘され，それぞれについて

採り得る選択肢を示されました。

④に関しては，海外からの模倣品の流入を阻止するため，税関への商標登録制度

を活用する必要があり，そのために登録の窓口を商業省の知的財産局に設けること 9

などを提案されました。

⑤に関しては，今後，外国からの多数の商標出願，商標に係る短期間での調査依頼，

法制度の内容，商標登録の可能性及び商標権侵害の可能性等の照会などが予想され，

これらへの対応には高度の知識と経験を必要とすることから，高度な実務能力を備

えた商標代理人を早急に育成することが重要であり，この点，商標制度の円滑な運

用のためには上記能力を備えた商標代理人のみが業務を行えるようにすること（業

務独占）が望ましく，また，同能力を担保するためには商標代理人の資格認定制度

の導入 10 が望ましいことなどを述べられました。

⑷　最後に，黒瀬弁理士は，商標制度を円滑に運用することによって得られる経済的

効果として，健全な商品流通市場の実現，事業意欲の向上，投資促進効果，国際評

価の向上及び知財ビジネスの発展を挙げられ，改めて商標制度のエンフォースメン

9　 前述のタイの Suppression Division における仕組みが参考になると思われます。
10　 制度の具体的内容として，商標代理人を登録する商標代理人協会の設立，同協会による商標代理人の管
理，登録料の徴収及び教育など，個人ではなく複数の代理人からなる事務所に資格を付与すること，収入
面でのインセンティブを高めて優秀な人材を集め，内国資本の事務所の拡充を図ること，商標審査官の経
験を資格認定の一要件として商標審査官のインセンティブを高めることなどを提案されました。
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トの重要性を強調されました。

２　意見交換

意見交換ではミャンマー側関係者から意見や質問が活発に出され，黒瀬弁理士のお

話を高い関心を持って聞いていたことがうかがわれました。

例えば，上記提案②及び③に関連して，商業省消費者保護局の参加者から，CICC は

消費者保護法に基づいて消費者の権利を守ることを所掌しているが，現行法の規定を

根拠として模倣品を摘発できるのかは検討を要するとの意見が出されました。ミャン

マーの現行法において，行政機関による模倣品摘発（商標権侵害物品の適切な排除）

ができるのか，できない場合にどのような立法（法改正を含む）が必要になるのか，

今後，日本・ミャンマー両国の関係者で議論する必要があるものと感じました。

また，上記提案⑤に関しては，連邦法務長官府の参加者から，高度な実務能力を備

えた商標代理人の確保・育成のための日本の制度に関して質問があり，これに対して

黒瀬弁理士が日本の弁理士制度について説明するという場面があり，商業省の参加者

からも，“IP Attorney”についての資格試験の導入も検討対象となり得る旨の発言が

ありました。このように，ミャンマー側では，知財に関して専門知識を有する人材を

確保・維持するための制度に関心があることがうかがわれました。商標出願等を担う

代理人制度に関しては様々な制度設計が考えられ 11，各国の実情に応じた制度を導入す

る必要があることは言うまでもありませんが，日本の弁理士制度も参考となる制度の

一つであると思います。

黒瀬弁理士が一貫して必要性を強調しておられたエンフォースメントに関する関係

機関の協力については，商業省の参加者から税関の規則制定に協力したり情報提供を

しているとの発言がありましたが，全体としては各機関が単体として対応する意識が

強いように思われ，今後の改善の余地が大きいと感じました。

第４　おわりに

新型コロナウイルス感染症の影響により，法整備支援活動は一定の制限を余儀なくされ

ているものの 12，商標法の本格施行を間近に控えたミャンマーにとって，施行に向けた準備

を進めることは大変重要なことです。

黒瀬弁理士のプレゼンテーションは，その豊富な知識・経験に基づき，ASEAN 諸国の

実例を紹介しながら，ミャンマーにおける商標法の円滑な運用に向けた具体的提案を行う

ものであり，ミャンマーの状況に鑑み，時宜にかなったものでした。特に，黒瀬弁理士が

何度も言及された，ワンストップでの模倣品摘発や司法手続と比較して時間と費用がかか

らない行政手続によって模倣品を押収・廃棄する仕組みは，権利者の視点から見て，商標

11　 インドネシアの「知的財産権コンサルタント」について，杉山卓也「インドネシアにおける知的財産権
制度を取り巻くサービスの現状について」ICD NEWS77 号 138 頁以降参照。
12　 法整備支援プロジェクトの長期派遣専門家４名は，本稿執筆時点で，日本に帰国したままオンラインで
各種活動を行っています。
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権の実効的なエンフォースメントを実現するに当たり重要な提案であり，ミャンマー側の

参加者にもその問題意識は十分に伝わったものと思われます。

今回，日本・ミャンマー両国関係者の協力の下，オンライン形式で本セミナーを開催で

きたことは，非常に有意義であったといえます。本稿執筆時点で，新型コロナウイルス感

染症が収束する見通しは立たないものの，今後も，オンラインを活用しながら，両国の協

力関係を更に深める活動が継続されることを望みます。

【黒瀬弁理士のプレゼンテーションの様子】

【意見交換の様子（左：黒瀬弁理士，右下：ミャンマー側参加者，右上：通訳）】
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ウズベキスタンにおける法整備支援（行政法，民事訴訟，犯罪白書）

～司法制度改革とオンラインの活用という観点から～

国際協力部教官

黒　木　宏　太

第１　はじめに

ウズベキスタンでは，持続的な経済発展のために市場経済化を進めており，その基盤と

なる法整備について支援を必要としている。そのため，法務総合研究所国際協力部は，ウ

ズベキスタンの市場経済化に伴い，基本法令の制定や運用が適正にされるように，技術面

での支援をしている。

本稿では，ウズベキスタンにおける法整備支援の３つの主たる活動のうち，行政法関係

の活動・民事訴訟関係の活動の内容について，報告する。前者（行政法）は法務省とウズ

ベキスタン司法省との間の協力覚書に基づく活動であり，後者（民事訴訟）はＪＩＣＡ（国

際協力機構）の国別研修としての活動である。もう１つの活動は，犯罪白書関係であり，

法務省法務総合研究所とウズベキスタン最高検察庁アカデミーとの間の協力覚書に基づく

ものである。この活動については，次号で庄地美菜子教官より報告される予定であるので，

本稿ではその概要のみ簡単に報告する。

支援活動の内容については，ウズベキスタンにおいては大きな司法制度改革が急速に進

んでいるところであるので，この司法制度改革との関係に触れつつ，報告することとしたい。

加えて，活動内容のほかに，新型コロナウイルス感染症の感染拡大による渡航制限等が

ある状況にあって，ウズベキスタンにおける活動及びその準備はＷｅｂ会議等のオンライ

ンを活用して比較的順調に進んでいるところ，時節柄，法整備支援におけるオンラインの

活用の実践例 1 として参考になると思われるので，オンラインの活用という支援方法等につ

いても，所感を交えて報告する。

なお，本稿のうち，意見等は私見であり，所属部署の見解ではない。

第２　ウズベキスタンにおける急速な司法制度改革

ウズベキスタンでは，２０１６年１２月に就任したシャフカット・ミルジヨーエフ大統

領のもとで，法の支配の確立に向けた司法制度改革が急速に進められている 2。司法制度改革

は，ウズベキスタンの発展戦略（２０１７- ２０２１）の５つの優先課題の１つとされており，

２０２１年に向けて，裁判所の独立，司法アクセスの改善，対審の原則の実践，法的な支

1　  新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況下における法整備支援の在り方については，小松健太「コ
ロナ危機下の法整備支援のあり方について」ICDNEWS 第 83 号（2020 年 6 月号）6 頁を参照。
2　   司法改革を具体的に進めていくために，2017 年 2 月 21 日付けの大統領令 “On measures to fundamentally 
improve the structure and increase the efficiency of the judicial system of the Republic of Uzbekistan” が発せられて
いる。司法制度改革の基本となる大統領令である。
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援やサービスの改善等の主要なテーマを中心として，引き続き，大きな改革がされていく

見込みである。２０１７年から，矢継ぎ早に多くの大統領令が発せられ，様々な改革がさ

れており，他国の例と比べても，幅広い積極的な司法制度改革がされている。

行政法関係，民事訴訟関係については後述することとし，例えば，裁判所関係，法律専

門職による法的サービス関係については，次のような改革がされている。

裁判所関係についてみると，司法の独立を確保するための改革として，最高司法委員会

の設置（司法権の独立を確保するための機関），裁判官の任命プロセスの透明化がされた。

また，２０１８年には，民事訴訟法の改定と経済訴訟法の改定がされるとともに，経済裁

判所の数・役割が強化された。さらに，最近の大統領令 3 では，検察官の訴訟参加について

の国際標準に沿った調整（ウズベキスタンでは，民事訴訟等において，制度上及び実務上，

検察官関与があるところ，この調整がされることとなる。），審級の見直し（「１つの裁判所

－１つの審級の原則」の導入。ウズベキスタンでは，第一審の続審として控訴審・破棄審

があり，このような同一審級に２つの続審がある状況が整理されることとなる。なお，控

訴審・破棄審の上級審は監督審であるが，これについても整理される可能性が高い。）など

について言及されており，引き続き，大きな改革がされる見込みといえる。

法律専門職による法的サービスについてみると，大統領令 4 を踏まえて，弁護士の地位の

向上などが図られている。例えば，弁護士資格を剥奪できるのは裁判所のみであること，

弁護士の接見交通権が認められたこと（妨害されることなく，また，録音録画により監視

されることなく，クライアントに会うことができるようになった。），弁護士活動のために

裁判所の建物内にコンピュータやスマートフォンを持ち込めるようになったことなどが挙

げられる。

第３　ウズベキスタン行政法解説書作成支援

１　司法制度改革

行政法分野についての司法制度改革をみると，２０１７年に各地に行政裁判所が設

置され，２０１８年に行政手続法及び行政訴訟法が制定され，大きな改革が既にされ

たところである。とくに，これらの行政法の制定については，２００５年から，ＪＩ

ＣＡプロジェクトによって，市橋克哉教授をはじめとする日本の研究者を中心に，一

般的な行政手続法及び不服審査手続を規定する行政訴訟法の起草支援が行われ，同プ

ロジェクトは，２０１２年に終了したものの，その後も，歳月を経て何度も修正を重

ねた結果，制定に至ったものであり，日本の法整備支援とも関わりが深いものといえる。

もっとも，ウズベキスタンにおいては，行政手続法及び行政訴訟法が制定されても，

これらの行政法の法原理（比例原則，保護の原則等）や法概念（行政行為，事実行為等）

3　 2020 年 7 月 24 日付けの大統領令 "On additional measures to further improve the activities of the courts and 
increase the effectiveness of justice"
4　 2018 年 5 月 12 日 付 け の 大 統 領 令 “On measures to fundamentally improve the effectiveness of the legal 
profession and the expansion of the independence of lawyers”
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とその背景にある法理論は未知のものであり，これらの法原理や法概念を解釈し運用

した経験がない 5。そこで，ＪＩＣＡ及び市橋教授らによる法典化支援に続き，国際協

力部として，これらの行政法の運用支援を行うこととなった。

２　活動内容

(1)　論点中心の解説書

行政手続法及び行政訴訟法の運用について，その解釈や役立つ実例を盛り込んだ

「解説書」の作成支援である。

すなわち，ウズベキスタンにおいて，現場で行政活動をする行政官，行政関係の

紛争を処理する裁判官をはじめとする法律家にとっては，これらの法律が制定され

たものの，新たに導入された概念などもあり，これらの解説がなければ，実務にお

いてこれらの法律を運用していくことには困難を伴う。もっとも，解説書といっても，

色々なタイプのものがあり，いわゆる条解のコンメンタールのような逐条の解釈指

針を示すものを作成することも考えられるし，初学者向けの基本書のようなものを

作成することも考えられる。しかし，前者は膨大な作業を伴い相当な時間を要する

ため実務が停滞する可能性があるという問題点，後者は実務で使うには適さない面

もあるという問題点があることから，現在は，論点中心の解説書，すなわち，国際

的なスタンダードという観点からみて重要と思われるトピックについて，一通り丁

寧な解説を加えていくものを作成することとしている。

(2)　論点の選定

現時点では，これまで議論した論点（①行政行為，②理由の提示，③職権取消と

信頼保護，④比例原則，⑤聴聞，⑥適法性原則）などが盛り込まれる予定である。

それ以外にも，裁判所による裁量コントロール（審査基準，処分基準等），文書の

閲覧，行政訴訟法関係の論点（原告適格等），管轄などの論点を盛り込みたいという

要望があるため，上記に記載したとおりの論点中心の解説書という観点から，取捨

選択をしつつ，柔軟に論点の選定を行っていく予定である。

(3)　これまでの作成支援

日本側の関係者（市橋教授，国際協力部〈森永太郎部長，担当教官ら〉）とウズベ

キスタン側の関係者（司法省，行政法の研究者等）との間で，２０２０年９月以降，

毎月１回のペースで，Ｗｅｂ会議にて，打ち合わせをしている。打ち合わせでは，

実質的には，行政法の各論点についての意見交換を行っている。内容としては，①

ウズベキスタン側からの発表（適法性の原則，比例原則，行政行為等）及びそれに

対する日本側のコメント，②日本側からの発表（市橋教授及び庄地教官による法律

の留保に関する発表等）及びそれに対するウズベキスタン側のコメントという流れ

で進められている。

5　  問題点の指摘や運用支援の困難さについては，市橋克哉「ウズベキスタンにおける行政法分野の法整備
支援の今」CALE NEWS44 号（2020 年 3 月号）12 頁や，同「ウズベキスタンにおける行政法の法典化と法
解釈および法解釈学の可能性」ICD NEWS 第 75 号（2018 年 6 月号）23 頁を参照されたい。
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なお，この活動のほかにも，２０２０年７月にはウズベキスタンの裁判官研修所

の会議において，日本側から行政法に関する発表（市橋教授より行政手続法の諸問

題について，当職より第三者の原告適格について）をしたり，２０２０年１０月に

はタシケント国立法科大学において，学生及び教員向けに行政法に関する講義（当

職より訴訟類型と証明責任の分配等について）をしたりするなど，ウズベキスタン

との間で，行政法に関する意見交換を活発に行っている。

３　今後の検討課題について

行政手続法及び行政訴訟法の運用についての課題としては，例えば，次のようなも

のが挙げられる。

・　行政手続の基本原則（適法性の原則，比例原則，聴聞を受ける機会の原則等）が

理解されること。例えば，適法性の原則（ウズベキスタン行手法６条）には，日本

の「法律の留保」の議論が含まれると解される余地があるが，どのような行政活動

について，どのような根拠（法律，大統領令や通知等の下位法令等）が必要なのか

については十分に議論されていないように見受けられる。

・　「行政行為」の用語につき定義規定（ウズベキスタン行手法４条）ができたものの，

この解釈は問題である。例えば，土地の利用方法の違反により，行政機関が私人に

対して土地の利用契約を取り消したこと（これが契約解除という趣旨なのかも判然

としない）について，契約の取消し自体がいわば不利益処分として行政行為と解さ

れているようである。日本における講学上の「行政行為」の議論や実定法上の「処分」

に関する議論などを参考に，行政処分・事実行為・行政契約等というような概念に

ついては，今後整理していくべきと思われる。

・　行政裁判所の管轄の問題もある 6。行政訴訟法の視点からは，行政裁判の訴訟対象は

「決定及び（事実）行為」であり，このうちの「決定」は日本法のいうところの行政

処分であるようであるから 7，行政手続法が初めて実定化した「行政行為」概念と行

政裁判の訴訟対象との関係を整理しなければ，そもそも行政裁判所の管轄も不明確

にならざるを得ない。例えば，ウズベキスタンでは，執行官の決定に対する不服を

申し立てる訴訟は経済裁判所の管轄となるが，執行官が執行手続を放置するという

不作為に対する不服を申し立てる訴訟は行政裁判所の管轄となるようである。これ

を前提とすると，行政裁判所における不作為に対する訴訟の係属中に，執行官が執

行しないという決定をした場合には，その決定に対する訴訟は経済裁判所の管轄と

なるように思われる。扱う事象はほぼ裏表ともいえる関係にあるところ，このよう

な管轄でよいかは議論の余地があると思われる。

6　 管轄との関係では，判決効の問題も検討の余地がある。立証免除事由に関する条文として，「民事裁判所
又は経済裁判所の判決により認定された，事件に関与する者に関係のある状況については，民事裁判所又
は経済裁判所の確定判決が，別の事件を審理する行政裁判所に対して拘束力を持つ。」（ウズベキスタン行
訴法７２条）とされており，他の裁判所の判断が，行政裁判所を拘束し得るからである。
7　 ネマトフ　ジュラベック「ウズベキスタンにおける行政裁判制度の法的諸問題（5）―旧ソ連における行
政に対する司法審査との比較研究―」名古屋大学法政論集 268 号（2016）248 頁参照。
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・　行政事件における検察機関の位置付けや関与の在り方も問題となる。ウズベキス

タンでは，検察官が「法律の一般的な守備」（法律の適合性を一般的に守る権限）を

持つ（旧ソビエト時代の「一般監督権限」にあたるもの）ため，違法活動を行った

行政機関に対して，検察官は「異議の申出」（Protest）を行う権限を持っている。

この「異議の申出」に当該行政機関が従わない場合，検察官は，「行政機関の行為の

違法確認を求める訴え」を裁判所に提起でき，行政訴訟において原告となり得る。

しかし，検察官の人的資源の問題等も踏まえて，行政事件のみならず，民事事件や

経済事件においても，検察官関与の在り方は今後も検討されていくものと思われる。

また，これは，原告適格とも関わる問題である。検察官が原告となる場合は原告

適格の問題は生じないが，市民が原告となる場合には原告適格の問題が生じ得るか

らである（もっとも，ウズベキスタンには，第三者の原告適格についての明文の規

定はない。）。

第４　民事訴訟関係の国別研修（本邦研修）

１　司法制度改革

民事訴訟関係についての司法制度改革をみると，大統領令 8 に沿って，民法等の民事

基本法令やその関連法令を国際的なスタンダードや近代化に伴う要請に応える形で改

正するなどの改革をしようとしているところである。基本的には，計画経済から市場

経済へと移行させ，例えば，私的財産に関する権利を強化するなど，企業活動を活性

化させる方向性での改正を試みているものと見受けられる。

ウズベキスタン政府としては，ウズベキスタンの社会状況と国際的なスタンダード

を考慮しつつ，このような改革を進めていくことになるが，そのためには，日本の経

験を学ぶことは有意義であるということで，このような国別研修をすることとなった。

２　ウズベキスタンの民事訴訟制度

日本の民事訴訟における処分権主義や弁論主義等との対比でみると，次のような点

が特徴である。社会主義法の特徴（真実は発見されるべきという考え方，国家監察的

な検察官の役割）が見受けられる。

・　当事者以外の者（特に検察官）による提訴権がある（ウズベキスタン民訴法

１８９条参照）。この意味で，訴訟の開始の局面における日本の処分権主義とは異な

る。

・　裁判所は，原告の権利利益を保護するために必要な場合等には，原告の申立事項

を超えて審判することができる（ウズベキスタン民訴法２５４条）。この意味で，原

告が審判範囲の限界付けをするという日本の処分権主義とは異なる。

・　原告による取り下げには裁判所の受諾が必要とされ，両当事者の訴訟上の和解に

は裁判所の承認が必要となる（ウズベキスタン民訴法１２４条）。この意味で，訴訟

8　 2019 年 4 月 5 日付けの大統領令“On measures to improve civil legislation of the Republic of Uzbekistan”
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終了の局面における日本の処分権主義とは異なる。

・　裁判所は提出された資料及び説明に制限されず，事案の真相及び当事者の権利義

務について，包括的で完全で客観的な明瞭化のために，法律の定める措置を講ずる

権限を有する（ウズベキスタン民訴法１５条）。この意味で，当事者の主張しない事

実を裁判の基礎に据えることはできないという日本の弁論主義とは異なる。

・　自白された事実は証明を要さない。ただし，裁判所が疑問をもった場合には，通

常と同様の証明を要する（ウズベキスタン民訴法８１条）。この意味で，自白が成立

した事実は裁判の基礎に据えなければならないという日本の弁論主義とは異なる。

・　証拠は当事者等により提出されるが，当事者等から提出された証拠が不十分であ

る場合において，当事者等が補充の証拠を提出することが難しいときには，裁判所は，

当事者等の求めに応じて，証拠収集の援助をすることもできる（ウズベキスタン民

訴法７２条）。この意味で，職権証拠調べの禁止という日本の弁論主義とは異なる。

他方で，日本の民事実体法の規定及び運用との対比でみると，次の点が特徴である。

こちらも，社会主義法の特徴（裁判官は法解釈をしてはならないという考え方，計画

経済体制の法）が見受けられる。

・　法律の解釈は，最高裁判所の総会決定を参考に行われる。最高裁判所の総会は，

法律をどのように解釈すべきかについて総会決定の中で見解を示し，下級裁判所は，

この決定をもとに事件処理をしている。すなわち，法律の解釈は，現場の裁判官で

はなく，最高裁の総会決定によってされている面がある 9。

もっとも，最高裁によるという意味では，（立法権・行政権と対比する文脈では）

司法権の独立に寄与している面もあるようであるが，裁判官の独立という観点から

の疑問もあるようである。

・　民法という基本法に，日本では特別法に規定されている事項が多く含まれている。

例えば，日本での保険法，知的財産法，法の適用に関する通則法は，ウズベキスタ

ンでは民法に規定されている。

・　契約 10 については，典型契約として明文規定されているものが多い点に特徴がある。

例えば，リース契約，銀行預金契約，信託管理契約，フランチャイズ契約なども典

型契約として規定されている。このように日本では非典型契約とされている契約に

ついても，民法で規定される典型契約とされているものが多い。この点については，

理想的には裁判官が非典型契約について当事者の意思をしっかり解釈できたほうが

9　  このような事情もあり，法解釈学が発展しにくいということはこれまでも指摘されてきた。岩井具之「ウ
ズベキスタン現地セミナー」ICD NEWS 第 77 号 (2018 年 12 月号 )200 頁のうち，ウズベキスタン側の発言
などを参照。
10　 そもそも契約制度としては，私的自治の尊重と国家による契約の法的拘束力の承認との関係が興味深い
ところである。当事者は，自分の生活空間を自由に形成することが認められる。そうした私的自治に対して，
国家は必要以上に介入してはならない。当事者のした約束を国家が「契約」として承認し強制することも，
私的自治からみれば国家による介入としての性格をもつ。このような私人と国家との関係が，非典型契約・
典型契約の内容や，契約の自由の内容にも影響を与えている。この点については，山本敬三『民法講義Ⅳ
-1　契約』（有斐閣・2005 年）17 頁参照。
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よいとも考えられる一方で，ウズベキスタンでは，裁判官が非典型契約について当

事者の意思解釈をするという運用が確立されていない場合もあり，その場合には，

法律に明記されていることが，社会の安定や投資の促進につながることも多く，法

律に定めておくことについて，現時点では合理性があるとする見解もある。

契約の自由については，上記の典型契約・非典型契約の話とも関係するが，契約

の自由の消極的側面（契約締結の自由，相手方選択の自由，内容形成の自由，方式

の自由）との関係では，例えば，契約で定めるべき内容については政令で書かれて

いることなども多くあり，内容形成の自由（どのような内容の契約をしてもよいと

いう自由）については日本に比べると制限がある印象である。

３　国別研修（本邦研修）の概要

ＪＩＣＡの国別研修として，２０２０年４月から２０２３年３月までの３年間で，

毎年１回・約２週間，「権利の保護と経済の自由化のための司法能力の強化」に関する

研修をすることを予定しており，研修の内容としては，民法・民事訴訟法の運用に関

する研修を予定している。

第 1 回目となる令和２年度の研修は，訪日での実施を検討しているが，新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大の影響により，日程を短縮した上で，Ｗｅｂ会議等のオン

ラインを活用して実施する可能性もある。民事訴訟制度の概要は上述したとおりであ

るが，これを踏まえて，市場経済の下における民法・民事訴訟法の運用の在り方及び

実例を紹介しつつ，ウズベキスタンにおける今後の議論の参考にしていただきたいと

考えている。

第５　犯罪白書作成支援活動の概要

国際協力部では，２０２０年６月より，ウズベキスタン最高検察庁アカデミーによる犯

罪白書の作成について，支援を開始した。

日本側の関係者とウズベキスタン側の関係者との間で，毎月１回のペースで，Ｗｅｂ会

議にて，ワークショップをしており，統計データの集積方法やビジュアライゼーションの

実情等について，活発な意見交換を行っている。この活動については，支援の経緯等も含

めて，次号で庄地教官より報告される予定である。

第６　オンラインの活用

１　新型コロナウイルス感染症の法整備支援への影響 11

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で，世界では，互いの国を自由に行き

来することができなくなり，分断が生じている。法整備支援の活動も，当然大きな影

響を受けている。日本の法整備支援は，対象国の関係者との間で密接にコミュニケー

11　 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況下における法整備支援については，森永太郎「コロナ禍と
ＩＣＤ」CALE NEWS45 号（2020 年 9 月号）3 頁，枝川充志「コロナ禍におけるベトナム法整備支援の現
状と今後」同号 4 頁，内藤裕二郎「リモート法整備支援」同号 5 頁も参照されたい。
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ションをしながら活動を行い，支援対象国の主体性を重視した「寄り添い型」の支援

であることが特徴であるが，日本の関係者と対象国の関係者が互いの国を自由に行き

来することができなくなった状況で，相互のコミュニケーションをどのように図り，「寄

り添い型」の支援をしていくことができるかが問題となる。

２　国際協力部のテレワーク環境等

ところで，私は，２０２０年４月から，国際協力部教官として勤務しているが，こ

れまで，ウズベキスタンに出張することがないだけでなく，国際協力部のある国際法

務総合センターに出勤することもほとんどなく，テレワークで勤務をしている。国際

法務総合センターでは，新型コロナウイルス感染症対策として，教官は原則テレワー

クとするとともに，国際事務部門では，出勤者数を絞った上で，事務机の間にパーティ

ションを設けたり，一部の出勤者は別室での分散勤務をしたりしている。

国際協力部では，テレワーク環境が整備されている。ほとんどの必要な資料は電子

化されており，サーバー上の共有フォルダに保存されているため，ペーパレス化が進

んでいる。リモートアクセスツールにより，テレワーク中であっても，データやソフ

トウェアにアクセスできるため，電子化された資料等を参照することができる。また，

コミュニケーションツールとしては，メッセージ，Ｅメールのほか，メッセージ等で

は伝わりにくい細かいニュアンス等については，電話，Ｗｅｂ会議システムを利用して，

情報共有をすることができる。このように，ペーパレス化，リモートアクセス，コミュ

ニケーションツール，とテレワーク環境は一通り整っているといえる。

３　ウズベキスタンの法整備支援におけるオンラインの活用と所感

(1)　ウィズコロナ時代のオンラインの活用

国際協力部による法整備支援は，支援対象国から来日する法・司法関係者向けの

本邦研修や，現地セミナー，相互訪問による共同研究などが活動の中心である。す

なわち，互いの国を自由に行き来できることが活動の前提となっているところ，今

年度に予定されていたこれらの活動については，全て延期か中止となる可能性が極

めて高い状況である。

ア　本邦研修等自体について

このような状況にあって，活動の中心である本邦研修等について，Ｗｅｂ会議

にて代替する形での開催を検討することは自然な発想であり，ウズベキスタンの

国別研修（本邦研修）についてはこの代替手段を検討している。

私自身，この間，多くのＷｅｂ会議によるセミナー等に参加してきたが，参加

しやすい・参加人数も多くできるなどのメリットがある一方で，反応が分かりに

くい・集中力が続きにくい・目が疲れるなどのデメリットもあるように感じてい

る。これらのメリット・デメリットを踏まえながら，ウズベキスタンの国別研修（本

邦研修）の代替手段として，Ｗｅｂ会議による開催を検討している。例えば，参

加人数については訪問の研修よりも人数を増やす等の柔軟な対応をしつつ，各研

修のコマを短くしたり意見交換を多めにしたりして集中力を保ちやすくするなど
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の工夫をしていくべきであると感じている。

もっとも，日本の関係者と対象国の関係者が相互に行き来できた場合とは異な

り，施設等を訪問しながら互いの制度を知ったり，実際に文化・社会・雰囲気を

肌で感じ取ったり，公式にも非公式にも直接の対話を重ねたりして，ひいては，

信頼関係を構築していくといったようなことは，Ｗｅｂ会議による開催では代替

することは非常に困難であると思われる。これらの困難についても，できる限り

解決していきたいとは考えており，例えば，Ｗｅｂ会議による開催の可能性があ

るウズベキスタンの国別研修（本邦研修）では，民事訴訟に関するビデオ教材を

作成することで，せめて施設訪問等の雰囲気だけでも感じてもらいたいと準備を

しているところであるが，これが完全な代替にはならないことは言うまでもない。

要するに，ウィズコロナ時代においては，Ｗｅｂ会議による本邦研修等が活動

の中心になると思われ，様々な工夫をすることができるものの，どれほど工夫を

しても，完全な代替になり得るものではないと感じている。

イ　本邦研修等の準備について

他方で，本邦研修等の準備についてみると，オンラインの活用により様々な面

で円滑化・効率化が進んでいるように思われる。

これまで，ウズベキスタンのように長期専門家が派遣されていない国において

は，英語メールでのやり取りによる準備が通常であった。多くの場合，国際協力

部側の担当教官と対象国のカウンターパート機関の窓口担当者が直接やり取りす

るか，又は，日本の関係機関 ( ＪＩＣＡ，名古屋大学等 ) の対象国現地オフィス

のスタッフを通じて対象国のカウンターパート機関とやり取りするなどしてい

た。多くの場合はこれでも上手くいっていたものの，一部の国や案件では，メー

ルを送ったもののなかなか返信がなかったり，窓口担当者が英語を得意としてい

なかったり，窓口担当者が頻繁に変わったりして安定しなかったり，窓口担当者

とキーパーソンとの間で伝言ゲームのようになり意思疎通が上手くいかなかった

りなどの問題もあった。この点は，オンラインの活用によって，かなり円滑になっ

てきているものと思われる。すなわち，Ｗｅｂ会議で打ち合わせをすることで，

実際に通訳にも参加していただいて互いの母国語で議論を進めることができ，同

時的なやり取りができ，多数の関係者が一同に参加することでニュアンスを含め

て情報共有することができ，日本及び対象国のキーパーソン等にも参加していた

だくことでその場で話を進めることができ，（画面越しとはいえ）お互いに顔を合

わせながら話をすることができ多少の温度感を感じることができるなど，円滑な

やり取りをすることができている。例えば，ウズベキスタンの国別研修（本邦研修）

では，Ｗｅｂ会議でやり取りすることで，対象国のニーズの項目中でどこの部分

にどの程度の比重で関心があるかなどの細かい部分を把握することができ，実体

法と手続法のコマの比重を調整するなどの準備をすることができている。もっと

も，これまでは，メールでのやり取り以外にも，研修の準備段階で，現地出張を
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することで，対象国のニーズを正確に把握するようにしていたところであり，Ｗ

ｅｂ会議でのやり取りは，メールでのやり取りと比べるとニーズを把握するのに

適しているものの，現地出張と比べるとニーズを把握する手段としてはかなり劣

る。

これより進んで，ウズベキスタンの行政法に関する活動の打ち合わせでは，毎

月１回のペースで，実質的には，行政法の各論点についてのＷｅｂ会議での意見

交換を行っているし，犯罪白書の活動でも，毎月１回のペースで，Ｗｅｂ会議で

のワークショップを行っている。これらのＷｅｂ会議での活動は，それ自体が解

説書の作成等に向けた小規模な意見交換会であるとともに，状況が許せばいずれ

は開催することを予定している相互訪問による研修について，その研修の準備又

は研修の効果を高めるための論点整理的な活動ともいえるものである。このよう

なＷｅｂ会議の活用は，充実した研修をする上で，かなり効果的な手段といえる

と思われる。裁判で例えるなら，争点整理と公判のようなものであり，争点整理

についてはオンラインを活用することで円滑的・効率的に進めていくことができ

ていると感じている。もっとも，当然ながら，充実した争点整理が公判を代替す

るものではない。また，これらの論点整理的な活動が，オンラインの活用により

比較的上手く進んでいるのも，結局は，これまで，日本の関係者と対象国の関係

者が相互に行き来し，信頼関係を築いてきたからである。

ウ　その他について

国際協力部の部内会議等については，便利になった面があるといえそうである。

国際協力部では，教官は原則テレワークのため，Ｗｅｂ会議による内部会議をし

ており，一部の会議については，長期専門家にも参加していただいている。この

ようなＷｅｂ会議の活用は，当初は，従来行っていた対面での会議を代替すると

いう面が大きかったが，現在は，これを超えた機能を果たしている。すなわち，

これまで，国際協力部では，教官や専門官の出張が多く，日程調整に難航したり，

本来出席が望まれる者を欠いたまま会議を行わざるを得なかったりしたところ，

今後は，出張等で違う国にいたとしても，全員が参加可能な会議もしやすくなっ

た点や，さらには，長期専門家等にも参加していただき易くなった点は，便利に

なったといえる。加えて，部内会議ではないが，Ｗｅｂ会議を活用することで，

担当国やプロジェクトを超えて，法整備支援に関わる多くの関係者で会議をした

こともあり，なかなか集まることができない多くの関係者が参加することができ

た。

また，移動時間と他の業務との兼ね合いの都合等により，これまで参加したく

とも参加できなかった国際会議等に，多くの教官が参加できるようになった。こ

れは国際協力部の体制のほかにも，国際会議等自体がＷｅｂ会議に対応するよう

になったことが大きいと思われるが，国際会議等への参加は関心や見聞を広げる

上で非常に有意義であり，便利になったといえる。私自身，この間，色々な国際
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会議等に参加させていただいた。ある１週間では，ラオスで開催されているサブ

ワーキンググループへの参加，ニューヨークで開催されているＵＮＤＰ（国連開

発計画）の年次総会の聴講，ウズベキスタンで開催されている裁判官研修所での

講義，ベトナムで開催されているＪＣＣ（合同調整委員会）への参加という週が

あり，移動時間と物理的距離を超えて，およそ参加できなかった会議等に参加で

きているという点において，Ｗｅｂ会議の利便性を感じたところである。

(2)　ポストコロナ時代のオンラインの活用

ポストコロナ時代，すなわち，互いの国を自由に行き来できるようになった場合

には，支援対象国から来日する法・司法関係者向けの本邦研修や，現地セミナー，

相互訪問による共同研究などの中心となる活動を再開させることができる。他方で，

ウィズコロナ時代において，日本の関係者及び対象国の関係者のいずれもがＷｅｂ

会議をすることに慣れたことは，法整備支援のやり方の選択肢を増やしたものとも

いえる。ウィズコロナ時代に引き続き，オンラインの活用も工夫していくべきであ

るとも思われる。

これまで述べたことをまとめると，次のようなことが考えられる。これは，上述

したような国際協力部のテレワーク環境を前提としたものであり，今後これらの環

境がより良くなれば，できることがさらに増えるであろう。

ア　本邦研修等自体については，これまでと同様に，日本の関係者と対象国の関係

者が相互に行き来して行うことで，施設等を訪問しながら互いの制度を知ったり，

実際に文化・社会・雰囲気を肌で感じ取ったり，公式にも非公式にも直接の対話

を重ねたりして，ひいては，信頼関係を構築していくことになるだろう。

もっとも，本邦研修等の開催のやり方については，オンラインの活用により，

選択肢が増えたものと思われる。例えば，現地セミナーを開催するにしても，集

合方式とＷｅｂ会議方式を併用することで，会場の収容人数を超えて参加人数を

増やすことができたり，地方の法曹関係者等の参加が容易になったり，あるいは，

Ｗｅｂ会議の機能を駆使して質疑応答を容易にできたりすると思われる。

イ　本邦研修等の準備については，日本の関係者及び対象国の関係者のいずれもが

Ｗｅｂ会議慣れしたことにより，英語メールでのやり取りによる準備の一部又は

大部分を，Ｗｅｂ会議でのやり取りで代替できる可能性がある。また，Ｗｅｂ会

議によって，充実した研修のための論点整理的な活動をすることもできる。この

ようなオンラインの活用によって，訪問による研修の効果をこれまで以上に高め

ることができると思われる。

他方で，ポストコロナ時代においても，研修の準備段階で，現地出張をするこ

とで，対象国のニーズを正確に把握する必要性は高いと思われる。また，オンラ

インの活用も，信頼関係が前提となるものであり，これまで自由な行き来ができ

ない期間が相当長期になっていることからすると，色々な機会に，互いに直接会

い，膝を突き合わせて対話をする必要性は益々高くなってくるものともいえる。
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ウ　国際協力部の部内会議等については，ポストコロナ時代においても，引き続き，

Ｗｅｂ会議を活用することにより，全員が参加可能な会議による情報共有や，各

国のプロジェクトを超えた情報共有をすることで，互いの活動に良い影響を与え

合うことができると思われる。

国際会議等についても，ポストコロナ時代においても，引き続き，国際会議等

自体がＷｅｂ会議での対応を続けることが予想されるところでもあり，これまで

と比べて，多くの国際会議等へ参加できるようになったことで，関心や見聞を広

げる良い機会を得ることができるものと思われる。

第７　おわりに

ウズベキスタンは，シルクロードの要衛として古くから文化的に栄えた地域であり，学

問の水準が高いといわれている。また，名古屋大学が２０００年代初頭からタシケント国

立法科大学と学術提携を行い，同大学内に名古屋大学日本法教育研究センターを設立して，

日本法を教育するなどしていることなどから，日本へ留学する優秀な学生も多く存在する。

私自身も，犯罪白書や行政法の活動を通じて，ウズベキスタンの法律実務家等と議論さ

せていただいたり，名古屋大学のご協力の下，同大学のウズベキスタンの学生と勉強会を

させていただいたりしているが，議論のレベルが総じて高く，毎回とても勉強になると感

じている。また，母国語に加えて，英語や日本語も堪能な方も多い。

本稿で記載したような今後の課題はあるものの，ウズベキスタンは，急速な改革を進め

ていく気概やエネルギーがあり，優秀な人材も多く，今後の発展が期待される楽しみな国

である。国際協力部としても，今後もウズベキスタンとの協力関係を継続しつつ，時に切

磋琢磨しながら，発展に協力していきたい。
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【講義・講演】

２０２０年８月から同年１０月までの間に，当部の教官等が行った講義・講演は下記の

とおりです。

記

１　名古屋大学における講義

　　日　時：２０２０年９月１日（火）

　　場　所：Ｗｅｂ会議システムを利用してオンライン参加

　　対　象：日本法教育研究センター・コンソーシアムレクチャーシリーズ申込者

　　テーマ：法務省による法整備支援

　　教　官：国際協力部長　森永太郎

２　京都大学における講義

　　日　時：２０２０年１０月１０日（土）

　　場　所：Ｗｅｂ会議システムを利用してオンライン参加

　　対　象：法科大学院生

　　テーマ：諸外国での法整備支援活動等 

　　教　官：国際協力部教官　伊藤浩之

３　慶應義塾大学における講義

　　日　時：２０２０年１０月１５日（木）

　　場　所：Ｗｅｂ会議システムを利用してオンライン参加

　　対　象：学生

　　テーマ：法整備支援の企画

　　教　官：国際協力部長　森永太郎

４　タシケント国立法科大学における講義

　　日　時：２０２０年１０月１９日（月）

　　場　所：Ｗｅｂ会議システムを利用してオンライン参加

　　対　象：教員，学生等

　　テーマ：日本の行政訴訟の訴訟類型と証明責任の分配等

　　教　官：国際協力部教官　黒木宏太
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５　神戸大学における講義

　　日　時：２０２０年１０月２２日（木），同月２３日（金），同月２９日（木），同月

３０日（金）

　　場　所：Ｗｅｂ会議システムを利用してオンライン参加

　　対　象：学生

　　テーマ：Japanese Criminal Justice

　　教　官：国際協力部長　森永太郎



105ICD NEWS　第 85 号（2020.12）

【活動予定】

２０２１年１月から同年３月までの間に，当部が行う予定の研修等は，下記のとおりです。

実施日時が未定の研修等については記載しておらず，新型コロナウイルスの感染状況等を

踏まえ，下記研修等は延期又は中止となる場合がありますので，あらかじめ御了承ください。

記

１　国際知財司法シンポジウム（Ｊ－ＳＩＰ）・フォローアップセミナー

(1) ラオスセミナー

日　時　２０２１年１月１５日（金）

場　所　ヴィエンチャン（Ｗｅｂ会議システムを利用してオンラインでも参加）（予定）

テーマ　知的財産権を保護するための制度及び運用

担　当　国際協力部教官　下道良太，黒木宏太，矢尾板隼

国際専門官　千間聡子

(2) ミャンマーセミナー

日　時　２０２１年１月１９日（火）

場　所　Ｗｅｂ会議システムを利用してオンラインで参加（予定）

テーマ　商標権のエンフォースメント

担　当　国際協力部教官　下道良太，黒木宏太，矢尾板隼

国際専門官　千間聡子

２　第１０回国際民商事法シンポジウム

日　時　２０２１年３月４日（木）

場　所　大阪中之島合同庁舎及びＷｅｂ会議システムを利用してオンラインで参加

（予定）

テーマ　東南アジア４か国のジョイントベンチャー法制と実務対応（仮）

担　当　国際協力部教官　庄地美菜子，川野麻衣子

国際専門官　本間基之，嵐文子，原島隆寛
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また，２０２１年３月７日（日）から同月１２日（金）までの間，国立京都国際会

館において，第１４回国際連合犯罪防止刑事司法会議（京都コングレス）が開催され

ます。当部は，サイドイベントとして，独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）と共

催で講演（テーマ「法の支配を実現するための司法アクセスの強化に関する成功事例」）

及びパネルディスカッション（テーマ「ラオス・ネパール・ベトナムにおける司法ア

クセスへの取組」（仮））を実施予定です。オンラインによる参加も可能です。詳細は，

決定次第，ホームページに掲載されますので，次のＵＲＬ（http://www.moj.go.jp/

KYOTOCONGRESS2020/）にて御確認ください。
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業務調整専門家の眼

ラオス法整備支援の１０年間

[ ラオス ] 法の支配発展促進プロジェクト

業務調整専門家

川　村　　仁

１．はじめに

私がラオスに来たのは，１９９９年，今から２０年以上前のことになります。日本の国

際ＮＧＯの職員として赴任したのでした。１０年間ＮＧＯの世界で，無我夢中にグラスルー

ツの人たちと関わってきました。そしてそののち，２０１０年に，現在の「法の支配発展

促進プロジェクト」の前の「法律人材育成強化プロジェクト」業務調整員としてのポスト

を得て，ＮＧＯからＯＤＡの世界へ引っ越してきたのです。プロジェクトの名称こそ変わ

りましたが，２０１０年から始まったラオスでのプロジェクトの基本的な活動やそのスタ

イルは現在まで変わりがありません。本稿は業務調整員として一国の法整備支援プロジェ

クトに１０年間携わった経験の中で，日本から来られた法律専門家とともに，大勢のラオ

ス人カウンターパートと協働し，いかにスムーズにプロジェクトを動かし，有意義な活動

を行うかに腐心し，工夫する中でのいくつかのエピソードを紹介し，そこから僅かでもな

にかしらの「学び」を記録できたらと期待したものです。

私のこの経験はラオスという国に限られたもので，他国での支援にすぐに応用できるも

のではないでしょう。ステレオタイプにそれぞれの国の国民性をジョークにすることは好

きではないのですが，長く暮らしていると，お隣のベトナム人，中国人，カンボジア人や

タイ人とは似ているようで明らかに違う「ラオス人気質」というものも分かってきます。

それがゆえに国際協力，法整備支援もそれぞれの国ごとにやり方やスタイルを変えざるを

得ないでしょうし，それがプロジェクト運営の難しさでもあり，面白さでもあります。

２．人が来ない

２０１０年に始まったプロジェクトの最初の１年は本当に苦難の連続でした。今でもよ

く覚えていますが，民事訴訟法ワーキンググループの最初の会議の日に，現在はラオス最

高裁副長官に若くして昇進されたブンクアン・タヴィサックさんから「こんな計画じゃ何

をしていいのか分からない。いつまでに何をするのかもっと詳細なプランを示してくれな

いと困る。」と多少あきれた顔つきで言われたのでした。確かにそうかもしれない。我々の

プロジェクトは４つの機関から人が集まり，ラオスの法律を研究して，成果物（本）を作る，

としか決まっていませんでしたから。いつまでに，どんな本を作るのか，まったく白紙か

らのスタートでした。

「結果として３０ページの薄い本でもいいんです。時間がかかってもいいんです。プロセ

スを重視してください。」とＪＩＣＡ本部の専門員からは言われましたが，別々の４つの機
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関から集められた年齢も経験もばらばらなメンバーは「俺たちこれからなにすりゃいいん

だろう」とでも言いたそうな途方にくれた表情でした。それ以来，会議を計画してもなか

なか参加者が集まらない日が続きます。法務省から派遣されていた専門家チーフは，約束

した会議時間５分前になると「今日はメンバーが来てくれるだろうか」と心配そうにカー

テンを開けて窓から駐車場を見つめていました。「おっ来た！」１０分遅れで１人，５分

後にもう１人。でも結局来たのは２人だけで，１時間お茶を飲んで待ったが，他誰も来ず，

結局その日は散会。そんなことがしばらく続いたのでした。

４つのカウンターパート（司法省，最高人民裁判所，最高人民検察庁，国立大学法政治

学部）から選抜されたメンバーで混合のサブワーキンググループを作って，ラオス法を研

究し，本を執筆する。というプロジェクトのコンセプトは今から振り返ると大変画期的で，

１０年経った今もなおそのスタイルが継続しています。しかし，そのやり方が定着するま

でには，相当な時間が必要だったのです。

３．スキナー箱とごほうび

会議を計画しても参加者が少ない中，どうしたら皆さんに参加してもらえるかを真剣に

考えました。そのとき，大学の教育心理学の授業で勉強したスキナー箱という実験を思い

出しました。箱の中のマウスがレバーを押すと餌が出るようにすると，そのうちに自発的

にレバーを押す行動が定着するというものです。行動心理学では好ましい行動を定着させ

るには，「頻繁に報酬（ごほうび）を少量与える」のがいいと言われます。カウンターパー

トをネズミに例えるなんて大変不遜ですが，我々人間もなにかごほうびがないと，忙しい

本来業務の最中に同僚の冷たい視線を浴びながら，事務所を抜け出してプロジェクトの会

議に参加しようとは思わないものかもしれません。なにか行動強化のための報酬が必要だ

と思いました。

時間を割いてプロジェクトまで来てくれたメンバーをまず大切に歓待しよう，という目

標を定めました。飲み水だけでなく，クッキーとオイシ（Ｏｉｓｈｉという名称の甘い緑茶）

を用意し，専門家みんなで７０人以上もいるカウンターパートメンバー全員の名前と顔を

覚えることにしました。これは日本人には大変なことでした。なんといってもラオス人の

名前は難しいし，長いのです。更に普段はニックネームで呼びあうので，ラオス人同士も

本名を知らないなんてことも当たり前なのです。その後もワーキンググループの食事会を

企画したり，合宿形式の会議（リトリート会議）を始めたり，あるいは会議の前日には全

員に確認の電話をしたりと，メンバーの参加度を高める工夫は何でもやりました。

これはごほうびとは言えないかもしれませんが，合宿会議の夜，メンバーと専門家の食

事会では，率先して日本側が歌や踊りを披露しました。宇宙戦艦ヤマトを熱唱した専門家，

また，日本人チームでピンクレディのＵＦＯを踊ったこともありました。ラオス側メンバー

から大きな拍手をいただいたとは思いますが，皆さんの笑顔は多少微妙であったのは間違

いないでしょう。

そうした努力が実って，徐々に会議の参加者は増えていきました。また会議だけでなく，
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局長クラスの方が，プロジェクト事務所をふらっと訪ねてくれることも増えました。法律

のレポートを書いているが，日本人専門家の意見を聞きたい，と言ってやってくる方も増

えたのはうれしい限りでした。

しかしながら「報酬（ごほうび）」で参加をうながすというやり方はそのままではすぐに

壁にぶつかります。ごほうびがないと会議に来なくなってしまうからです。きわめて分か

りやすいのは，「日当」が支給されれば出席するが，なければ参加しない，という問題です。

これを解決するのはなかなかに難しいことですが，最終的にはいかに「内発的な動機付け」

を養成できるかにかかっていると思います。

現在中部高等裁判所長のソムサック・タイブンラックさんがプロジェクトの終了時評価

の際に話してくれた言葉が忘れられません。「ＪＩＣＡのプロジェクトに参加してとても

議論が楽しい。外国の大学に留学するより，このプロジェクトに参加した方がずっとよい。

外国に留学しても外国法のことしか勉強できないが，このプロジェクトではラオスの法律

について勉強でき，皆で議論ができるからです。」彼のようにプロジェクトに参加し，議論

することが楽しい，という境地に至ってくだされば，こんなにうれしいことはありませんし，

仮に目先のごほうびがなくても，参加率は向上するはずです。

４．ラオス語

ラオス側メンバーと専門家間の関係が，緊張や不信ではなく，心からの安心と信頼に基

づいた関係であることは大変重要です。誰でも遠慮せずに発言したり，質問したりできる

ことが大事です。年長者や専門家の発言に対しても，若いスタッフが遠慮なく反論したり，

自説を唱えたりできる場，それを保証するために私たちは「敷居を下げ，だれでも気軽に

参加し，立ち寄ることができるプロジェクト」にすることを目指しました。特にいつも現

地語であるラオス語でやり取りできる，というのはプロジェクトの敷居を低くすることに

役立ちました。ラオスの一般の公務員は英語は相当苦手ですし，また，かなり英語が得意

な方たちであっても，ラオス語での会話，議論だと安心して（冗談なども混ぜながら）話

をを進められるようでした。

２０１０年当時，日本側とラオス側が，何語を介して，どのように議論を進めるかを検

討し，いろいろと試みたことを思い出します。その結果，日本の法律専門家の皆様にとっ

ても，英語を介して議論をするのは難しいことが分かりました。（日本の専門家の英語能力

が限定的であるという理由以上に，日本語－英語－ラオス語と二重に通訳を介すことで，

用語の定義の違いなどが増幅され，本意が伝わらないという理由が大きい）そのため，原

則的には，「日本語－ラオス語」の通訳を介して，議論を進めることを基本方針としました。

それから日本語－ラオス語通訳者を探す長い旅が始まったのでした。法整備支援におい

て通訳の重要性とともに，法分野の通訳のできる人材がいかに限られているか，を思い知

らされることになりました。いったい何人の通訳者候補を面接し，試験的に通訳をやって

いただいたことでしょう。そしてことごとく「私には無理です・・・」「法律の通訳はやり

たくないです」と断られたことか。しかし通訳者がいなくても，プロジェクトの活動は進
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めなければなりません。仕方なく，業務調整員の私が通訳をかってでることとなりました。

とはいえ，日本の法律もラオスの法律もまったく勉強したことがない私に会議の通訳は大

変な重荷で，翌日の通訳が心配で，夜眠れなかったこともしょっちゅうでした。

ラオス語の通訳者にとって大きなハンディキャップとなるのは，まともな辞書がない，

ということです。仕方なく日本語－タイ語，あるいは英語－タイ語の辞書を補助的に使う

しかありませんでした。（ラオス語とタイ語はともにパリー・サンスクリット語を源流とし

ており，共通点の多い兄弟語と言えます）その当時の私にとって，日本の法務省刑事局の

編纂した「法律用語対訳集（タイ語編）」は参考にできる法律関連の唯一の辞書であり，ペー

ジが手垢で黒くなるほど使わせていただきました。心から感謝いたします。

まったく自信のない中で通訳を担当して，印象的なことがありました。刑事訴訟法グルー

プの会議の中で，ラオス側が「裁判所でタイスワンをする」という説明がしきりに出てき

ました。

私「すみません，タイスワンってどういう意味ですか？」

カウンターパート「（そんなことも知らないの）裁判官が，当事者に尋問（サックターム）

することですね」

私「んん？それではタイスワンと尋問（サックターム）はどう違うんですか？」

カウンターパート「ええ？？んんん・・・サックタームは何かを質問することだし，タイ

スワンはタイスワンですよ！」

とりあえず，タイスワン＝審問と訳しておきましたが，日本側法律専門家も納得してく

れません。「審問って，裁判官の一行為をいうのか，それとも裁判の手続の一つですか？」

ラオス側にも質問してみますが，要領を得ませんでした。謎が解けないまま，不本意なが

ら「タイスワンとは裁判官が当事者に尋問，質問するようなこと（らしい）」としておきま

した。

その後，２か月ほど経って，ある会議の終了後，もしかしたら説明していただけるので

はと思って，国立大学法政治学部長のヴィエンヴィライ・ティエンチャンサイ先生（当時

副学部長）に，「タイスワン」って何ですかと質問をぶつけてみました。

ヴィエンヴィライ先生「語源的には昔から，警察官が（捜査）するのをスープ・スワン，

検察官がするのをソープ・スワン，裁判官がするのをタイ・スワンというのですよ」

なるほど！なにか一行為を指す言葉ではなく，捜査官，検察官，裁判官それぞれの主体

別に行う捜査，取り調べ，聴取，審問などを大きくひっくるめた用語だったのか，と謎が

解けた瞬間でした。

現在私自身が会議通訳をする場面はほとんどなくなりました。極めて優秀かつ経験のあ

る何人かの日本語－ラオス語通訳者が協力してくれているからです。今活躍してくれてい

る通訳者の皆さんとは，今まで１０年間ずっとこうして専門用語の定義と，その意味のス

コープに頭を悩ませ，適切な訳語を追い求める日々でした。そして，今もなお議論のたび
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に新しい訳語が生まれています。その蓄積があるからこそ，現在のプロジェクトでは以前

に比べ，より深い法律の議論が可能となっているのです。

５．チャートを作る

民事訴訟法，刑事訴訟法ワーキンググループの最初の活動で，それぞれの訴訟手続チャー

トを作ろう，ということになったのは，図らずも大正解であったと思います。現在でもこ

のチャートブックは各機関で利用されていますし，国会議員にも配布され，とても分かり

やすいと評判を得ました。ラオスの民事，刑事の訴訟手続の流れをチャート化し，それぞ

れの手続の根拠条文を併記したものです。どちらも２０ページに満たない大変薄い冊子で

す。しかし実際に作り始めてみると，簡単に思えた作業に多くの紆余曲折がありました。

まず，ラオスの皆さんにとって「チャート図」というものが一般的でないことが最初の

大きな障害でした。ラオス側から最初に出された案は，「民事訴訟の７段階」というもので，

四角く囲まれた訴訟手続が線で結ばれていますが，なんと一番最初の第一審手続がページ

の一番下にあり，それから最高裁の破棄審まで，手続の流れが上に上がっていくものでした。

たぶん最高裁を頂点とする裁判所の組織図を使って手続チャートを作ったために，下から

上に向かうチャートになっていたようです。

「手続のチャート図は，時間の流れに従って各手続が矢印でつながっていくもので，上か

ら下に，あるいは左から右に流れがないと不自然」であると説明したものの，最初「どう

して下から上にではいけないんだ？」とすぐには納得してもらえませんでした。しかし作

業をしていくうちに，訴訟手続のチャートはページをまたがって，数ページにわたること

が分かり，そうするとチャートは上から下に流れていかざるを得ない，ということが経験

的にラオス側にも理解されていきました。

また，多くの途上国で同じようなことが言えると思いますが，多くの会議，または研修

会であっても，参加者は座ったまま，ということが多いです。特にランクの高い公務員が

上座に座り，若手は後ろの方に遠慮がちに座ります。しかし人材育成のプロジェクトで，

特に若い公務員の養成を考えると，いつも固定した席というのは活発で自由な議論の妨げ

になります。

こうした点でもチャート作りという活動は，人材育成にとても適していたように思いま

す。いつものように座ったままでチャート作りはできないからです。皆さんに立ち上がっ

ていただき，小グループに分かれ，各手続を厚紙に書き出し，それをボードに貼り付けて

いくことでチャートを少しずつ作成していきます。小グループに分かれること，年齢や席

順のギャップを取り除いたことで少しずつ若いメンバーにも発言が増えていきました。

チャート作りのために考案した道具もあります。というのも，当初フリップチャートや

ホワイトボードを使っていましたが，すぐにスペースが足りなくなりました。次はグルー

プごとに大きな模造紙をつなげて壁に貼って，そこに各手続を記入した厚紙を貼って作業

していきましたが，会議室によっては適当な壁がないこともありました。そこで，町の建

材屋に行って塩ビのパイプを購入し，それを使って組み立て式の自立するボードを作りま
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した。会議終了後は分解して，プロジェクトの４ＷＤに積み，持ち帰って，次の会議でま

た同様に組み立てることができる優れものです。考案した専門家の名前をとって「石岡式

組立自立ボード」と名付けました。

こうした訴訟手続チャート作りは，最初の予想よりだいぶ時間はかかりましたが，今ま

でラオスになかったものとして，またそれを作成したメンバーの人材育成に大いに寄与し

たとして，ラオス側から高く評価されました。

 

【好評を得た訴訟手続チャート】 【石岡式組立自立ボードを使って議論する 
専門家とカウンターパート】

６．研修の前に，訓練を

プロジェクト開始当初，日本から来た法律専門家が頭を抱えていたのは，カウンターパー

トのワーキンググループメンバーが法律書を持っていない，会議に持ってこない，という

ことでした。法律の解説書やコンメンタールではありません。法律書そのものを持ってい

ない，あるいは持っていても会議に持ってこない，という問題でした。そのため，日本の

専門家が「ただいまラオス側から実務では○○している旨説明がありましたが，その根拠

条文はなんでしょうか？」と質問しても，「確か刑事訴訟法の中にそういう条文があるはず

ですが・・・」としか答えられず，確認もできない。日本側は翻訳されたラオス法を持っ

ていて，「それは第○○条ですか？」と聞いても，ラオス側は誰も法律書を持っていないの

で確認できない，などということが繰り返し起こりました。日本側専門家が，ラオス側の

意見や説明のたびに，「その根拠は？」としつこく聞き続けるので，そのうちラオス側のリー

ダーが専門家に代わって「その根拠は？」と聞くようになり，１年ほど経つと，若いメン

バー自身が意見を言った後に自らその根拠条文を確認し，メンバーの記録担当者がプロジェ

クターにその根拠条文を映して，全員で確認する，というようなことが起こってきました。

こういう変化というのは，１回２回の研修で身に付くものではなく，繰り返し繰り返し

言われたり，指摘されたりして初めて獲得できる。特に若い法律家にとっては，研修の前

に，法律家としての「訓練」（あるいは「しつけ」と言ってもいい）が必要なのではないか，

と思ったものでした。メスや鉗子を持たない外科医が手術できないのと同様，法律書を持っ

てこない法律家は仕事ができません！という専門家の言葉に，カウンターパートも半分恥
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ずかしそうにうなずいていたことを思い出します。

その後１０年が経ち，議論の中で根拠条文を確認することは当たり前のことになり，昔

はなかった自前のノートブックＰＣを持ってくる人も増え，すべての法律，政令などを即

座に確認することもできる時代になりました。またＵＳＡＩＤの支援で司法省が作ったス

マートフォンの画期的アプリケーション「Ｌａｏ Ｌａｗ」もあり，Ｗｉ－Ｆｉがあればス

マートフォン上ですべての法律を参照でき，法律の議論をするのにすこぶる便利な時代に

なっています。

７．カウンターパートに寄り添う

最近，開発途上国に対する日本の法整備支援は「寄り添い型支援」という言葉を耳にす

るようになりました。「寄り添う」という言葉を今まで意識して使ってきたことはないです

が，寄り添い型支援とはどういう支援をいうのでしょうか。私なりに意訳すれば「相手国

のことをよく理解し」「一緒になって行う」「被支援国中心の支援」ということでしょうか。

確かに一部の国の支援には，「相手国のことを理解しないまま」「ドナー国が一方的に」「押

し付け」ているのでは，と思われるものがあります。

支援する相手国のことをよく理解することの重要性に異議を唱える方はいないでしょう。

派遣される専門家はどなたも派遣前にラオス関連の本を読んだり，ラオス語の基礎を勉強

されたり，それぞれに努力をされて赴任されていました。赴任後は，まずはプロジェクト

のアシスタントからラオス料理の名前を教えてもらったり，伝統のスカートを仕立ててみ

たり，結婚式やお葬式に呼ばれて参列したりするでしょう。あるいは活動の相談をするた

めにカウンターパートの局長の事務所を訪ねて，お茶をごちそうになりながら雑談にも花

を咲かせるとともに，壊れて使えないエアコンがたくさんあったり，パソコンやコピー機

もほとんどないことに気付いたり，節電のためエレベーター利用禁止になっていたりする

ことを知ることになります。相手をよく理解するとは，その国の言語，文化，歴史，政治

体制を知ることから始まります。赴任から最初の半年程度は，どなたも一生懸命にラオス

を理解しようと努めます。しかし，だんだんと新鮮さがなくなっていくからでしょうか，

支援国への興味が失われていく方もいます。

端的な例は現地語の習得でしょうか。赴任当初は先生を雇ったり，職場のアシスタント

から週１回２回現地語を勉強するのですが，食堂でお気に入りのメニューとビールの注文

ができる程度にまで勉強したあとは，多忙を理由に勉強を断念されてしまう方が多いよう

に見受けられます。「派遣期間の２年間程度で仕事で使えるほど現地語を習得できるわけが

ない。勉強しても時間の無駄」と思われるのかもしれません。確かにどんなに懸命に勉強

しても２年程度では仕事で使えるまでには上達できないかもしれません。しかし，断言し

ます。現地語や現地の文化への関心と興味を示すことは，カウンターパートのその専門家

を見る目に大きな影響を与えます。専門家にとって，決して「時間の無駄」とは思えない

のです。

法律専門家が他の分野の専門家に比べて大変だと思うのは，「実演」してみせることがで
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きないことです。医療の専門家であれば「治療」をやってみせたり「医療機器」を扱って

みせたりします。電子工学の専門家であればコンピュータを操作してみせることができま

す。しかし法律専門家が使えるのは「言葉」しかありません。しかも通訳を介してしかや

り取りできない，というハンディキャップがあります。

これは皆さん悩まれることだと思いますが，専門家がどんなにいいことを話しても，カ

ウンターパートが聞いてくれないことがあることです。外面的には聞いているふりをして

いますが，実際はあまり真面目に聞いてくれないこともあります。それは，人が誰かの話

を聞こうとするとき，その人への尊敬や共感（多少の権威も）が必要だから，だと思います。

「何を言うか」は大切ですが，それと同時に「誰が言うか」がラオスのような国では非常に

重視されることを忘れてはいけません。そのためにも，日本の法律専門家は，相手国への

愛情と関心を常に示し続けてほしいと思います。

８．ラオスの誇りを大切にする

プロジェクトがカウンターパート機関からの信頼を得るにつれ，ラオスの法制度の問題

点や欠点を隠したり，恥ずかしいと思わず，日本側にも包み隠さずオープンにする態度が

見え始めました。そうなるまでにはやはり時間がかかります。特に思い出されるのは民法

典起草支援を始めた２０１２年の最初の合宿キックオフ会議のことです。その会議には，

当時の国会の法務委員長のダーヴォーン・ワンヴィジット先生をお呼びし，日本からは慶

應大学の松尾弘先生ほかにご参加いただき，今後どのように民法典の起草とその支援を行

うか，という方向性を確認した重要な会議でした。

会議中，また食事の席などでご一緒し通訳なども行いましたが，ダーヴォーン先生は日

本側の支援チームに対して，最初笑顔もなく，なにか心を開いてくれていない感じでした。

あとにして思えば，「革命後の大変な時代に法律を作ってきたのは我々だ」「その苦労もし

らない外国人に簡単に批判などしてほしくない」「新しい民法典もラオス人がつくる法律だ」

「日本の理論を押し付けられては困る」という日本側への多少の猜疑のお気持ちだったのか

もと勝手に想像しました。しかしそのダーヴォーン先生も会議の回を重ねるごとに，表情

が柔和になり，日本側にも笑顔で接してくださるようになりました。

その変化の理由を振り返ると，日本側が「ラオスの誇り」を常に尊重してきたことに尽

きると思います。特に民法典支援アドバイザリーグループを代表する松尾弘先生がすこぶ

る素晴らしいのは，どんな質問にも的確な回答，すぐに諸外国の法律を例に挙げて説明で

きる，というだけではありません。何と言っても感服するのはその姿勢です。もうすでに

会議の中で説明しつくした質問や，多少的外れな質問があっても，「大変重要な質問だと思

います」「とても素晴らしい視点ですね」とそれを必ず褒めることを忘れません。そして「新

しいラオス民法典はアセアン地域のみならず，世界においても誇ることのできる素晴らし

いものになるでしょう」と常にラオスの誇りを尊重し，勇気付け，士気を鼓舞することを

忘れないのでした。
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９．長期でコミットする

ラオス政府からＪＩＣＡの支援が評価されている理由の１つは，同じコンセプトで長期

にコミットする姿勢だと思います。１０年間以上変わらぬカウンターパート４機関を対象

に，混合のワーキンググループを設置して，ラオス法の研究を行うことを通して，法律人

材の育成を図る，というコンセプトは，すっかりラオスで定着したように感じます。

当初，（どの国にもあると思いますが）組織と組織の間には見えない壁があり，法律の解

釈にも差異があり，違う組織のメンバー間で感情的ないざこざが絶えませんでした。しか

し，４つの組織の合同調整委員会メンバー（ＪＣＣ／副大臣級）の全面的理解を得られた

のは幸いでした。特に，プロジェクト開始からあまり時間をおかない時期に，４機関のＪ

ＣＣとマネージメントコミッティ（ＭＣ）の日本招聘を実現することができたことが大い

に役立ちました。その機会に，日本の法曹養成の現場を見学すると同時に，「ラオスでも４

機関がそれぞれバラバラに養成するのではなく，合同で優れた法律家を養成することが必

要だ！」という合意が形成されたのです。（この本邦招聘の際の４機関のトップの一致団結

にとって，毎晩の日本酒とさしみとワサビがおおいに役立ったことは特筆しておきましょ

う）

１０年を経て，プロジェクトに参加している，あるいはかつて参加した２００名に及ぶ

メンバーの関係性は，組織の垣根を越えたプロジェクトのプラットフォームから，より広

範なインフォーマルなネットワークに発展したことが見て取れます。プロジェクトとは関

係ない場所で，例えば何か司法省で研修会を企画したときに，知り合いの検察官，裁判官，

あるいは大学の先生に直接気軽に電話で講師依頼をし，一緒に研修会を運営する，という

ような関係がたくさん生まれているのです。

組織を超えた混合ワーキンググループを設置して，研究と人材育成を行うスタイルは今

もなおラオス側から評価されているのですが，こうしたやり方は，調整にはとても手間暇

がかかる一方，成果が発現するまでに時間を必要とします。それも理由の一つだと思いま

すが，他の開発パートナー（ＤＰ）はなかなか採用しない，日本の法整備支援のユニーク

な支援スタイルとなっています。様々な障害はあるでしょうが，一国の基盤である法制度

を支援するためには，覚悟とともに，より長期にわたるコミットメントが極めて重要だと

感じています。

１０．おわりに

私が卒業した大学はカトリック系の大学でした。学部の先生方の中には，欧米からいら

したカトリックの神父であり，数十年日本に暮らし（多くの神父が大学の中にあるハウス

／修道院にずっと住んでいらしゃった），極めて流ちょうな日本語で授業をされる先生も多

かったです。夕方，授業後にクラスの希望者数人で，先生のお住まいのハウスを訪ね，英

会話のレッスンをしていただいたりしました。クリスチャンでもない私は，「ファーザー，

どうしてこんなにも長く日本に住んでいらっしゃるのですか？」などと遠慮ない質問をし

たものでした。もう数十年日本に住んでいらっしゃった高齢のドイツ人の先生はあまり多
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くを語りませんでしたが，「ミッションですよ」と笑顔でおっしゃったように記憶します。

ああ，それでミッションスクールというのか。キリストの福音を伝えるために宣教師，伝

道師が，使命を持って，その国に骨を埋める覚悟で海を渡って来られたことをその時に知

ります。

「ミッション」

その時以来，この言葉の重みをより深く考えるようになりました。自分にも何か人生を

かけるようなミッションがあるのだろうかと。ここでは書くことができませんが，私が

１９９９年にラオスに来ることになったのも，何かの運命に導かれたと今でも信じていま

す。その時に思ったのは，これがきっと自分に与えられた「ミッション」なのだという気

持ちでした。

国際協力の世界でも，「ミッション」という言葉はよく使います。日本からいらっしゃる

調査団や短期専門家の派遣に対して使うことが多いようです。しかし本来的には長期派遣

専門家こそが最も大きな使命と覚悟を帯びて開発途上国に渡っていきます。組織から派遣

される専門家は，それが自分の希望した国でないこともあるでしょう。派遣される国によっ

て，食事，文化，治安，医療水準，政治体制などさまざまですし，これだけ世界が狭くなっ

た時代においても，やはり開発途上国でミッションをはたすことは，相当の努力と覚悟が

必要だと思います。

また２０２０年には新型コロナという今までにない厄介な外部条件が生じ，不本意にも

日本に避難せざるを得なかった専門家，長く赴任待機のままになった専門家も多かったで

しょう。半年以上も再赴任できず，プロジェクトや派遣期間が限られた方にとって，「行き

たくても行けない」という焦燥感はどれほどだったでしょう。「行ってする苦労」もあれば，

「行けない苦労」もあるのですね。

この１０年間，日本の法律専門家とともに法整備支援の現場に携われたことはとても充

実した経験でしたし，また，わずかながらラオス語の通訳，翻訳という役割を担った時間は，

知的な興奮に満ちたものでした。これから私のラオスでのミッションはどうなっていくの

かは分かりませんが，もうしばらくは現在のプロジェクトでできる限りのお手伝いをする

予定です。

禅宗に「随処に主となれば，立処皆真なり」という言葉があります。国際協力，法整備

支援の仕事に携わる皆様の活躍の場所がどこであっても，あるいはそれがどんな役割や，

仕事であっても，いつもご自分の「ミッション」を忘れることなく，覚悟を持って主体的

に向き合えば，道は開けていくものと信じます。
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専門官の眼

主任国際専門官

今　村　佳　織

１．はじめに

みなさん初めまして。国際専門官の今村と申します。さて，早速ですが，「国際専門官」

と聞くと，英語がぺらぺらで世界中に友人がいるような人物像を思い描かれるのではない

でしょうか。実際，国際専門官の多くは，そういったハイスペック・リア充人間なわけですが，

私の場合はその正反対で，語学が堪能なわけでもないし，留学等の海外経験もなく友人も

日本にしかいませんでした。そもそも英語というものがどうも苦手で，学生の頃は，英語

の授業時間になると，意図的な微熱・腹痛・頭痛が頻繁に発症し，仕方なく保健室で寝込

んでばかりいたものだから，英語の成績は悲惨でしたし，街中で外国人に道を聞かれたと

きには，もじもじして一緒にいた友人にすぐバトンタッチしてばかりいました。

このように，英語アレルギーといっても過言ではない私だったので，国際専門官に命ぜ

られた当初，強い不安と絶望感を抱いたことは想像に難くないかと思います。ですが，今は，

この仕事がとても大好きです。英語アレルギーの私がなぜ，この仕事を好きになったのか。

本日は，そのきっかけとなった研修担当としての国際専門官の業務を紹介しつつ，その魅

力を少しでもお伝えできればと思っています。拙い文章ですが，少しの間お付き合いいた

だけますと幸いです。

２．国際専門官のとある一日

国際協力部は，法務省が国際協力の一環として独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）

等の関係機関と協力して，アジア諸国に対する法整備支援活動を実施しており，その一つ

に，支援対象国の方々を日本にお招きして実施する研修があります。国際専門官は，この

研修が円滑に実施されるよう，陰ながら支えています。具体的にどんな働きをしているのか，

とある一日を御紹介します。

まず，朝は，教室設営やＰＣ等の機器準備，資料配布といった準備のため，講義開始の

１時間前くらいに教室へ入ります。早朝に祈祷する習慣のある研修参加者は，すでに教室

に入っていることもあり，そうなると，こちらが忙しなく動いている中，「イマムラ，グッ

モーニン。」，「プリーズテルミーユアレコメンデッドスシレストラン。」，「シンジュク，サ

イコウ。」などなど，引っ切り無しに話し掛けていただけます。なんとか準備を間に合わせ，

講師の方が来られたら，教官と現地専門家にその場をお願いし，講義開始時間になっても

現れない研修参加者の寮室に電話を掛けたり，喫煙所を中心として施設内の各所を走り回っ

たりして探します。研修期間後半になってくると，常習犯と行動パターンがだいたい分かっ

てくるので，そんなに苦労せずとも発見できるようになってきます。

そんなこんなで無事に講義が開始したら，進行は教官にお任せし，教室を抜けて自席で
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パソコンを開くのですが，繁忙期は，この講義準備のために奔走していた少しの間に，外

部メールや法務省内部メッセージが１００件ほど溜まっているという怪奇現象がよく起こ

ります。困ったことに，外部メールボックスの容量は５１ＭＢしかなく，すぐにいっぱい

になってしまうので，副担当案件のメールを，主担当の国際専門官を信じて淡々と削除す

るところから始めます。多くの国際専門官は，メールボックス残容量５ＭＢというぎりぎ

りの闘いを繰り広げています。

話がそれましたが，外部メールでは，講師の方や翻訳者，通訳者，ＪＩＣＡ等関係機関

と講義資料や事務文書のやりとりをしたり，スケジュール等の各種調整をしたりします。

法務省内部メッセージでは，担当している研修等の各種調整だけではなく，同時期に実施・

準備されている別の研修等のメッセージも確認し，講義教室や関係者のスケジュールに重

複がないか，お互いの準備に抜けがないかといったことをチェックしあっています。これ

に加えて庶務，企画，経理関係等のメッセージもあり，確認するだけでもかなりの時間が

掛かります。さらに，研修等で必要となる大量の各種書類作成業務もどんどん捌いていか

なければなりません。だんだんと自分が何をしなければならないのか分からなくなり，パ

ソコンを壊したくなる衝動に駆られます。そんなときは，休憩時間を見計らって講義教室

へ行き，コーヒーブレイクしている研修参加者達の近くでせっせと講義準備をしているア

ピールをすることで，おいしそうなお菓子をたくさん恵んでもらい，気持ちを鎮めます。

気付けば，あっという間に昼食の時間です。宗教上，食事に配慮が必要な研修参加者も

おり，そうした食事制限に対応できる食堂等がない場合，あらかじめ弁当を手配しておき

ます。個人的な感想ですが，こうした弁当はかなり強烈な香りのものが多く，時間的余裕

を持たせ早めに納品してもらって執務室に仮置きしていると，すさまじいスパイス臭が部

屋全体に広がり，なんとなく鼻がむずむずして仕事に集中できなくなってきます。昼食の

時間になり，研修参加者と一緒に先ほどの弁当を食べていると，研修参加者の一人がおも

むろに「これが我が家の伝統的食材だ。」と，得体の知れない真っ赤なドロドロのソースを

取り出し，私の白飯の上に大量に振り掛けてくれたことがありました。おそるおそる食べ

てみると案外美味しかったので，気に入って色んな料理に振り掛けて食べていると，教官

や現地専門家から「よくそんなの食べられるね。」というお褒めの言葉と熱い羨望の眼差し

をいただきました。

さて，午後は借上バスに乗って関係機関の訪問です。出発１０分前を集合時間としますが，

だいたい集まりません。ただ，この場合は，例のごとく寮室や喫煙所等を探しに行けばな

んとかなるので問題はありません。逆に，全員きっちり集合時間に間に合ってしまうとい

う想定外の事態が起こると，大変困ってしまいます。全員そろっているのだから出発せざ

るをえませんが，早く到着しすぎると訪問先に御迷惑が掛かります。そんなときは，バス

の運転手さんに遠回りするなどして到着時間の調整をお願いします。遠回りしている間は，

車内のアナウンス機材を使って「これが国会議事堂だよ。」，「これはさっきと別アングルの

国会議事堂だよ。」，「今度は遠目の国会議事堂だよ。」など，研修参加者に東京ガイドをし

て間をつなぎます。研修参加者から「なんだかさっきから同じ場所を回っていないかい？」
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と気付かれても，とびきりの笑顔を振りまいて乗り切ります。

訪問先に到着したら，バスから一番に飛び降りて先方担当者に御挨拶と案内のお願いを

して，研修参加者にバスから降りてもらいます。その間に，バスの運転手さんにピックアッ

プ時間と場所を伝えます。訪問終了後，バスとうまく合流できないと，無駄な待機時間の

ために先方に御迷惑を掛けてしまうのはもとより，研修参加者が「早く帰らないとスカイ

ツリーの最終入場時間に間に合わない！」という大変深刻な事態に陥ります。こうした問

題を発生させないためにも，バスの運転手さんとの綿密な連絡調整は，国際専門官の大切

な仕事の一つです。訪問中は，許可なく写真を撮っていないか，誰かはぐれていないか，

勝手に何かに触っていないか等，講義教室や見学列の一番後ろから研修参加者たちの動き

に目を光らせます。実は，国際専門官になる前の私の仕事は矯正局の現場職員で，集団の

動きを監督してきていたので，その経験をこんなところでフルに生かしています。どこで

どんな経験が生きるのか，分からないものだなぁとしみじみ思いを馳せているうちに，訪

問先での講義や見学が終わります。

帰りのバスの中では，翌朝の集合時間と一日のカリキュラム，持ち物等のアナウンスを

行いますが，研修参加者の多くは，これから出陣していくのであろう夜の東京に関する話

題で盛り上がっています。くれぐれも無事に帰ってくるんだよ，という母のような気持ち

で研修参加者と別れます。自席に戻ってパソコンを開くと，案の定，外部メールと法務省

内部メッセージでパーティー状態になっているので，明日の自分を信じてそっとパソコン

を閉じ，業務終了です。

３．国際専門官にとって大切なものとは

研修を担当するに当たっての私の目標は，研修参加者に「なんだか心地良く過ごせた研

修だったな。」と思ってもらえる研修を作り上げることで，日本を大好きになって自国に帰っ

てもらうというものでした。私は，法整備支援活動とは，ただ書面で淡々とこなすもので

はなく，生身の人間を相手にしたやりとりがあってこそのものだと認識しています。そこで，

こうした印象を持ち帰ってもらうことが，「日本はあんなに良い国なのだから，一緒に歩ん

でいきたい。」といった思いにつながり，引いては，円滑な支援やより良い協力関係へと結

び付く，小さなきっかけとなればと思っていました。そのため，研修では，研修参加者と，

何でもない挨拶や他愛もない会話を繰り返すことで，冗談を言ってふざけ合ったり気軽に

相談したりできる関係を築くとともに，慣れない土地での生活で彼らが困っていることや

不便を感じていることを見付けて，その心地悪さを解消できるよう手助けするなどして，「心

地良い」と感じてもらえる環境を整えられるよう心掛けていました。研修に限った話では

なく，国際協力部が実施している法整備支援活動は，非常に多くの方々からの御力添えの

上で成り立っているものであるところ，国際協力部との関わりが「心地良い」ものだと感

じていただけるよう，誰とでも良好な関係を築こうと努力したり，相手が必要としている

ことに気付き，先回りして対応したりしようとする構えは，国際専門官にとってとても重

要で，何よりも大切なものだと考えています。
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４．さいごに

ここまで国際専門官について御紹介してきましたが，いかがだったでしょうか。まとめ

ますと，国際専門官の主な業務内容は連絡調整・書類作成で，国際専門官にとって大切な

ことは相手と良い関係を築こうと努力したり，先回りして行動したりする構えだとお伝え

しましたが，これらは，どの仕事にも共通しているところではないでしょうか。つまり，「国

際専門官」というやたらと格好良い肩書のわりに，特別な業務内容もなければ，特別な能

力が求められることもないのです。

「とは言え，英語は必要でしょ。」と思われたそこのあなた。確かに語学力があるに越し

たことはありません。ですが，単語をつなぎ合わせただけの片言英語しか話せず，英語の

聞き取りもままならなかったとしても，自分の思いを伝えたい，相手の思いを理解したい

という気持ちがあれば，不思議と会話は成立します。細かいところまで噛み合っていなく

ても，なんとなく相手と笑い合えれば，それだけで十分コミュニケーションは取れていま

すし，もう友人です。私は今でも恥さらしレベルの英語しか使いこなせませんが，それでも，

海外の方とお話しすることにすっかり楽しさを感じるようになりました。

研修の実施に当たっては，白髪が生えたり，自販機で間違えておしるこを買ってしまっ

たりするなどいろいろと大変なこともあり，その度に，もう研修は担当したくないなんて

思ってしまうこともありますが，研修参加者から笑顔で「いつもありがとう。」「日本がと

ても好きになった。」「また今村に会いに日本に来るよ。」等と言ってもらえると，やっぱり

また研修を担当したくなります。また，それだけではなく，研修を担当するたびに，各国

の文化や価値観等に直接触れ，毎回面白い経験や発見ができることがとても楽しいです。

こんな拙文を最後まで読んでくださったそこのあなた。英語アレルギーだった私ですら，

英語で自分の思いを伝えることへの抵抗感がなくなったばかりか，むしろ楽しさを感じる

ようになり，研修等でつながったたくさんの海外在住の友人と日常的にＳＮＳ等でやりと

りするようになった「国際専門官」のお仕事に，じわじわ興味が湧いてきていませんか？

間違いなく湧いてきていますよね？若干名称が長いので文字の大きさにはお気を付けいた

だきつつ，ぜひとも，異動の希望先に「法務総合研究所総務企画部国際事務部門研修第二

担当」と書いてみてください。新しい自分に出会えるかもしれません。



121ICD NEWS　第 85 号（2020.12）

各国プロジェクトオフィスから

ミャンマーミャンマー

カンボジアカンボジア

ラオス ベトナム

インドネシアインドネシア

本職は，寺本専門家とともに，本年８月中旬の特別便でハノイに戻
り，その後２週間の隔離期間を経て，日常生活に戻りました。約５か
月ぶりのハノイの街は，新型コロナの脅威とは裏腹に，過去の出張や
滞在中には目にしたことのないほどきれいな空と空気が印象的でした。
隔離明け当初は，ベトナム国内での第二波発生に対する警戒が高まっ
ていた時期と重なったためか，街中の通りは閑散とし，シャッターが
閉まっているお店も目に付きましたが，最近では，市中感染の増加の
収まりを受けて，お店の様子や歩行者，バイクの姿はもちろん，お馴
染みの渋滞まで，すっかり以前のハノイの姿を取り戻しつつあるよう
に見えます。国内線の空港も多くの人で混雑し，マスクを付けていな

い人も珍しくなくなりました。
一方，本年１０月上旬の本原稿作成時点で国際線の運航が再開されているのは，日本のほか，カンボジ

ア，ラオス，中国，韓国，台湾だけであり，航空券の販売対象者も，ベトナムへの入国ビザを取得済みで，
かつベトナム国内に特定の滞在先がある人に限られるなど，出入国ができる外国人は，事実上，非常に限
られています。ベトナムはコロナ対策の優等生とも評されますが，その分，国をまたぐ人の行き来に慎重
になるのももっともなことであるかもしれず，往来の正常化が期待できるには，まだまだ時間がかかりそ
うです。

こうした中，プロジェクトでは，本年９月下旬に一部の活動が再開したのを皮切りに，１０月上旬時点
で，次々と現地で活動が行われ始めています。会場で直接人と会い，目を合わせ，相手の息遣いを感じな
がら話をし，食事するといった，人として何気ない，当たり前の行為には，パソコン画面を介した情報の
交換では得られない触れ合いがあり，その瞬間を味わう度に，やはり現地に戻ってきてよかったと心から
思います。活動の根底にある人と人との触れ合いに魅力を感じて法制度整備支援の業務に携わっている人
は少なくないと思われますが，オンライン技術を駆使した対応が求められるのは誰もが承知しつつも，こ
れが当たり前になりつつあるコロナ禍の長期的な影響が最も危惧されるのは，実は，これに関わる人たち
のやる気やモチベーションといった，目に見えない，人の根っこにあるアナログの部分なのではないかと，
改めて感じさせられます。

現行プロジェクトも残り３か月となりましたが，専門家一同，与えられた環境の中で最善を尽くす所存
ですので，引き続き，御指導，御鞭撻の程，どうぞよろしくお願いいたします。

（ベトナム長期派遣専門家　横幕孝介）
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一時帰国中のカンボジア派遣専門家は，８月上旬から順次カンボ
ジアに戻ることが可能となり，赴任が延期されていた新規専門家も，
１０月に赴任となりました。当プロジェクトの専門家は，１１月に
は全員がカンボジアに揃います。今後は，プロジェクトの残り期間
を意識しながら，専門家の一時帰国によって延期となっていたセミ
ナーやワークショップを再開するなど，活動を活性化させていきた
いです。

１０月２８日現在，カンボジア国内における新型コロナウイルス
感染者は合計２９０名です。新規感染者は他国からカンボジアへの

入国者であり，検温と消毒が当たり前となった以外は，普段の生活で新型コロナウイルスを意識する
ことはほとんどありません。

プノンペンでは，新型コロナウイルスとは別に，深刻な問題が発生していました。それは，ごみ収
集問題です。１０月２日頃から，プノンペン内のごみは収集されておらず，路肩の至る所にごみがパ
ンパンに詰まったごみ袋が山積みされるようになりました。多数の飲食店が立ち並ぶ一帯は，ごみの
山が途切れることなく続いており，異臭が漂っていました。なぜこのような事態になったかというと，
これまでは，プノンペン内のごみ収集は，ある民間会社が独占していたのですが，プノンペン都が，
今後はごみ収集会社を入札で決定すると決めました。そのため，これまでごみ収集を独占していた民
間会社の従業員たちが，将来への不安から，補償金等を支払わない限り働かないと，ストライキを始
めたのです。１０月１４日，同民間会社が従業員側の要求を受け入れることで合意し，ごみの収集が
再開されました。今回の件で，ごみを減らすことやごみの分別について一人一人が見直すきっかけに
なったらいいと感じました。

（カンボジア長期派遣専門家　福岡文恵）

コロナによる一時避難帰国を経て，９月２７日にラオスに再赴任
いたしました。

今回は，「ラオス六法（日本語版）２０２０年９月１１日版」を御
紹介いたします。伊藤淳・元専門家（２０２０年３月末離任）が主
導して作成を進めてまいりました「ラオス六法（日本語版）」は，当
プロジェクトの活動において利用することに加え，在ラオス日本企
業・日本人の皆様やその他ラオスに興味を持つ日本語話者の皆様に
役立てていただくことを目的とし，ベトナムプロジェクトが完成さ
せた「ベトナム六法」を参考にしながら，日本側及びラオス側関係

機関の協力を得た上，公開することとしたものです（ICDNEWS ２０１９年１２月号伊藤淳専門家論稿
御参照）。

当初，ベトナム六法と同様に，ラオス六法の印刷を計画しておりましたが，印刷費の負担の点や
印刷後の法律のアップデートの点の取扱いが保留となっており，まずは，ウェブ上の公開としてい
ます。ラオス六法は，次の URL を御参照ください（https://www.jica.go.jp/activities/issues/
governance/portal/laos/ku57pq00002khhw3-att/six_codes_202009.pdf）。ラオス六法 PDF にリンク
がついており，リンクをクリックすることでその法律の日本語訳 PDF にアクセスできます。

現在，ラオスでは１４７の法律が施行されていますが（ラオス国民議会ウェブサイト），そのうち
３２の法律の日本語訳を掲載しています（２０２０年５月施行の民法典や２０２０年８月施行の改正
土地法も含まれています）。プロジェクトが継続する限り，半年に一度程度は新法，改正法を追加し
てアップデートしていく予定です。

（ラオス長期派遣専門家　入江克典）
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ミャンマーにおける新型コロナ感染者数及び死亡者数の状況は，
２０２０年９月から１０月の１か月で過去最悪の状況になっていま
す。１か月前に比べて感染者数は 10 倍以上，毎日２０～３０人の死
亡者が確認されるなど，猛威を振るっています。潜在的な感染者数
の指標となる陽性率も，「１４．６%と東南アジア最悪水準」（NNA ミャ
ンマー紙）とのことです。医療水準が高くないことから，日本であ
れば救える命が救えないという状況があるのかもしれません。

他方，ミャンマーの裁判所は，コロナ禍で先端的な試みをしてお
り，オンラインで公開する法廷を試験的に開始していて，ヤンゴン

高等裁判所での判決言渡しや，同高裁管内の地方裁判所の勾留手続を，オンライン会議システムを利
用して実施したようです。判決言渡しをオンラインで公開する手続を傍聴しましたが，手続は淡々と
進められ，全部で１００件以上の判決言渡しが３０分程でなされるのを，Zoom を通じて見ることがで
きました。一般市民への事前告知は裁判所の Facebook 等でミャンマー語でなされましたが，ミーティ
ング ID とパスワードを入れれば日本からも見ることができました。おそらく，大量の事件が滞留す
る中での苦肉の策だと思いますが，国際的にも先端的な試みだと思います。日本でもニューノーマル
導入に伴い，司法制度も大きな変革を求められていると思います。引き続きミャンマーの情報をお伝
えできればと思います。

他方で，ミャンマーはヤンゴンを中心に都市ロックダウンが続いており，失業者も増えているよう
です。その日の食事に困るような人も出てきていると聞きます。ミャンマーは仏教的な助け合いの文
化が色濃く，寄付や食料の配布などによって貧しい人を助ける習慣が広く根付いていますが，コロナ
禍では人と人の接触や集会が制限されるため，慈善活動にも制限が出ているようです。

このような状況の中，日本からリモートでできる慈善活動といえば，寄付をすることくらいです。
そこで，プロジェクト内の有志で，銀行のアプリを使って現地スタッフに送金し，スタッフから寄付
をしてもらうこととしました。集まったお金でミャンマーの人々のためにどのようなことができるか，
まさに今悩んでいるところです。

（ミャンマー長期派遣専門家　岩井具之）

インドネシアでは，コロナ感染者数が減らず，首都ジャカルタで
は，１０月１５日現在，２回目の大規模社会制限が行われております。

こんな時期ですが，インドネシアでは，雇用創出に係るオムニバ
ス法が国会を通過し，これに反対して各地でデモが起こっています。
反対の理由としては種々あるようですが，主として最低賃金を制限
する規定や退職金を従前より引き下げる規定等，労働者に不利な規
定に対するものが挙げられるようです。

デモで反対していることについて，政府は，「そのような規定は
無く，法案をしっかり見てほしい」などと反論しているようですが，

これに対して労働団体の幹部は，「そもそもどの法案が最終のものかわからない。」などと再反論して
いるようです。実際，最終法案とされるものはいくつか出回っているようで，どれが最終法案か国民
に分からないというのもインドネシアの問題の一つのように感じられます。

我々専門家は，コロナの影響で帰国を命じられましたが，日本に戻って約９か月でようやく再渡航
が許され，２０２０年１２月より再渡航を開始しました。

このコロナの問題が一日も早く収束するのを願ってやみません。

（インドネシア長期派遣専門家　廣田　桂）
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お知らせ

法整備支援連絡会に関するお知らせ

法整備支援連絡会は例年２月頃に開催しておりますが，第２２回法整備支援連絡会は，

来年度（２０２１年度）の開催を予定しております。

開催時期等の詳細につきましては，改めて，本誌や当部ＨＰ等においてお知らせいたし

ます。
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－編　集　後　記－

ＩＣＤ　ＮＥＷＳ８５号を最後までお読みいただき誠にありがとうございます。

改めまして，本号に掲載された記事を御紹介したいと思います。

巻頭言では，上冨法務総合研究所長から，「平成１３年（２００１年）と令和２年（いま）」

と題して，当部が誕生した２００１年頃の司法制度改革における法整備支援に関する議論

から，視点を現在に転じて現下の状況での法整備支援の在り方を御紹介いただきました。

改めて，多くの方が何らかの形で法整備支援に関わってきたことを思い起こされるととも

に，これからの法整備支援の新しい在り方を考える機会となりました。

「外国法制・実務」では，ラオス，カンボジア及び中国における法制度・実務等について，

ＪＩＣＡ長期派遣専門家等から御紹介いただいております。いずれも，現地専門家等によ

る各国の法制の実情等を知る貴重な記事となっておりますので，是非御覧ください。また，

カンボジア及び中国については，次号以降において，カンボジアにおける法曹レベルの法

学人材育成を巡る問題や中国における法整備支援の実施状況等も御紹介いただく予定です

ので，次号以降も是非御覧ください。

「活動報告」では，本年８月に実施したミャンマーのオンラインセミナーの様子や，ウズ

ベキスタンにおける法整備支援について当部教官が紹介しております。新型コロナウイル

ス感染症の影響により，現地への出張や招へいが制限される状況下で，いかに法整備支援

を継続していくか，その様子を伺うことのできる記事となっております。

今後の研修等については，掲載したセミナー及びシンポジウムのほかにも，各種研修等

の実施につき，現在，関係機関とオンライン会議等で日々調整しており，Ｗｅｂ会議シス

テムを通じたオンライン方式などにより，今年度中の実施に向けて動いているところです。

「業務調整専門家の眼」は，本号から始まるシリーズで，法整備支援の最前線である各国

現地にいらっしゃる業務調整専門家の方に，これまでの御経験や業務調整専門家の眼から

見た法整備支援等について御執筆いただく予定です。

トップバッターとなる本号では，ラオスにおける法の支配発展促進プロジェクトの業務

調整専門家である川村仁専門家から，「ラオス法整備支援の１０年間」と題して，ラオスの

法整備支援プロジェクトに携わった１０年間の御経験を御紹介いただいております。１０

年間という長きにわたり法整備支援に携わられた中での様々な御苦労や工夫，心配り等を

伺うことができます。法整備支援に携わっている方，携わりたいと考えている方，また，

法整備支援に限らず新しいことに取り組もうとされている方に，是非御覧いただきたい記

事です。
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「専門官の眼」では，今村佳織主任国際専門官から御寄稿いただきました。研修実施に際

しての大変さはありますが，その中でも，楽しみながらやりがいを持って対応されている

ことが分かります。法整備支援も，人と人とのお付き合いの上にあることを改めて気付か

されました。本記事により，当部を希望して国際専門官となる方が一人でも多くいらっしゃ

ることを願っております。

最後になりましたが，御多忙の中，御寄稿くださいました執筆者の皆様に厚く御礼申し

上げます。

関係者の皆様におかれましては，今後とも更なる御協力を賜りますよう，何卒よろしく

お願い申し上げます。

国際専門官　嵐　 文子



2020年6月

（国際法務総合センター 国際棟）

2020 年 12 月
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